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ご
あ
い
さ
つ 

 
「
い
い
祭
で
す
な
」「
天
気
も
よ
く
て
ほ
ぼ
全
行
程
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
な
」
。
二
〇
二
三
年
四
月
一
九
・
二
〇
日

に
は
、
多
く
の
笑
顔
と
共
に
、
こ
ん
な
会
話
が
古
川
の
街
中
で
飛
び
交
い
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

古
川
祭
の
関
係
者
の
ご
尽
力
で
、
四
年
ぶ
り
に
通
常
に
近
い
形
で
例
祭
が
執
行
さ
れ
た
の
で
す
。
当
例
祭
は
、
古
川
祭

の
起
し
太
鼓
・
屋
台
行
事
と
し
て
、
国
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

を
構
成
す
る
日
本
の
祭
礼
「
山
・
鉾
・
屋
台
行
事
」
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
市
で
は
そ
の

変
遷
を
調
査
す
る
古
川
祭
史
編
集
委
員
会
を
組
織
し
、
各
台
組
の
ご
協
力
の
も
と
、
台
組
関
連
文
書
調
査
や
祭
礼
の
写

真
撮
影
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。 

今
号
は
、
こ
の
よ
う
な
古
川
祭
の
記
録
作
成
を
進
め
る
中
で
、
古
代
の
「
気
多
若
宮
神
」、
江
戸
・
明
治
・
大
正
・
昭

和
の
記
録
か
ら
紐
解
か
れ
た
祭
礼
の
一
面
、
ま
た
今
年
度
の
例
祭
と
そ
れ
を
支
え
る
地
域
や
屋
台
、
古
川
祭
史
編
集
委

員
会
に
つ
い
て
の
論
考
等
が
集
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
近
世
・
近
代
・
現
代
と
、
各
時
代
の
人
々
が
い
か
に
古
川

祭
と
向
き
合
っ
て
き
た
か
を
示
す
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
本
書
が
、
飛
驒
市
に
関
す
る
資
料
研
究
の
礎
と
し
て
、
更
に

は
先
人
の
残
し
た
事
績
へ
の
関
心
が
高
ま
る
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。 

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
史
料
提
供
を
い
た
だ
い
た
皆
様
、
ご
寄
稿
い
た
だ
い
た
皆
様
、
常
日
頃
か
ら
古
川
祭
の
執

行
に
ご
尽
力
さ
れ
て
い
る
皆
様
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
、
発
刊
に
寄
せ
て
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。 

 

令
和
六
年
三
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

飛
驒
市
教
育
委
員
会
教
育
長 

沖
畑
康
子 



凡
例 

 

一
．
本
書
は
、
飛
驒
市
に
関
す
る
歴
史
・
民
俗
・
文
化
な
ど
の
調
査
研
究
や
資
料
紹
介
を
基
本
と
す
る
。 

二
．
本
書
の
編
集
に
あ
た
っ
て
は
、
各
執
筆
者
の
研
究
成
果
・
研
究
視
角
を
尊
重
す
る
方
針
を
取
っ
て
い
る
た
め
、
必
ず
し
も
全
体
と
し 

 
 

て
統
一
し
た
記
述
に
な
っ
て
い
な
い
。
本
文
中
の
原
資
料
の
掲
載
の
仕
方
を
は
じ
め
、
図
や
表
な
ど
の
表
示
方
法
、
引
用
文
や
参
考 

文
献
の
記
載
な
ど
に
つ
い
て
も
各
執
筆
者
の
判
断
を
優
先
し
た
。 

三
．
本
書
掲
載
の
論
文
等
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
執
筆
者
個
人
の
見
解
で
あ
り
、
飛
驒
市
と
し
て
の
見
解
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
。 

四
．
歴
史
的
記
述
の
一
般
に
な
ら
い
、
本
文
中
の
人
名
に
は
敬
称
を
省
略
し
た
。 

五
．
年
紀
に
は
和
暦
を
用
い
、
適
宜
（ 

）
内
に
西
暦
を
補
記
し
た
。
日
付
の
明
治
五
年
十
二
月
二
日
以
前
は
陰
暦
、
そ
れ
以
後
は
陽
暦 

を
用
い
た
。 

六
．
資
料
中
に
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
公
共
性
の
観
点
か
ら
ふ
さ
わ
し
く
な
い
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
史
実 

に
基
づ
い
て
歴
史
研
究
を
進
め
る
立
場
で
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。 
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九
世
紀
飛
騨
に
お
け
る
神
階
昇
叙
の
背
景 

 
 
 
 
―

「
気
多
若
宮
神
」
の
初
見
を
め
ぐ
っ
て ―

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

早
川 

万
年 

は
じ
め
に 

 

『
延
喜
式
』
巻
十
（
神
名
・
下
）
飛
騨
国
条
に
は
、
大
野
郡
三
座
・
荒
城
郡
五 

座
の
神
社
が
掲
出
さ
れ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
式
内
社
で
あ
っ
て
、『
延
喜
式
』
撰 

上
時
（
延
長
五
年
（
九
二
七
）
奏
進
、
康
保
四
年
（
九
六
七
）
施
行
）
に
、
神
祇 

官
に
お
い
て
奉
幣
の
対
象
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
神
社
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ 

う
に
、
式
に
掲
載
さ
れ
な
い
も
の
の
、
神
階
昇
叙
な
ど
に
よ
っ
て
、
六
国
史
（
多 

く
は
『
三
代
実
録
』）
に
見
ら
れ
る
神
社
が
あ
る
。 

飛
騨
国
の
気
多
若
宮
神
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。 

・
史
料
A 

『
三
代
実
録
』
清
和
天
皇
貞
観
十
五
年
八
月
四
日
丙
申
条
「
飛
騨
国

正
六
位
上
気
多
若
宮
神
従
五
位
下
」（
飛
騨
国
の
正
六
位
上
、
気
多
若
宮
神
に
従

五
位
下
を[

授
く]

） 

こ
こ
で
は
、
貞
観
十
五
年
（
八
七
三
）
八
月
に
、
気
多
若
宮
神
は
正
六
位
上
か 

ら
従
五
位
下
に
昇
叙
さ
れ
た
と
す
る
。 

貞
観
十
五
年
は
『
延
喜
式
』
が
撰
上
さ
れ
る
五
十
年
以
上
前
で
あ
り
な
が
ら
、

『
延
喜
式
』
巻
九
・
十
「
神
名
上
下
」（
神
名
帳
、
以
下
「
神
名
式
」
と
す
る
）
に 

見
ら
れ
な
い
、
つ
ま
り
気
多
若
宮
神
は
「
式
外
社
」（「
国
史
現
在
社
」）
の
一
つ
と 

い
う
こ
と
に
な
る
（
１
）。 

神
名
の
「
気
多
」
は
能
登
国
羽
咋
郡
の
気
多
神
社
（「
神
名
式
」
の
名
神
・
大
） 

と
共
通
し
、
同
じ
く
「
神
名
式
」
に
は
、
越
中
国
射
水
郡
に
気
多
神
社
（
名
神
・ 

大
）、
越
後
国
頚
城
郡
に
居
多
（
ケ
タ
か
）
神
社
も
見
ら
れ
る
。「
ケ
タ
」
の
地
名

は
、『
和
名
抄
』
の
郡
郷
名
か
ら
だ
け
で
も
、
但
馬
国
気
多
郡
・
因
幡
国
気
多
郡
・

遠
江
国
山
香
郡
気
多
郷
が
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
ら
す
べ
て
に
何
ら
か
の
関
連
が

あ
る
と
は
即
断
で
き
な
い
が
、
飛
騨
の
気
多
若
宮
と
能
登
・
越
中
の
気
多
神
社
と

は
、
地
域
的
な
近
さ
も
含
め
直
接
の
関
わ
り
が
想
定
で
き
る
。
ま
た
飛
騨
の
気
多

若
宮
は
「
若
宮
」
の
初
見
と
も
さ
れ
る
（
２
）。
こ
の
よ
う
に
興
味
深
い
神
社
で
あ

り
な
が
ら
、
他
の
多
く
の
神
社
と
同
様
、
古
代
の
史
料
上
の
所
見
は
き
わ
め
て
乏

し
い
。 

本
稿
で
は
、
古
代
の
気
多
若
宮
神
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
二
点
の
記

載
に
注
目
し
た
い
。 

・
史
料
B 

『
先
代
旧
事
本
紀
』（
国
造
本
紀
）「
羽
咋
国
造
、
泊
瀬
朝
倉
朝
御

世
、
三
尾
君
祖
石
撞
別
命
児
石
城
別
王
、
定
賜
国
造
」（
羽
咋
国
造
、
泊
瀬
朝
倉

朝
御
世
（
雄
略
天
皇
）、
三
尾
君
の
祖
、
石
撞
別
命
の
児
、
石
城
別
王
を
国
造
に

定
め
賜
い
き
） 

・
史
料
C 

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
三
年
（
八
三
六
）
四
月
条
「
飛
騨
国
人
散
位

三
尾
臣
永
主
、
右
京
史
生
同
姓
息
長
等
賜
姓
笠
朝
臣
、
貫
附
右
京
五
条
二
坊
、

永
主
、
稚
武
彦
命
之
後
也
」（
飛
騨
の
国
の
人
、
散
位
、
三
尾
臣
永
主
・
右
京
史

生
、
同
姓
息
長
等
に
姓
笠
朝
臣
を
賜
い
、
右
京
五
条
二
坊
に
貫
附
す
、
永
主
は

稚
武
彦
命
の
後
な
り
） 

  

B
の
史
料
に
は
、
三
尾
氏
の
祖
が
、
気
多
神
社
所
在
地
で
あ
る
能
登
国
の
羽
咋

国
造
で
あ
る
と
し
、
C
の
史
料
に
お
い
て
は
、
そ
の
三
尾
氏
の
有
力
者
と
思
わ
れ

る
人
物
（
稚
武
彦
の
後
裔
）
が
飛
騨
国
に
本
貫
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。 

 

記
載
の
時
期
、
あ
る
い
は
史
籍
の
成
立
時
期
の
違
い
を
度
外
視
す
れ
ば
、
能
登

国
羽
咋
郡
の
気
多
神
社
所
在
地
と
飛
騨
国
と
は
三
尾
氏
の
存
在
を
介
し
て
結
び
つ



 

2 

 

く
。 

 
そ
こ
で
本
稿
は
、
式
外
社
（
国
史
現
在
社
）
と
し
て
の
気
多
若
宮
神
、
能
登
国

の
気
多
神
社
と
の
関
係
、
そ
し
て
三
尾
氏
の
存
在
に
注
目
し
て
、
九
世
紀
飛
騨
の

政
治
社
会
の
一
端
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

一
、
古
代
飛
騨
国
の
官
社
と
式
外
社 

  

飛
騨
国
の
式
内
社
と
式
外
社
に
つ
い
て
ま
ず
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。 

『
延
喜
式
』
巻
十
「
神
名
式
下
」
４
飛
騨
国
条
の
神
社
を
掲
げ
る
と
、 

 

大
野
郡 

 

水
無
神
社 

槻
本
神
社 
荏
名
神
社 

 

荒
城
郡 

 

大
津
神
社 

荒
城
神
社 

高
田
神
社 

阿
多
由
太
神
社 

栗
原
神 

 
 

 
 
 
 
 
 

社 

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
神
社
は
中
央
の
神
祇
官
に
よ
っ
て
祈
年
祭
の
幣
帛
を
受
け
る

神
社
と
さ
れ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
官
社
で
あ
る
（
３
）。
た
だ
し
こ
の
神
社
が
当
時

の
神
社
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
以
外
に
も
多
く
の
神
社
が

存
在
し
て
い
た
事
実
は
、
例
え
ば
『
出
雲
国
風
土
記
』
各
郡
に
列
挙
さ
れ
る
神
社

に
「
在
神
祇
官
」「
不
在
神
祇
官
」
の
区
別
が
あ
り
、
神
祇
官
に
登
録
記
帳
さ
れ
て

い
る
神
社
と
そ
う
で
な
い
神
社
を
並
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
ま

た
、
神
社
を
何
ら
か
の
施
設
（
社
殿
）
を
有
す
る
場
所
と
の
み
考
え
る
必
要
も
な

く
、
む
し
ろ
集
落
構
成
員
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
あ
く
ま
で
祭
祀
そ
の
も
の
で
あ

っ
て
、
も
と
も
と
、
建
物
等
は
そ
れ
に
付
随
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
後
次
的
な
も

の
で
あ
る
。 

 

飛
騨
の
い
わ
ゆ
る
式
外
社
は
、
気
多
若
宮
の
ほ
か
、『
三
代
実
録
』
貞
観
九
年
（
八

六
七
）
十
月
四
日
条
に
、
大
歳
神
・
走
淵
神
・
四
天
王
神
・
遊
幡
石
神
・
度
瀬
神
・

道
後
神
が
見
え
、
同
じ
く
貞
観
十
七
年
十
二
月
五
日
条
に
は
木
母
国
津
神
・
剣
緒
神

が
見
ら
れ
る
。
気
多
若
宮
神
は
、
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
十
月
九
日
に
は
従
五
位
上

に
昇
叙
さ
れ
、
同
じ
日
に
賀
茂
若
宮
神
に
従
五
位
下
が
授
け
ら
れ
て
い
る
（
い
ず
れ

も
『
三
代
実
録
』）。
こ
れ
ら
の
式
外
社
が
式
内
社
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ

っ
た
か
と
い
う
点
が
ま
ず
問
題
と
な
る
が
、
一
概
に
由
緒
や
神
の
知
名
度
な
ど
に
お

い
て
式
内
社
の
方
が
優
先
す
る
と
言
い
得
る
も
の
で
は
な
い
。
式
外
社
の
「
成
立
」

が
式
内
社
よ
り
遅
れ
た
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。 

 

た
だ
、
飛
騨
の
場
合
、
式
内
社
が
八
座
で
あ
る
の
に
対
し
式
外
社
は
十
神
に
の
ぼ

る
。
こ
の
点
、
美
濃
国
の
式
内
社
が
三
九
座
で
あ
る
の
に
対
し
式
外
社
が
五
社
、
近

江
国
が
式
内
社
一
五
五
座
で
あ
る
の
に
対
し
式
外
社
二
一
社
、
信
濃
国
が
式
内
社
四

八
座
に
対
し
式
外
社
一
八
社
、
越
前
国
式
内
社
一
二
六
座
に
対
し
式
外
社
五
社
、
越

中
国
式
内
社
が
三
四
座
に
対
し
八
社
、
能
登
国
四
三
座
に
対
し
一
社
、
加
賀
国
四
二

座
に
対
し
五
社
で
あ
る
の
と
比
べ
る
と
、
や
や
異
な
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。 

も
っ
と
も
、
そ
も
そ
も
式
内
社
の
国
別
の
数
が
、
例
え
ば
陸
奥
国
が
一
〇
〇
座
で

あ
る
の
に
対
し
出
羽
国
が
九
座
に
過
ぎ
ず
、
山
陽
道
安
芸
国
が
わ
ず
か
に
三
座
、
長

門
国
も
五
座
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
ご
と
に
数
の
偏
り
が
大
き
く
、
全
国
的
に
一
律

の
基
準
で
官
社
化
が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
甚
だ
疑
わ
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
式
外
社

の
数
だ
け
に
着
目
し
て
、
飛
騨
の
非
官
社
に
は
積
極
的
に
位
階
が
授
与
さ
れ
る
傾
向

に
あ
っ
た
と
言
い
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
官
社
（
式
内
社
）
以
上
の

数
の
神
に
位
階
が
授
与
さ
れ
て
い
る
点
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
式

外
社
に
は
四
天
王
神
と
い
う
、
明
ら
か
に
仏
教
の
色
彩
を
帯
び
た
神
名
が
掲
げ
ら
れ
、

ま
た
、
気
多
と
な
ら
ん
で
賀
茂
の
若
宮
も
見
ら
れ
る
点
に
注
目
し
た
い
。 

 
こ
れ
ら
式
内
式
外
の
諸
社
の
地
域
的
分
布
の
問
題
は
興
味
深
い
が
、
式
内
社
に

し
て
も
、
現
在
の
該
当
社
（
比
定
社
）
が
古
代
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
地
に
社
殿

を
有
し
た
か
ど
う
か
は
確
た
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
現
今
の
神
社
名
が
平
安

時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
『
式
内
社
調
査
報
告
』
飛
騨
国
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の
項
に
は
、
式
内
社
の
比
定
地
に
か
ね
て
か
ら
諸
説
あ
っ
た
事
例
が
記
さ
れ
、
現

在
の
比
定
に
至
っ
た
の
は
多
く
は
明
治
三
年
と
さ
れ
る
（
４
）。 

近
世
に
は
、
八
幡
社
・
神
明
社
・
稲
荷
社
・
白
山
社
・
天
王
社
な
ど
、
多
く
の

神
社
、
祠
等
が
あ
り
、
近
世
後
期
か
ら
明
治
は
じ
め
に
、
そ
れ
ら
の
「
候
補
」
か

ら
式
内
社
を
「
選
定
」
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
式
内
式
外
の
古
代
の
神

社
の
多
く
は
、
そ
の
名
称
の
も
と
に
長
く
祭
祀
を
継
承
し
て
い
た
歴
史
的
根
拠
は

乏
し
く
、
む
し
ろ
祭
祀
の
場
の
名
称
の
変
化
、
あ
る
い
は
神
社
と
す
る
施
設
の
移

転
等
が
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
新
た
な
名
称
の
も
と
に
「
神
社
」
が
設
け
ら
れ
る

例
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
（
５
）。 

 

全
国
的
な
傾
向
か
ら
す
れ
ば
式
内
社
の
名
称
の
多
く
は
、
地
名
と
共
通
す
る
と

思
わ
れ
、
そ
の
地
の
集
落
と
密
接
不
可
分
の
存
在
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
お
よ
そ

平
安
時
代
以
降
、
白
山
等
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
特
定
・
共
通
の
信
仰
意
図

な
り
祭
祀
の
拠
点
が
各
地
に
設
け
ら
れ
拡
大
す
る
傾
向
も
生
じ
た
。
も
っ
と
も
、

『
延
喜
式
』
の
神
名
に
そ
の
傾
向
は
顕
著
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
式

外
の
飛
騨
十
神
の
な
か
に
は
、
早
い
時
期
の
若
宮
が
二
例
も
含
ま
れ
、
後
述
す
る

よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
飛
騨
以
外
の
地
域
と
の
交
渉
・
交
流
が
な
さ
れ
て
い
た
証
拠

と
な
り
得
る
。
し
か
も
そ
の
影
響
が
地
域
社
会
に
新
た
な
神
祭
の
場
を
設
け
た
の

み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
神
位
授
与
の
対
象
と
な
る
ほ
ど
政
治
的
に
も
認
知
さ
れ
た
こ

と
を
示
唆
す
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
れ
ば
、
飛
騨
の
場
合
は
平
安
時
代
前
期
に
何
ら
か
の
社

会
的
な
動
き
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
式
外
社
十
神
に
も
反
映
し
た
と
推
測
で
き
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 
 

二
、
古
代
の
神
階
（
神
位
）
昇
叙 

 

 

次
に
神
階
（
以
下
、
神
位
と
す
る
）
昇
叙
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
神

に
位
階
を
授
与
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
八
世
紀
に
お
い
て
は
限
定
的
で
あ
り
、

九
世
紀
に
拡
大
し
た
事
実
に
目
が
向
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
（
６
）。
神
々
へ
の
報

謝
・
祈
願
等
は
、
通
例
、
奉
幣
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
神
位
授
与

は
、
例
え
ば
越
前
国
の
気
比
神
に
、
天
平
三
年
（
七
三
一
）
十
二
月
十
日
符
、
従

三
位
料
二
百
戸
（『
新
抄
格
勅
符
抄
』
大
同
元
年
牒
）
と
あ
る
の
が
非
常
に
早
い
例

で
、
し
か
も
神
位
の
授
与
と
し
て
は
か
な
り
の
高
位
で
あ
る
。 

 

平
安
時
代
、
そ
れ
も
九
世
紀
中
葉
か
ら
後
葉
に
、
神
位
の
授
与
の
対
象
は
大
き

く
広
が
り
、
と
く
に
嘉
祥
か
ら
貞
観
年
間
に
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
実
情
に

つ
い
て
は
、
一
定
の
全
国
的
な
基
準
の
も
と
に
神
位
が
授
与
さ
れ
た
と
は
考
え
難

い
。
官
社
の
一
覧
は
と
り
あ
え
ず
「
神
名
式
」
で
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
延

喜
式
』
撰
上
以
前
の
神
位
授
与
と
「
官
社
」
の
関
係
は
概
し
て
不
明
で
あ
る
。「
延

喜
神
祇
式
」
全
体
を
見
て
も
神
位
に
関
す
る
規
定
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
『
延
喜

式
』（
中
務
省
）
内
記
式
10
条
に
は
「
神
位
記
式
」
が
あ
り
、「
養
老
公
式
令
」

16
勅
授
位
記
式
条
を
適
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

『
新
儀
式
』（
巻
四
）「
奉
加
神
位
階
事
」
に
も
、 

 
 

神
位
階
は
諸
司
諸
国
の
申
請
に
随
い
、
上
卿
勅
を
奉
ら
ん
に
は
先
ず
本
位
を

下
し
勘
え
し
め
よ
、
加
授
を
奉
ら
ん
に
は
内
記
を
し
て
位
記
を
勘
作
せ
し

め
、
内
侍
に
附
け
て
奏
聞
せ
よ
、
請
印
し
訖
ら
ば
頒
給
せ
し
め
よ
。 

と
あ
り
、
諸
司
諸
国
の
申
請
に
よ
り
、
勅
裁
を
経
た
う
え
で
位
記
が
頒
給
さ
れ
た

と
す
る
。
実
際
に
、『
類
聚
符
宣
抄
』（
奉
授
神
位
記
）
所
載
の
延
喜
二
十
一
年
二

月
二
十
七
日
太
政
官
符
（
正
五
位
下
横
山
明
神
に
従
四
位
下
を
授
く
等
）
は
、
太

政
官
が
中
務
省
の
解
を
経
て
神
祇
官
に
符
を
下
し
て
い
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
官
社
に
列
せ
ら
れ
る
際
は
、「
延
喜
臨
時
祭
式
」
63
預
名
神
官

社
条
に
、 
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凡
そ
名
神
・
官
社
等
に
預
か
ら
ん
に
は
、
官
符
の
下
る
を
待
ち
て
更
に
国
に

下
す
符
を
修
り
て
内
印
を
請
え
。 

と
あ
っ
て
、
太
政
官
符
が
神
祇
官
に
下
さ
れ
、
さ
ら
に
神
祇
官
が
諸
国
に
下
す
符

を
つ
く
り
内
印
を
請
う
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
条
に
は
神
位
授
与
は
見
ら

れ
な
い
。
つ
ま
り
、
神
位
の
授
与
は
、
太
政
官
・
中
務
省
（
内
記
）
所
管
で
内
印

を
請
け
て
、（
神
祇
官
に
対
し
て
も
）
班
給
さ
れ
る
の
に
対
し
、
預
官
社
の
場
合
に

神
祇
官
か
ら
「
国
に
下
す
符
を
修
り
て
」
示
達
さ
れ
る
の
と
は
手
続
き
が
異
な

る
。
同
様
に
「
延
喜
太
政
官
式
」
11
条
の
内
印
外
印
を
請
う
例
に
は
、
詔
書
を
下

す
、
得
度
・
還
俗
、
官
員
の
増
減
、
駅
伝
使
の
派
遣
等
と
並
ん
で
「
官
社
に
預
か

る
神
」
が
あ
る
が
、
や
は
り
神
位
の
授
与
は
掲
出
さ
れ
な
い
。 

諸
国
に
対
し
て
神
位
が
伝
達
さ
れ
る
過
程
は
、「
中
務
式
」
40
位
記
印
条
に
、

位
案
は
内
記
が
省
（
中
務
省
）
に
送
り
「
省
は
位
帳
に
附
し
（
す
な
わ
ち
具
に
本

位
年
紀
な
ら
び
に
今
授
け
む
位
階
等
を
注
し
）、
弁
官
に
申
し
送
れ
、
官
、
大
臣
に

申
し
所
司
に
下
知
せ
よ
」
と
あ
っ
て
、
末
尾
分
注
に
「
神
位
を
授
け
ん
、
僧
尼
満

位
已
上
を
授
け
ん
も
ま
た
同
じ
く
せ
よ
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
神
位
の
授
与
が
記
さ

れ
る
（
７
）。 

 

少
し
時
代
は
下
る
が
、
天
暦
六
年
（
九
五
二
）
四
月
十
五
日
の
「
応
頒
奉
神
位

記
事
」
と
す
る
五
畿
内
諸
国
司
宛
太
政
官
符
（『
類
聚
符
宣
抄
』
奉
授
神
位
記
）
に

は
、
神
位
記
を
奉
持
し
た
使
者
が
到
着
す
る
と
、
国
司
は
潔
斎
し
て
使
者
と
と
も

に
宣
命
を
披
き
読
み
、
し
か
る
後
に
国
司
は
位
記
を
請
い
取
り
て
頒
ち
奉
る
、
と

あ
る
。 

 

以
上
か
ら
す
れ
ば
、
預
官
社
・
神
位
授
与
は
と
も
に
内
印
を
必
要
と
し
太
政
官

符
に
よ
っ
て
下
達
さ
れ
る
が
、
神
位
は
神
祇
官
に
対
し
て
と
同
様
に
、
太
政
官
か

ら
直
接
、
諸
国
に
給
さ
れ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
れ
は
、
対
象
が
神
で
あ
っ
て

も
、
五
位
以
上
の
位
を
官
人
に
授
与
す
る
際
の
規
定
が
準
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

よ
る
。
結
果
と
し
て
、
神
祇
官
は
諸
国
諸
社
に
対
す
る
官
（
組
織
）
と
し
て
の
示

達
権
を
失
う
傾
向
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
が
「
神
祇
式
」
に
お
け
る

神
位
の
消
極
的
な
扱
い
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

さ
て
こ
の
こ
と
は
別
の
一
面
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
神
位
授
与
が
国
司
に
と

っ
て
、
中
央
政
府
と
結
び
つ
く
一
つ
の
手
段
で
あ
っ
た
事
実
で
あ
る
。 

神
位
授
与
の
事
情
は
明
確
で
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
が
、
理
由
が
記
載
さ
れ

る
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
る
と
、『
続
日
本
後
紀
』
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
十
月
丙

辰
条
に
、
伊
豆
国
阿
波
神
物
忌
奈
乃
神
に
従
五
位
下
が
授
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

事
情
が
同
年
九
月
乙
未
条
に
詳
記
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
上
津
島
に
坐
す
阿

波
神
は
三
嶋
大
社
の
「
本
后
」
で
あ
り
物
忌
奈
乃
神
は
御
子
神
で
あ
っ
た
が
、「
冠

位
」
に
預
か
っ
て
い
な
い
た
め
に
怪
異
を
示
し
た
と
あ
り
、
そ
の
祟
り
は
国
郡
司

を
も
亡
ぼ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。 

同
じ
く
承
和
十
二
年
七
月
辛
酉
条
に
、
丹
波
国
出
雲
神
・
但
馬
国
出
石
神
・
美

濃
国
伊
奈
波
神
な
ど
五
神
に
従
五
位
下
が
授
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
国
司

等
解
状
に
依
る
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
何
ら
か
の
災
厄
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
国
郡
司

に
も
及
ぶ
と
意
識
さ
れ
た
た
め
に
神
位
授
与
に
至
る
の
で
あ
る
。 

ま
た
貞
観
十
年
六
月
二
十
八
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
）
に
は
、 

 
 

如
今
、
諸
国
の
神
社
其
の
数
巨
多
く
し
て
国
司
偏
に
霊
験
と
称
し
請
い
て
爵

位
を
増
さ
ん
と
す
、
二
・
三
年
間
に
或
い
は
三
位
以
上
に
叙
す
（
下
略
）。 

と
あ
っ
て
、
中
央
政
府
側
の
視
点
か
ら
で
あ
る
が
、
や
は
り
国
司
に
よ
る
神
位
の

加
増
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
８
）。 

地
方
の
官
社
の
場
合
は
、
こ
の
時
期
に
は
多
く
が
国
幣
社
で
あ
っ
て
、
国
司
が

奉
幣
を
担
当
す
る
。「
預
官
社
」
に
あ
た
っ
て
も
国
司
が
介
在
し
た
場
合
が
少
な
く

な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
官
社
と
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
統
一
的
な
基
準
が
あ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
ず
、
さ
ら
に
神
位
の
授
与
と
預
官
社
と
の
関
係
も
見
出
し
が
た
い



 

5 

 

（
９
）。
た
だ
官
社
の
場
合
は
神
祇
官
に
お
い
て
奉
幣
対
象
社
と
し
て
把
握
さ
れ
る

こ
と
が
い
わ
ば
前
提
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
神
位
の
授
与
は
国
司
と
太
政
官
と

の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
。
国
司
に
し
て
み
れ
ば
、
神
祇
官
を
介
す
る
こ
と
な

く
、
よ
り
簡
便
に
そ
の
地
の
神
社
（
直
接
に
は
神
を
ま
つ
る
そ
の
地
の
有
力
層
）

に
地
方
官
か
ら
の
恩
恵
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
、
官
社
制
か
ら
神

位
制
へ
の
移
り
変
わ
り
を
示
す
と
も
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
、
神
社
に
対
す
る
行
政
側
の
格
付
け
の
表
明
で
あ
る
。
し
か
も
官
社
の
場
合

は
預
官
社
の
次
は
名
神
等
が
あ
る
と
言
っ
て
も
そ
の
例
は
少
な
く
、
こ
れ
に
対
し

て
神
位
に
は
位
階
と
い
う
細
分
さ
れ
た
向
上
ス
テ
ッ
プ
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
授

与
す
る
側
に
と
っ
て
、
扱
い
に
適
し
た
仕
組
み
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
れ
ば
、
神
位
授
与
に
は
国
司
が
そ
の
主
た
る
推
進
者
で

あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
た
だ
し
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
国
司
そ
の
人
の
考
え

方
、
あ
る
い
は
、
国
司
を
取
り
ま
く
諸
般
の
状
勢
に
よ
り
、
神
位
の
昇
叙
に
多
様

な
結
果
を
招
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

  

こ
こ
で
改
め
て
飛
騨
の
場
合
を
考
え
て
み
れ
ば
、
あ
る
種
の
傾
向
を
見
出
せ

る
。
そ
れ
は
、
式
内
社
の
位
階
に
比
べ
て
明
ら
か
に
式
外
社
の
位
階
が
低
く
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。 

式
内
社
で
あ
る
水
無
神
・
槻
本
神
・
荏
名
神
・
大
津
神
・
荒
城
神
・
栗
原
神
・
阿

多
由
太
神
・
高
田
神
は
、
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
十
月
四
日
に
従
五
位
下
か
ら
従
五

位
上
に
昇
叙
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
式
外
の
大
歳
神
・
走
淵
神
・
四
天
王
神
・
遊

幡
石
神
・（
彦
）
渡
瀬
神
・
道
後
神
は
、
同
日
に
正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
と
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
歳
神
以
下
「
六
神
」
は
一
階
下
に
遇
さ
れ
て
お
り
、「
神

名
式
」
の
八
座
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
六
神

は
『
延
喜
式
』
に
至
っ
て
も
官
社
と
さ
れ
て
い
な
い
。
貞
観
十
五
年
八
月
四
日
に
、

気
多
若
宮
神
が
正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
と
さ
れ
、
そ
の
二
年
後
の
貞
観
十
七
年
十

二
月
五
日
に
は
、
本
母
国
都
神
・
剣
緒
神
（
式
外
社
）
に
従
五
位
下
が
授
け
ら
れ
て

い
る
が
（
た
だ
し
『
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
閏
二
月
二
十
六
日
条
に
も
重
出
）、
い

ず
れ
も
式
内
社
の
位
階
よ
り
低
い
。 

こ
の
間
、
貞
観
十
五
年
四
月
五
日
に
式
内
社
で
あ
る
水
無
神
が
正
五
位
上
か
ら

従
四
位
下
に
昇
叙
さ
れ
て
い
る
点
は
、
気
多
若
宮
神
が
同
年
八
月
に
従
五
位
下
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
と
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
気
多
若
宮
の
叙
位
よ
り
も
水

無
神
の
昇
叙
を
先
行
さ
せ
る
べ
き
と
の
配
慮
が
あ
っ
た
、
な
い
し
は
、
水
無
神
の

昇
叙
を
経
て
は
じ
め
て
気
多
若
宮
神
の
神
位
昇
叙
が
可
能
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
意
識
は
、
太
政
官
あ
る
い
は
神
祇
官
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
か
と
い
う
と
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
飛
騨
国
衙
の
意
図
と
見
な

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

そ
も
そ
も
飛
騨
の
場
合
は
、
官
社
（
式
内
社
）
は
わ
ず
か
八
座
と
少
な
い
。
そ

れ
ら
の
す
べ
て
が
当
初
、
一
律
に
叙
位
さ
れ
る
対
象
で
あ
り
（
10
）、
し
か
も
式

外
諸
神
の
位
階
は
国
史
上
に
判
明
す
る
限
り
、
一
貫
し
て
こ
の
八
神
よ
り
下
位
に

置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
式
内
社
と
関
わ
り
の
深
い
伝
統
的
勢
力
に
対
す
る
、

飛
騨
国
府
側
の
姿
勢
を
示
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

一
方
で
、
式
外
の
神
に
は
、「
気
多
」「
賀
茂
」
と
い
う
飛
騨
以
外
の
地
に
由
来

す
る
名
称
が
含
ま
れ
る
。
四
天
王
も
仏
教
に
由
来
す
る
と
す
れ
ば
そ
こ
に
従
来
の

在
地
神
と
は
異
な
る
神
格
が
登
場
し
た
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
式

内
諸
神
に
対
し
て
、
式
外
の
神
に
は
、
当
時
の
新
興
勢
力
の
存
在
を
反
映
し
て
い

る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 
三
、「
気
多
若
宮
」
と
氏
族 
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以
上
を
踏
ま
え
て
「
気
多
若
宮
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。 

こ
の
場
合
の
「
気
多
」
は
、「
神
名
式
」
下
、
能
登
国
羽
咋
郡
所
在
の
気
多
神
社

（
名
神
・
大
）
を
念
頭
に
置
い
て
理
解
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
気

多
神
社
は
『
萬
葉
集
』
巻
十
七
（
四
〇
二
五
番
歌
）、
大
伴
家
持
の
歌
の
題
詞
に

「
赴
参
気
太
神
宮
、
行
海
辺
之
時
作
歌
一
首
」
と
あ
り
、
天
平
二
十
年
（
七
四

八
）
に
越
中
守
で
あ
っ
た
家
持
が
諸
郡
巡
行
の
際
に
参
詣
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
（
11
）。 

し
た
が
っ
て
そ
の
頃
に
は
既
に
地
域
の
有
力
な
神
格
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
推

定
さ
れ
る
。
早
く
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
十
月
に
「
能
登
国

気
多
神
に
廿
戸
・
田
二
町
」
を
充
つ
、
と
あ
り
、『
新
抄
格
勅
符
抄
』（
神
封
部
・

大
同
元
年
牒
）
に
「
気
多
神 

卅
戸 

能
登
国
」
と
見
え
る
。
神
位
は
『
続
日
本

紀
』
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
三
月
丁
亥
条
に
「
従
三
位
気
太
神
を
正
三
位
に
叙

す
」
と
あ
っ
て
、
か
な
り
早
い
時
期
に
三
位
を
授
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す

る
。
そ
の
後
、
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
六
月
に
従
二
位
（『
続
日
本
後
紀
』）、
仁
寿

三
年
（
八
五
三
）
八
月
に
は
「
正
二
位
勲
一
等
気
多
大
神
に
封
戸
十
烟
・
位
田
二

町
を
加
う
」
と
あ
り
、
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
正
月
に
従
一
位
（『
三
代
実
録
』）

と
昇
叙
す
る
。
ち
な
み
に
北
陸
地
方
は
神
位
の
授
与
が
早
く
か
ら
な
さ
れ
る
傾
向

に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
（
12
）、
そ
の
第
一
に
登
場
す
る
の
が
気
比
神

社
で
あ
っ
て
、
そ
の
次
に
気
多
で
あ
る
。
気
比
神
社
に
つ
い
て
は
『
新
抄
格
勅
符

抄
』（
大
同
元
年
牒
）
に
、
天
平
三
年
に
従
三
位
と
見
え
、
承
和
二
年
（
八
三
五
）

二
月
に
正
三
位
、
承
和
六
年
（
八
三
九
）
十
二
月
に
正
三
位
よ
り
従
二
位
へ
、
さ

ら
に
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
十
月
に
正
二
位
（『
文
徳
実
録
』）、
貞
観
元
年
（
八
五

九
）
正
月
に
従
一
位
（『
三
代
実
録
』）
と
な
る
（
13
）。 

 

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
八
世
紀
に
は
気
比
神
社
の
方
が
先
に
三
位
に
叙
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
後
も
気
比
の
神
位
が
先
に
昇
叙
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
に

対
し
、
貞
観
元
年
正
月
に
は
気
比
・
気
多
の
両
社
が
と
も
に
従
一
位
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。 

気
多
神
社
が
所
在
す
る
能
登
国
は
、
養
老
二
年
（
七
一
八
）
に
越
前
国
か
ら
四

郡
を
割
い
て
立
国
さ
れ
た
が
、
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）
に
越
中
国
に
併
合
さ

れ
、
の
ち
、
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
に
再
び
立
国
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
を
有

す
る
（
14
）。
越
中
国
守
大
伴
家
持
が
気
多
神
社
に
参
じ
た
の
は
、
当
時
羽
咋
郡

が
越
中
国
に
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
羽
咋
郡
気
多
神
社

の
存
在
が
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
射
水
郡
（
越
中
国
府
所
在
地
）
に
近
し
い

も
の
と
な
る
一
面
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
示
す
の
が
越
中
国
射
水
郡
の

気
多
神
社
で
あ
る
。 

 

越
中
国
の
気
多
神
社
は
、「
神
名
式
」
下
に
掲
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
古
写

本
た
る
花
山
院
本
（
武
田
本
・
中
院
家
本
）
に
「
延
」
の
標
注
が
見
ら
れ

（
15
）、「
名
神
・
大
」
の
注
記
も
見
ら
れ
る
（
16
）。
お
そ
ら
く
越
中
国
の
政
治

的
な
要
衝
で
あ
っ
た
伏
木
地
域
に
「
気
多
社
」
が
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
り
、
そ

れ
は
北
陸
の
大
社
た
る
羽
咋
郡
の
気
多
社
と
の
交
流
の
上
に
成
り
立
っ
た
と
見
ら

れ
る
。
し
か
も
、「
神
名
式
」
書
き
入
れ
の
標
注
が
信
じ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
『
貞
観

式
』
編
纂
以
降
に
官
社
と
な
り
、
そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
名
神
祭
に
預
る
と
い
う
、

九
世
紀
後
半
に
い
た
っ
て
一
躍
存
在
感
が
向
上
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
社
会
的
動
き
の
延
長
線
上
に
飛
騨
の
気
多
若
宮
の
登
場
も
理
解
で
き
る
。 

  
次
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
気
多
と
結
び
つ
く
羽
咋
君
氏
、
三
尾
君
氏
で
あ
る
。 

『
古
事
記
』
垂
仁
天
皇
段
に
、
天
皇
と
山
代
大
国
之
渕
の
娘
、
弟
苅
羽
田
刀
弁

と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
と
し
て
石
衝
別
王
の
名
が
見
ら
れ
、
こ
の
王
は
羽
咋
君
・

三
尾
君
の
祖
で
あ
る
と
す
る
。
羽
咋
氏
は
『
新
撰
姓
氏
録
』（
右
京
皇
別
）
に
羽
咋

公
が
見
え
、
垂
仁
天
皇
皇
子
の
磐
衝
別
命
の
後
と
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
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紀
三
十
四
年
三
月
条
に
は
、
山
背
大
国
不
遅
の
女
（
む
す
め
）
を
召
し
て
後
宮
に

入
れ
磐
衝
別
命
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
三
尾
君
の
始
祖
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ

ち
、
磐
衝
別
命
を
祖
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
羽
咋
君
は
「
国
造
本
紀
」
に
見
ら
れ

る
羽
咋
国
造
（
史
料
B
）
の
系
譜
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
「
国
造
本

紀
」
に
は
、
加
我
国
造
も
、
羽
咋
国
造
と
同
じ
く
雄
略
天
皇
の
時
に
、
三
尾
君
の

祖
で
あ
る
石
衝
別
命
の
四
世
の
孫
、
大
兄
彦
君
を
国
造
と
定
め
た
と
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
羽
咋
君
と
三
尾
君
は
同
祖
と
さ
れ
、
垂
仁
天
皇
以
来
の
系
譜
に
位

置
す
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
三
尾
君
氏
が
継
体
天
皇
と
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と

で
あ
る
。
継
体
の
系
譜
は
「
上
宮
記
一
云
」（『
釈
日
本
紀
』）
に
よ
る
と
、
天
皇
の

母
で
あ
る
布
利
比
弥
命
（
振
媛
）
が
偉
波
都
久
和
希(

磐
衝
別
命)

の
六
世
の
孫
に

当
る
（
17
）。『
古
事
記
』
継
体
天
皇
段
に
示
さ
れ
る
婚
姻
記
事
に
は
、
尾
張
連
の

祖
で
あ
る
凡
連
の
妹
、
目
子
郎
女
な
ど
と
並
ん
で
、
三
尾
君
の
祖
で
あ
る
若
比

売
、
同
じ
く
三
尾
君
加
多
夫
の
妹
、
倭
比
売
が
天
皇
の
妃
で
あ
る
と
す
る
。
同
じ

く
『
日
本
書
紀
』
継
体
天
皇
紀
（
即
位
前
紀
）
で
は
、「
近
江
国
高
島
郡
三
尾
之
別

業
」
に
い
た
彦
主
人
王
（
応
神
の
四
世
の
孫
）
が
、
使
い
を
遣
わ
し
て
活
目
天
皇

（
垂
仁
）
の
七
世
の
孫
で
あ
る
振
媛
を
「
三
国
の
坂
中
井
」
に
迎
え
て
妃
と
し
た

と
あ
る
。『
古
事
記
』
で
は
継
体
天
皇
は
近
江
に
い
た
と
す
る
が
、『
日
本
書
紀
』

で
は
、
継
体
の
父
は
近
江
高
島
郡
に
い
た
も
の
の
、
父
す
な
わ
ち
彦
主
人
王
が
早

く
亡
く
な
っ
た
た
め
、
妃
の
振
媛
は
自
ら
の
郷
里
で
あ
る
越
前
国
坂
井
郡
（
越
前

国
「
高
向
」）
に
戻
り
、
そ
こ
で
天
皇
を
育
て
た
と
す
る
。
そ
し
て
『
古
事
記
』
と

同
様
に
、
三
尾
角
折
君
の
妹
、
稚
子
媛
、
三
尾
君
堅
楲
の
女
、
倭
姫
を
妃
と
し
た

と
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
婚
姻
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
継
体
天
皇
は
三
尾
氏
と
深
い
関
係
に
あ

っ
た
と
み
ら
れ
、
三
尾
氏
自
体
、
越
前
国
坂
井
郡
か
ら
北
近
江
に
か
け
て
勢
力
を

有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
（
18
）。
そ
の
三
尾
を
名
乗
る
氏
族
が
飛
騨
に
居
住
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
の
が
史
料
C
で
あ
る
。「
記
紀
」
に
見
ら
れ
る
君
姓
で
は
な

く
臣
姓
で
あ
り
、
祖
と
す
る
の
も
イ
ハ
ツ
ク
ワ
ケ
で
な
く
、
稚
武
彦
（
孝
霊
天
皇

皇
子
）
で
あ
っ
て
系
統
を
異
に
す
る
。
と
は
い
え
、
位
階
を
有
し
て
い
る
者
が
地

方
か
ら
京
中
に
移
貫
す
る
と
い
う
以
上
、
そ
の
人
物
（
永
主
）
は
既
に
京
師
に
お

い
て
何
ら
か
の
役
割
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
飛
騨
出
身

で
あ
り
な
が
ら
、
中
央
政
府
に
お
い
て
必
要
な
官
人
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ

て
、
少
な
く
と
も
永
主
に
関
し
て
は
そ
の
よ
う
な
関
わ
り
を
有
す
る
に
至
っ
た
経

緯
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

北
近
江
か
ら
越
前
に
か
け
て
勢
力
を
有
し
て
い
た
三
尾
氏
の
一
支
族
が
飛
騨
に

居
住
し
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
（
19
）。
ま
た
、
三
尾
氏
と
同
祖
と
さ
れ
る
羽

咋
君
の
本
拠
に
は
気
多
神
社
が
鎮
座
し
て
い
た
。
す
る
と
、
養
老
二
年
ま
で
は
越

前
国
に
含
ま
れ
て
い
た
羽
咋
の
地
に
も
、
国
造
本
紀
に
示
さ
れ
る
三
尾
氏
の
影
響

が
及
ん
で
い
た
可
能
性
は
高
く
、
三
尾
氏
と
羽
咋
の
気
多
神
社
と
の
結
び
つ
き
も

想
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

 

次
に
「
若
宮
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
神
社
の
名
称
に
「
若
宮
」
が
付
さ
れ
る

例
は
、
八
幡
を
は
じ
め
、
賀
茂
、
春
日
等
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
そ
の
意
味
は
、
親
神
に
対
す
る
子
神
、
苗
裔
神
な
ど
と
い
っ
た
解
釈
が
な
さ

れ
る
（
20
）。「
神
名
式
」
に
は
、
加
賀
国
江
沼
郡
に
気
多
御
子
神
社
が
見
え
、
陸

奥
国
牡
鹿
郡
に
鹿
島
御
児
神
社
、
行
方
郡
に
鹿
島
御
子
神
社
が
あ
る
こ
と
か
ら
想

定
で
き
る
よ
う
に
、
あ
る
神
を
奉
斎
す
る
人
々
、
あ
る
い
は
本
社
の
所
在
地
の
人

が
移
住
す
る
等
、
そ
の
地
と
の
交
流
が
深
け
れ
ば
、
本
社
の
「
御
子
」
神
が
祀
ら

れ
た
。
越
前
国
の
気
比
の
場
合
も
、
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
九
月
に
「
気
比
大
神

之
御
子
」
で
あ
る
「
無
位
天
利
剣
神
・
天
比
女
若
御
子
神
・
天
伊
佐
奈
彦
神
」
に

従
五
位
下
が
授
け
ら
れ
て
い
る
（『
続
日
本
後
紀
』）。
ま
た
、「
大
社
の
封
戸
を
も
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っ
て
小
社
を
修
理
す
べ
き
こ
と
」
と
す
る
貞
観
十
年
六
月
二
十
八
日
官
符
（『
類
聚

三
代
格
』、
こ
れ
は
撰
格
所
起
請
に
よ
る
）
所
引
、
弘
仁
年
間
の
大
和
国
解
に
は

「
封
無
き
苗
裔
の
神
を
以
て
封
有
る
始
祖
の
社
に
分
か
ち
付
け
よ
」
と
あ
っ
て
、

祖
神
（
大
社
）
と
苗
裔
神
（
小
社
）
を
経
済
的
な
関
係
と
し
て
も
位
置
付
け
る
政

策
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

こ
の
よ
う
な
祖
（
神
）
と
子
孫
（
神
）
と
の
関
係
は
、
氏
族
と
い
う
あ
り
方
と

も
連
関
し
、
血
縁
的
な
意
識
が
向
上
す
る
と
と
も
に
、
奉
斎
す
る
神
意
識
に
反
映

す
る
。
そ
れ
が
有
力
社
（
大
社
）
で
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
だ
け
氏
族
と
し
て
の
結

び
つ
き
も
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

「
気
多
」
の
場
合
、
そ
の
御
子
神
社
が
加
賀
国
に
見
ら
れ
、
か
つ
そ
れ
が
「
神

名
式
」
所
載
で
あ
る
一
方
で
、
飛
騨
の
「
若
宮
」
が
式
外
で
あ
る
こ
と
に
目
が
向

け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
能
登
国
の
気
多
神
社
を
前
提
に
越
中
の
気
多
神

社
が
奉
斎
さ
れ
、
そ
の
御
子
神
、
新
宮
と
し
て
飛
騨
に
「
若
宮
」
が
誕
生
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
飛
騨
国
の
賀
茂
若
宮
神
の
場
合
も
お
そ
ら
く
同
様
で
あ
っ
て
、
京
の

賀
茂
神
社
を
本
宮
と
し
て
飛
騨
に
若
宮
が
奉
斎
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
北
陸
方

面
と
飛
騨
と
の
交
流
、
人
の
移
住
、
そ
し
て
京
と
の
交
渉
の
進
展
に
よ
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
神
社
が
誕
生
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

四
、
都
・
北
陸
・
飛
騨 

  

こ
こ
で
改
め
て
九
世
紀
の
飛
騨
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。 

従
来
の
研
究
で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
飛
騨
匠
丁
（
飛
騨
工
）
の

逃
亡
に
つ
い
て
で
あ
る
（
21
）。
中
央
政
府
は
逃
亡
し
た
飛
騨
匠
丁
の
捜
索
を
重

ね
て
命
じ
て
い
る
。
一
例
と
し
て
承
和
元
年
（
八
三
四
）
四
月
二
十
五
日
太
政
官

符
（『
類
聚
三
代
格
』）
を
参
照
す
る
と
、
こ
の
官
符
は
「
飛
騨
工
を
捜
し
勘
え
言

上
す
べ
き
こ
と
」
と
し
て
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
五
月
二
十
一
日
官
符
を
引
用
す

る
。 そ

の
な
か
の
飛
騨
国
解
に
、
当
時
の
状
況
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。 

都
で
の
労
役
を
終
え
、
帰
国
す
る
は
ず
の
匠
丁
が
、
帰
国
後
の
課
役
を
忌
避
し

て
他
郷
に
赴
き
雇
役
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
国
内
で
の
労
役
に
た
え
る
も
の
が
減
少

し
、
人
々
の
生
活
が
窮
迫
す
る…

。
す
な
わ
ち
、
飛
騨
工
の
「
逃
亡
」
と
は
、
帰

国
す
べ
き
者
が
戻
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
匠
丁
の
円
滑
な
交
替
・
上
京
に
支
障

を
き
た
し
、
飛
騨
国
内
に
お
い
て
も
有
力
な
働
き
手
を
失
う
と
い
う
事
態
を
指
し

て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
太
政
官
は
逃
亡
し
た
飛
騨
工
の
捜
索
を
命
ず
る
と
と
も

に
、
匠
丁
を
隠
匿
し
た
者
を
厳
し
く
処
罰
す
る
む
ね
を
指
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
承
和
元
年
の
官
符
の
末
尾
に
は
、「
下
知
の
後
、
曽
て
言
上
無
し
、
職
国

の
司
、
符
旨
を
慎
ま
ず
遂
に
此
の
怠
を
致
す
」
と
あ
り
、
改
め
て
飛
騨
工
の
捜

索
・
言
上
を
厳
命
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
官
符
は
興
味
深
い
点
が
少
な
く
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
飛
騨
国
府
の
切
実

な
要
望
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逃
亡
し
た
飛
騨
工
が
長
き
に
わ
た
っ
て
確
保
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
中
央
政
府
の
指
示
よ
り
も
、
飛
騨
工
自
身
、
お
よ

び
彼
ら
を
「
容
隠
」
し
た
者
た
ち
の
行
動
が
、
世
間
で
は
通
用
し
た
と
言
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
違
勅
罪
に
問
う
と
し
た
政
府
の
命
令
は
実
効
性
を
欠
き
、
実
利
を

見
込
ん
だ
者
が
横
行
し
た
の
で
あ
る
。 

た
だ
し
、
そ
の
後
の
飛
騨
工
に
関
す
る
史
料
を
見
て
い
く
と
、
貞
観
六
年
（
八

六
四
）
九
月
十
四
日
太
政
官
符
に
は
「
役
畢
え
て
国
に
帰
る
匠
丁
の
傜
を
免
ず
べ

き
こ
と
」
と
し
て
、
飛
騨
工
が
都
で
の
労
役
を
終
え
て
国
に
戻
る
年
の
雑
徭
を
免

除
す
る
と
あ
り
（『
政
事
要
略
』
交
替
雑
事
）、
同
八
年
二
月
二
十
九
日
に
は
、
貢

上
す
べ
き
匠
丁
の
定
数
を
三
か
年
間
四
十
人
減
じ
て
六
十
人
と
す
る
と
の
処
置
が

な
さ
れ
て
い
る
（『
三
代
実
録
』）。
こ
の
処
置
は
そ
の
後
貞
観
十
七
年
ま
で
延
長
さ
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れ
て
い
た
ら
し
く
、
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
七
月
十
五
日
に
い
た
り
、「
朝
堂
院
・

神
泉
苑
を
作
る
の
間
」、
貞
観
十
八
年
よ
り
年
百
人
に
増
員
さ
れ
て
い
た
の
を

「
今
、
作
事
既
に
畢
る
」
ゆ
え
に
匠
丁
四
十
人
を
減
ず
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

頃
に
は
、
か
か
る
現
実
的
な
負
担
軽
減
策
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

そ
し
て
、
元
慶
元
年
四
月
九
日
の
大
極
殿
造
作
の
開
始
に
当
っ
て
は
飛
騨
工
六

十
人
が
賜
饗
の
対
象
に
含
ま
れ
て
お
り
、
同
三
年
十
月
八
日
完
成
の
賜
饗
の
際
に

は
、
飛
騨
工
二
十
人
ほ
ど
が
「
感
悦
に
た
え
ず
座
を
起
ち
て
手
を
拍
ち
歌
舞
す
」

と
あ
る
（
と
も
に
『
三
代
実
録
』）。 

 

貞
観
年
間
に
は
、
大
極
殿
等
の
焼
失
（
貞
観
十
八
年
四
月
）
に
と
ど
ま
ら
ず
、

富
士
山
の
噴
火
（
貞
観
六
年
五
月
）、
応
天
門
の
焼
亡
（
貞
観
八
年
閏
三
月
）、
陸

奥
国
大
地
震
・
津
波
（
貞
観
十
一
年
五
月
）、「
咳
逆
」
病
の
流
行
（
貞
観
四
年
末

か
ら
翌
年
正
月
、
お
よ
び
同
十
四
年
正
月
）、
貞
観
十
一
年
七
月
の
肥
後
国
大
風
雨

な
ど
と
い
っ
た
災
害
が
目
に
つ
き
（
22
）、
そ
の
な
か
で
注
意
す
べ
き
は
北
陸
地

方
に
も
大
規
模
な
地
震
が
起
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

『
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
（
八
六
三
）
六
月
十
七
日
条
に
「
越
中
・
越
後
等
国

の
地
、
大
い
に
震
う
、
陵
谷
処
を
易
え
水
泉
涌
出
す
、
民
の
廬
舎
を
壊
し
圧
死
す

る
者
衆
し
、
此
れ
よ
り
以
後
、
毎
日
常
に
震
う
」
と
あ
り
、
越
中
・
越
後
に
大
地

震
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
飛
騨
に
も
相
当
な
被
害
が
及
ん
だ
で
あ
ろ

う
。 

 

ま
た
、
外
患
と
い
う
点
で
も
、
新
羅
と
の
緊
張
関
係
が
続
き
、
貞
観
八
年
（
八

六
六
）
十
一
月
十
七
日
に
は
、
新
羅
の
賊
兵
が
常
に
間
隙
を
窺
う
と
し
て
、
能

登
・
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
な
ど
の
国
府
に
対
し
、「
邑
境
諸
神
」
に
班
幣
す
る
こ
と

を
命
じ
て
お
り
、
同
十
一
年
五
月
に
は
、
新
羅
の
海
賊
が
博
多
津
に
来
寇
し
、
豊

前
国
の
年
貢
絹
綿
を
略
奪
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
て
い
る
（
い
ず
れ
も
『
三
代

実
録
』）。
こ
の
時
期
、
九
州
か
ら
北
陸
に
至
る
日
本
海
側
が
緊
張
し
つ
つ
あ
っ
た

こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
（
23
）。 

 

す
る
と
、
貞
観
六
年
九
月
の
、
帰
国
す
る
飛
騨
工
へ
の
免
傜
、
翌
々
年
二
月
の

飛
騨
工
定
員
の
四
割
減
は
、
貞
観
五
年
六
月
の
北
陸
地
震
の
災
害
を
受
け
て
の
処

置
と
い
う
一
面
を
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
直
前
に

「
飛
騨
国
荒
城
郡
人
太
政
大
臣
家
扶
日
奉
部
若
善
」
が
左
京
職
に
貫
附
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
（『
三
代
実
録
』
貞
観
四
年
七
月
二
十
八
日
条
）。
こ
の

人
物
は
太
政
大
臣
藤
原
良
房
に
近
侍
し
て
い
た
ら
し
く
（
24
）、
同
六
年
二
月
二

十
五
日
に
天
皇
が
良
房
の
染
殿
第
を
訪
れ
観
桜
の
遊
宴
を
行
っ
た
際
に
は
、
正
六

位
上
の
若
善
に
対
し
て
外
従
五
位
下
が
授
け
ら
れ
て
い
る
（『
三
代
実
録
』
同
日

条
）。
と
す
れ
ば
、
史
料
C
に
お
い
て
飛
騨
国
の
三
尾
臣
永
主
が
京
に
移
貫
さ
れ

た
の
と
同
じ
く
、
日
奉
部
若
善
の
場
合
も
、
政
権
中
枢
と
飛
騨
と
の
接
点
に
な
っ

た
可
能
性
が
高
い
。
貞
観
六
年
九
月
及
び
同
八
年
二
月
の
飛
騨
国
へ
の
負
担
軽
減

策
は
、
こ
の
人
物
が
影
響
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。 

貞
観
十
八
年
四
月
の
大
極
殿
焼
失
に
あ
た
り
、
飛
騨
工
が
再
建
に
関
わ
っ
た
事

実
は
既
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
前
年
の
貞
観
十
七
年
正
月
に
は
冷
然

院
で
出
火
し
、
舎
五
十
四
宇
を
焼
失
し
て
お
り
、
匠
丁
の
必
要
度
は
こ
の
時
期
に

急
速
に
高
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

以
上
の
推
移
か
ら
す
れ
ば
、
貞
観
九
年
十
月
四
日
に
式
内
社
八
座
・
式
外
六
神

に
揃
っ
て
神
位
が
授
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
元
慶
五
年
十
月
の

水
無
神
・
気
多
若
宮
神
・
賀
茂
若
宮
神
へ
の
神
位
昇
叙
に
い
た
る
過
程
は
、
一
連

の
流
れ
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

飛
騨
匠
丁
が
都
に
赴
き
さ
ま
ざ
ま
な
造
作
に
従
事
し
た
こ
と
、
お
そ
ら
く
は
そ

れ
と
関
わ
り
を
有
し
つ
つ
、
飛
騨
出
身
者
が
都
に
移
貫
す
る
と
い
っ
た
事
態
と
と

も
に
、
飛
騨
国
の
神
位
昇
叙
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
ち
な
み
に
、
気
多
若
宮
を

含
む
元
慶
五
年
十
月
の
神
位
昇
叙
の
前
々
年
、
元
慶
三
年
十
月
に
は
大
極
殿
が
竣
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工
し
て
い
る
（
25
）。
そ
し
て
、
式
内
社
へ
の
叙
位
が
式
外
神
よ
り
も
必
ず
上
階

で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
飛
騨
国
内
に
お
け
る
伝
統
的
な
勢
力
と
結
び
つ
く
諸

神
を
優
遇
す
る
配
慮
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
式
外
諸
神
は
、
い

わ
ば
伝
統
的
な
勢
力
に
対
す
る
新
興
勢
力
、
す
な
わ
ち
他
の
地
域
や
都
と
の
関
わ

り
を
強
く
も
っ
た
集
団
、
あ
る
い
は
地
域
在
来
の
集
団
と
や
や
距
離
を
置
い
て
成

長
し
て
い
っ
た
者
た
ち
と
結
び
つ
く
「
神
」
が
対
象
に
含
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。 こ

の
よ
う
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
九
世
紀
の
飛
騨
に
関
す
る
史
料
は
、
き
わ
め

て
断
片
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
関
連
性
を
も
っ
て
理
解
で
き
る
。 

 

気
多
若
宮
神
に
つ
い
て
は
、
北
陸
方
面
と
の
関
連
を
前
提
と
す
る
の
は
も
ち
ろ

ん
で
あ
る
が
、
能
登
の
気
多
社
と
関
わ
り
を
有
す
る
集
団
が
越
中
国
射
水
郡
に
居

住
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
中
央
政
府
に
よ
る
北
陸
有
力
神
社
へ
の
厚
遇
と
い

う
状
況
下
、
三
尾
氏
の
一
支
族
が
飛
騨
に
ま
で
移
住
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
こ
の

よ
う
な
事
情
が
重
な
っ
て
飛
騨
国
に
気
多
若
宮
神
が
祀
ら
れ
、
貞
観
十
五
年
の
神

位
昇
叙
に
至
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
越
中
国
気
多
神
社
が
『
延
喜
式
』
に
お
い
て

は
じ
め
て
「
神
名
式
」
に
記
載
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
飛
騨

の
気
多
若
宮
神
は
さ
ら
に
そ
れ
に
遅
れ
、
式
外
社
と
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
自
然
な

成
り
行
き
で
あ
る
。 

 

む
す
び 

  

高
山
市
上
切
町
の
野
内
遺
跡
は
、
縄
文
時
代
中
期
か
ら
近
世
に
い
た
る
遺
跡
で

あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
平
安
時
代
前
半
、
と
く
に
九
世
紀
の
遺
構
が
顕
著
に

存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
（
26
）。
約
六
六
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
調
査
面
積

の
な
か
に
、
竪
穴
住
居
や
鍛
冶
関
係
の
遺
構
等
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
多
く

が
古
代
３
～
５
期
（
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
前
半
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
に
尾
張

や
美
濃
な
ど
他
地
域
か
ら
の
搬
入
土
器
も
増
加
し
て
い
る
。
墨
書
土
器
八
六
点
が

出
土
し
て
い
る
こ
と
、
硯
類
・
腰
帯
具
・
緑
釉
陶
器
な
ど
も
見
つ
か
っ
て
い
る
事

実
に
も
注
目
さ
れ
る
が
、
そ
の
多
く
は
や
は
り
八
世
紀
後
葉
か
ら
九
世
紀
の
も
の

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
鍛
冶
関
係
の
遺
構
が
（
九
世
紀
中
頃
か
ら
十
世

紀
に
か
け
て
）
見
い
だ
さ
れ
、
鉄
器
生
産
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
判
明
し
て
い

る
。 

 

こ
の
よ
う
な
所
見
か
ら
、
野
内
遺
跡
に
お
け
る
九
世
紀
の
集
落
形
成
は
「
官
衙

（
公
的
施
設
）
な
ど
の
支
配
下
に
お
い
て
」
広
域
に
展
開
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て

い
る
（
27
）。 

  

飛
騨
は
森
林
の
占
め
る
面
積
が
大
き
く
、
気
候
の
上
で
も
稲
作
に
適
し
て
い
る

と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
小
河
川
の
流
域
沿
い
に
は
田
畑
の
耕
作
も

積
極
的
に
な
さ
れ
て
お
り
、
七
世
紀
後
半
に
創
建
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
寺
院
跡
も

あ
る
（
28
）。
一
年
任
期
で
都
へ
と
向
か
っ
た
飛
騨
匠
丁
た
ち
は
、
官
人
た
ち
と

は
ま
た
異
な
る
視
点
で
都
宮
の
光
景
に
接
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
多
様

に
、
都
の
文
物
・
諸
事
業
が
飛
騨
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
尾
張
・
美
濃
か
ら
飛
騨
川
に
沿
っ
て
北
上
す
る
東
山
道
飛
騨
支
路
だ

け
で
な
く
、
越
中
・
信
濃
と
の
交
渉
・
交
流
も
、
積
雪
期
の
困
難
は
あ
っ
た
に
せ

よ
、
相
当
な
頻
度
で
な
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
九
世
紀
に
は
、
白
山
信
仰

も
次
第
に
拡
大
し
、
北
陸
国
境
の
山
が
登
拝
の
対
象
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た

（
29
）。
人
の
動
き
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
求
め
ら
れ
よ
う
が
、
八
世
紀
末
か

ら
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
遷
都
に
と
も
な
う
事
業
、
蝦
夷
と
の
長
き
に
わ
た
る

戦
い
な
ど
は
人
と
物
の
移
動
を
活
発
化
さ
せ
る
契
機
と
な
り
、
九
世
紀
に
お
け
る

神
仏
の
習
合
や
飛
騨
出
身
の
若
者
（
匠
丁
）
の
「
拡
散
」
も
、
飛
騨
国
内
の
社
会
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的
な
変
容
を
押
し
進
め
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
既
に
取
り
上
げ
た

弘
仁
年
間
の
飛
騨
国
解
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
地
方
の
衰
微
と
い
う
側
面
で
の
み

理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
野
内
遺
跡
に
示
唆
さ
れ
る
、
新
た
な
集
落
の

拡
大
と
い
う
別
の
一
面
を
も
有
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
気
運
の

な
か
で
、
能
登
国
由
来
の
気
多
の
「
若
宮
」
が
飛
騨
に
お
い
て
存
在
感
を
高
め
た

の
で
あ
ろ
う
。
八
世
紀
後
葉
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
の
地
方
社
会
は
、
中
央
政
府

の
意
図
と
は
別
に
、
近
隣
地
域
に
と
ど
ま
ら
な
い
交
流
圏
を
構
築
、
拡
大
し
つ
つ

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

隣
国
の
美
濃
で
は
、
そ
の
点
で
、
従
来
の
統
治
の
あ
り
方
か
ら
逸
脱
す
る
様
相

を
呈
し
て
お
り
（
広
野
川
事
件
）、
そ
こ
に
む
し
ろ
地
域
勢
力
の
新
た
な
活
力
が
示

唆
さ
れ
て
い
る
（
30
）。 

 

気
多
若
宮
神
の
史
上
へ
の
登
場
は
、
右
の
よ
う
な
九
世
紀
飛
騨
に
お
け
る
社
会

状
況
を
背
景
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 [

注] 

（
１
）
梅
田
義
彦
「
国
史
見
在
社
考
」『
神
道
の
思
想
』
二
（
雄
山
閣
、
一
九
七
四

年
）
所
収
、
初
出
一
九
六
四
年
。
近
藤
喜
博
『
稿
本
国
史
現
在
社
神
名
帳
』
一

九
七
五
年
、
孔
版
、
参
照
。 

（
２
）
薗
田
稔
・
橋
本
政
宣
編
『
神
道
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四

年
）、
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
神
道
事
典
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
四

年
）、
と
も
に
該
当
項
目
参
照
。 

（
３
）「
官
社
」
に
つ
い
て
は
梅
田
義
彦
「
官
社
考
」『
神
道
の
思
思
想
』
二
（
前

掲
）
所
収
、
初
出
一
九
五
八
年
。
小
倉
慈
司
『
古
代
律
令
国
家
と
神
祇
行
政
』

（
同
成
社
、
二
〇
二
一
年
）、
早
川
万
年
「
官
社
の
展
開
」
岡
田
莊
司
編
『
古
代

の
信
仰
・
祭
祀
』（
竹
林
舎
、
二
〇
一
八
年
）
所
収
、
等
参
照
。 

（
４
）『
式
内
社
調
査
報
告
』
北
陸
道
二
（
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
一
九
八
五
年
）

二
一
六
頁
。
気
多
若
宮
・
古
川
祭
に
関
し
て
は
、
薗
田
稔
「
原
空
間
の
民
俗
」

『
祭
り
の
現
象
学
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
〇
年
）
所
収
、
初
出
一
九
八
四
年
、
に

比
較
的
詳
し
い
言
及
が
あ
る
。
な
お
、
谷
川
健
一
編
『
日
本
の
神
々 

神
社
と
聖

地
』
美
濃
飛
騨
信
濃
（
白
水
社
、
一
九
八
七
年
）「
気
多
若
宮
神
社
」
の
項
目

（
長
倉
三
朗
氏
執
筆
）、
大
野
政
雄
『
古
川
祭
』（
気
多
若
宮
神
社
、
二
〇
〇
六

年
）、
参
照
。 

（
５
）
岡
村
利
平
『
飛
騨
編
年
史
要
』（
住
伊
書
店
、
一
九
二
一
年
）
清
和
天
皇
貞

観
九
年
十
月
五
日
条
に
、
式
内
八
神
式
外
六
神
を
挙
げ
て
「
後
世
湮
滅
し
て
元

禄
七
年
検
地
帳
調
製
の
時
、
昔
の
ま
ま
の
社
号
を
存
せ
し
は
槻
本
（
月
元
）
と

書
す
一
社
に
し
て
、
延
享
二
年
飛
州
志
編
纂
の
時
水
無
・
荒
城
・
大
歳
三
社
加

へ
ら
れ
し
に
過
ぎ
ず
」（
四
六
頁
）
と
あ
り
、
元
禄
年
間
に
は
こ
れ
ら
ほ
と
ん
ど

の
古
社
の
所
在
が
不
明
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

な
お
古
代
の
神
社
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
原
田
敏
明
『
神
社
』（
至
文
堂
、
一

九
六
六
年
）
三
九
頁
以
降
、
池
辺
彌
『
古
代
神
社
史
論
攷
』（
吉
川
弘
文
館
、
一

九
八
九
年
）、
小
倉
慈
司
『
古
代
律
令
国
家
と
神
祇
行
政
』（
前
掲
）、
岡
田
莊

司
・
小
林
宣
彦
編
『
日
本
神
道
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
増
補
新
版
）

等
、
参
照
。 

（
６
）
古
代
の
神
階
に
関
す
る
研
究
は
、
岡
田
莊
司
編
『
古
代
諸
国
神
社
神
階
制

の
研
究
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
に
お
い
て
、
岡
田
氏
は
じ
め
小
林
宣

彦
・
菊
田
龍
太
郎
・
加
瀬
直
弥
各
氏
に
よ
る
総
論
と
と
も
に
、
国
別
の
分
析
が

収
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
三
宅
和
朗
『
古
代
国
家
の
神
祇
と
祭
祀
』（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
九
五
年
）
一
四
三
頁
以
降
、
川
原
秀
夫
「
神
階
社
考
」『
古
代
文

化
』
四
九―

二
、
一
九
九
七
年
、
加
瀬
直
弥
『
平
安
時
代
の
神
社
と
神
職
』
吉
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川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
、
小
林
宣
彦
『
律
令
国
家
の
祭
祀
と
災
異
』
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
一
九
年
、
等
参
照
。 

（
７
）
こ
の
分
注
は
『
貞
観
式
』
あ
る
い
は
『
延
喜
式
』
編
纂
の
際
に
付
加
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

（
８
）
岡
田
莊
司
「
古
代
の
神
社
と
神
階
」『
古
代
諸
国
神
階
制
の
研
究
』（
前

掲
）
所
収
。 

（
９
）
林
陸
朗
「
官
社
制
度
と
神
階
」『
國
學
院
雑
誌
』
五
四―

二
、
一
九
五
三

年
、
西
山
徳
『
増
補
上
代
神
道
史
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
三
年
）
二

三
〇
頁
以
降
、
巳
波
利
江
子
「
八
・
九
世
紀
の
神
社
行
政
」『
寧
楽
史
苑
』
三

〇
、
一
九
八
五
年
、
小
倉
慈
司
『
古
代
律
令
国
家
と
神
祇
行
政
』（
前
掲
）
等
、

参
照
。 

（
10
）
こ
の
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、『
古
代
諸
国
神
社
神
階
制
の
研

究
』（
前
掲
）
一
四
二
頁
（
参
河
国
の
神
階
に
関
連
し
て
の
注
記
、
古
田
健
一
郎

氏
執
筆
）
に
指
摘
が
あ
る
。 

（
11
）
木
本
秀
樹
『
越
中
古
代
社
会
の
研
究
』（
高
志
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
七

八
頁
以
降
、
笹
川
尚
紀
「
越
中
守
大
伴
家
持
の
能
登
巡
行
を
め
ぐ
っ
て
」『
地
方

史
研
究
』
三
七
〇
、
二
〇
〇
六
年
、
鐘
江
宏
之
『
大
伴
家
持
』
山
川
出
版
社
、

二
〇
一
五
年
、
森
田
喜
久
雄
『
能
登
・
加
賀
立
国
と
地
域
社
会
』（
同
成
社
、
二

〇
二
一
年
）
六
八
頁
以
降
、
等
参
照
。 

（
12
）
小
林
宣
彦
「
奈
良
時
代
の
神
位
の
性
格
」『
律
令
国
家
の
祭
祀
と
災
異
』

（
前
掲
）
所
収
、
初
出
二
〇
〇
二
年
。 

（
13
）
な
お
虎
尾
俊
哉
編
『
訳
注
日
本
史
料
延
喜
式
』
上
巻
（
集
英
社
、
二
〇
〇

〇
年
）
一
〇
一
二
頁
以
降
、
参
照
。 

（
14
）
森
田
喜
久
雄
『
能
登
・
加
賀
立
国
と
地
域
社
会
』（
前
掲
）
四
七
頁
以

降
、
参
照
。 

（
15
）『
中
院
家
本
延
喜
式
巻
十
』
燃
焼
社
、
一
九
九
九
年
。 

（
16
）
九
条
家
本
延
喜
式
等
に
よ
る
。
こ
の
注
記
が
妥
当
で
あ
る
の
は
射
水
郡
冒

頭
十
三
座
に
「
大
一
座
・
小
十
二
座
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

な
お
、『
神
名
帳
頭
注
』
に
「
延
喜
八
年
八
月
十
六
日
乙
卯
、
越
中
気
多
大
神
を

以
て
官
幣
に
預
る
」
と
あ
る
の
も
参
考
と
な
る
（
小
倉
慈
司
『
古
代
律
令
国
家

と
神
祇
行
政
』（
前
掲
）
一
一
九
頁
）。 

（
17
）
佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
考
証
編
第
二
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九

八
二
年
、
二
一
四
頁
。 

（
18
）
三
尾
氏
に
関
し
て
は
、
米
沢
康
「
三
尾
君
氏
に
関
す
る
一
考
察
」「
北
陸

古
代
の
政
治
と
社
会
」（
法
政
大
学
出
版
、
一
九
八
九
年
）
所
収
、
初
出
一
九
七

八
年
、
大
橋
信
弥
「
三
尾
君
氏
を
め
ぐ
る
問
題
」『
日
本
古
代
の
王
権
と
氏
族
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）
所
収
、
水
谷
千
秋
「
三
尾
氏
の
系
譜
と
伝

承
」『
継
体
天
皇
と
古
代
の
王
権
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
一
年
）
所
収
、
初
出

一
九
九
一
年
、
堀
大
介
「
越
の
豪
族
・
三
尾
氏
と
三
国
氏
」（『
古
代
豪
族
』
洋

泉
社
、
二
〇
一
五
年
）、
所
収
、
等
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
山
尾
幸
久
『
日
本
古
代

王
権
形
成
史
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
四
六
二
頁
の
見
解
に
従
う
。
継

体
天
皇
の
即
位
事
情
に
関
し
て
は
諸
論
が
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
篠
川
賢
『
継

体
天
皇
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）
参
照
。
継
体
擁
立
基
盤
と
式
内
社
の

分
布
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
米
沢
康
「
式
内
社
分
布
の
歴
史
的
地
域
性
」『
信

濃
』
四
五―

二
、
一
九
九
三
年
、
参
照
。
ち
な
み
に
近
江
国
の
三
尾
神
の
神
階

に
つ
い
て
は
、『
続
日
本
紀
』
延
暦
三
年
八
月
壬
寅
条
に
「
叙
近
江
国
高
島
郡
三

尾
神
従
五
位
下
」
と
あ
る
。 

（
19
）
藤
本
健
三
「
飛
騨
の
古
墳
時
代
」
森
浩
一
・
八
賀
晋
編
『
飛
騨
』（
大
巧

社
、
一
九
九
七
年
）
所
収
。 

（
20
）
原
田
敏
明
「
若
宮
祭
祀
」『
村
の
祭
祀
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
年
）
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所
収
。
ワ
カ
ミ
ヤ
に
つ
い
て
は
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
上
代
編
（
三
省
堂
、

一
九
六
七
年
）「
若
宮
」
の
項
に
、
新
宮
の
意
と
解
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
、
と
あ

る
。
な
お
、
堀
一
郎
「
若
宮
信
仰
」『
堀
一
郎
著
作
集
第
四
巻
』
所
収
、
未
来

社
、
一
九
八
一
年
、
初
出
一
九
五
二
年
、
あ
る
い
は
『
日
本
民
俗
大
事
典
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）「
若
宮
」
の
項
に
、「
神
の
子
と
し
て
ま
つ
ら
れ
る

御
子
神
。
本
来
は
荒
々
し
い
祟
で
人
々
を
恐
れ
さ
せ
た
た
め
に
、
新
た
に
ま
つ

ら
れ
た
御
霊
神
を
意
味
す
る
」
と
あ
っ
て
、
祟
り
を
な
す
神
と
の
解
釈
も
あ

る
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』
神
代
上[

第
六
段]

本
文
に
「
仍
り
て
日
の
少
宮
に
留

ま
り
宅
む
」
と
あ
り
、「
少
宮
」
を
ワ
カ
ミ
ヤ
と
云
う
と
の
訓
注
が
あ
る
。 

（
21
）『
類
聚
三
代
格
』
所
収
。
飛
騨
工
に
関
し
て
は
、
弥
永
貞
三
「
飛
騨
工
」

『
日
本
古
代
社
会
経
済
史
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
）
所
収
、
初
出
一

九
七
一
年
、
早
川
万
年
「
飛
騨
匠
丁
と
古
代
の
飛
騨
国
」
飛
騨
木
工
連
合
会
編

『
新
・
飛
騨
の
匠
も
の
が
た
り
』
所
収
、
二
〇
〇
二
年
、
石
川
千
恵
子
「
賦
役

令
『
斐
陀
国
条
』
の
考
察
」『
律
令
制
国
家
と
古
代
宮
都
の
形
成
』（
勉
誠
出

版
、
二
〇
一
〇
年
）
所
収
、
参
照
。 

（
22
）
今
津
勝
紀
「
古
代
の
災
害
」
吉
村
武
彦
ほ
か
編
『
シ
リ
ー
ズ
地
域
の
古
代

日
本 

東
ア
ジ
ア
と
日
本
』
所
収
、
角
川
書
店
、
二
〇
二
二
年
、
保
立
道
久
『
歴

史
の
な
か
の
大
地
動
乱
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
一
一
一
頁
以
降
、
等
、

参
照
。 

（
23
）
生
田
滋
「
新
羅
の
海
賊
」
森
浩
一
ほ
か
『
海
と
列
島
文
化
２
日
本
海
と
出

雲
世
界
』
小
学
館
、
一
九
九
一
年
、
所
収
、
森
公
章
『
遣
唐
使
と
古
代
日
本
の

対
外
政
策
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
二
三
〇
頁
以
降
、
渡
邊
誠
「
海
商

と
古
代
国
家
」
鈴
木
靖
民
ほ
か
編
『
日
本
古
代
交
流
史
入
門
』（
勉
誠
出
版
、
二

〇
一
七
年
）
所
収
、
神
谷
正
昌
『
清
和
天
皇
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
、

一
三
三
頁
以
降
、
等
参
照
。 

（
24
）
良
房
に
つ
い
て
は
、
今
正
秀
『
藤
原
良
房
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
二

年
、
吉
川
真
司
「
藤
原
良
房
・
基
経
」『
古
代
の
人
物
４
平
安
の
新
京
』
所
収
、

清
文
堂
、
二
〇
一
五
年
、
中
野
渡
俊
治
「
藤
原
良
房
と
基
経
」『
人
物
で
学
ぶ
日

本
古
代
史
』
３
平
安
時
代
編
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
二
年
、
参
照
。
地
方
か

ら
京
へ
の
移
貫
に
関
し
て
は
、
市
川
理
恵
「
京
貫
記
事
の
基
礎
的
考
察
」『
古
代

文
化
』
五
〇―

八
、
一
九
九
八
年
、
参
照
。
な
お
、
良
房
の
家
扶
で
あ
っ
た
日

奉
部
若
善
が
、
天
皇
を
迎
え
た
染
殿
花
亭
の
造
営
に
関
与
し
た
可
能
性
も
考
え

ら
れ
よ
う
。 

（
25
）
ま
た
式
外
神
「
四
天
王
」
が
飛
騨
国
に
登
場
し
て
い
る
の
も
、
同
じ
く
貞

観
九
年
五
月
二
十
六
日
に
、
新
羅
の
賊
心
を
調
伏
す
る
た
め
、
八
幅
の
四
天
王

像
五
鋪
、
各
一
鋪
を
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長
門
等
国
に
下
し
た
と
あ

る
こ
と
（『
三
代
実
録
』）
と
の
関
連
が
推
測
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。 

（
26
）
岐
阜
県
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
『
野
内
遺
跡
B
地
区
』（
第
二
分
冊
）
二

〇
〇
九
年
。 

（
27
）
右
同
書 

二
三
七
頁
。 

（
28
）
八
賀
晋
「「
飛
騨
国
伽
藍
」
に
つ
い
て
」『
美
濃
・
飛
騨
の
古
墳
と
そ
の
社

会
』（
同
成
社
、
二
〇
〇
一
年
）
所
収
。 

（
29
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
神
仏
混
淆
の
問
題
も
含
め
て
、
本
郷
真
紹
「
古
代

北
陸
の
宗
教
文
化
と
中
央
」
小
林
昌
二
編
『
越
と
古
代
の
北
陸
』
名
著
出
版
、

一
九
九
六
年
、
所
収
、
参
照
。 

（
30
）
い
わ
ゆ
る
広
野
川
事
件
は
『
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
七
月
条
に

見
え
る
。
野
村
忠
夫
『
古
代
の
美
濃
』（
教
育
社
、
一
九
八
〇
年
）
二
三
〇
頁
以

降
、
赤
塚
次
郎
・
早
川
万
年
「
東
海
・
東
山
」
上
原
真
人
ほ
か
編
『
列
島
の
古
代

史
１
古
代
史
の
舞
台
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
所
収
、
参
照
。 
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明
治
三
年
、
古
川
町
方
村
後
風
土
記
書
上
帳 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福
井 

重
治 

  
 
 

は
じ
め
に 

 

付
図
を
含
め
て
四
巻
か
ら
な
る
『
古
川
町
史 

史
料
編
』（
以
下
『
町
史
』）
は
、

自
治
体
史
の
中
で
白
眉
と
い
え
る
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
碩
学
大
野
政
雄
氏
と
そ
れ

を
支
援
し
た
古
川
町
民
と
の
厚
い
信
頼
関
係
が
も
た
ら
し
た
賜
物
で
あ
る
。
大
野
氏

（
一
九
〇
九―

二
〇
〇
七
）
が
亡
く
な
っ
て
久
し
い
今
で
も
、
町
に
は
氏
へ
の
変
わ

ら
ぬ
感
謝
と
敬
愛
の
念
が
残
る
。 

こ
う
し
て
で
き
た
町
史
に
は
実
に
良
質
な
史
料
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

り
こ
の
地
域
を
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
一
地
域
史
と
い
う
枠

を
越
え
て
広
く
示
唆
を
与
え
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
個
別
特
殊
な
著
作
で
あ
る
と
同

時
に
、
普
遍
的
な
価
値
を
も
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
個
別
特
殊
で
あ

る
こ
と
を
極
め
た
が
故
に
、
普
遍
的
価
値
を
持
ち
得
た
と
い
え
よ
う
。 

 

今
回
取
り
上
げ
る
、
飛
騨
国
後
風
土
記
書
上 １

も
そ
う
し
た
史
料
の
一
つ
で
あ
る
。

町
史
に
は 

・
信
包
（
個
人
蔵
） 

・
杉
崎
（
寿
楽
寺
蔵
） 

・
上
北
（
飛
騨
市
蔵
） 

の
三
村
分
の
書
上
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
明
治
二
年
に
高
山
県
知
事
宮
原
積
が
富
田

礼
彦
に
委
嘱
し
て
、
飛
騨
の
地
誌
を
編
纂
さ
せ
た
。
そ
れ
が
明
治
六
年
に
『
斐
太
後

風
土
記
』
と
し
て
結
実
す
る
。
編
纂
に
先
立
ち
、
高
山
県
が
飛
騨
中
の
村
々
に
飛
騨

国
後
風
土
記
書
上
を
作
成
し
て
提
出
す
る
こ
と
を
命
じ
た ２
（『
町
史
二
・
四
九
五
』）。

飛
騨
の
四
百
余
か
村
が
そ
れ
に
応
じ
て
、
村
内
を
調
査
し
書
き
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
書
上
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
に
、
こ
れ
ま
で
『
斐

太
後
風
土
記
』
を
富
田
礼
彦
の
著
書
と
解
し
て
安
易
に
重
宝
が
り
利
用
し
て
き
た
傾

向
が
あ
っ
た
。
最
近
で
は
、
明
治
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
斐
太
後
風
土
記
』
を
幕
府
に

献
上
し
た
と
か
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
写
本
を
原
本
と
す
る
な
ど
誤
謬
が
目
に
余

る
（『
高
山
市
史
』（
二
〇
二
〇
）
は
論
外
に
し
て
も
、
も
う
一
度
こ
の
す
ぐ
れ
た
古

典
的
著
作
の
成
立
を
丁
寧
に
検
証
し
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
正
確
な

利
用
を
心
掛
け
て
い
く
必
要
が
あ
る ３

。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

一
、
引
用
書
目 

 

江
戸
時
代
に
高
山
役
所
の
地
役
人
で
あ
っ
た
富
田
礼
彦
は
、
高
山
の
国
学
者
田
中

大
秀
の
門
下
で
あ
っ
た
。
そ
の
豊
か
な
学
殖
は
、
著
書
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
「
引
用

書
目
」
に
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
引
用
書
目
と
は
、
今
日
風
に
い
え
ば
参
考
文
献
で

あ
り
出
典
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
和
漢
の
書
物
が
九
十
四
種
挙
げ
て
あ
る
。
和
本
で
は

記
紀
を
は
じ
め
と
し
た
古
典
的
書
物
、
そ
れ
に
加
え
て
飛
騨
国
内
の
『
飛
州
志
』『
岷

江
記
』『
荏
野
冊
子
』
な
ど
も
あ
る
。
漢
籍
で
は
『
史
記
』『
前
後
漢
書
』『
杜
律
』

な
ど
で
あ
る
。 

 

一
方
、
本
文
に
あ
た
る
と
引
用
書
は
そ
れ
ら
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、

『
梅
花
無
尽
蔵
』『
雲
根
志
』『
閑
田
耕
筆
』『
畸
人
伝
』『
北
海
遊
簿
』
や
飛
騨
で
書

か
れ
た
『
高
原
旧
事
録
』『
三
郡
神
社
考
』『
運
材
図
会
』『
千
光
寺
記
』『
三
沢
記
』

な
ど
、
さ
ら
に
は
元
禄
検
地
帳
・
村
明
細
帳
・
宝
暦
除
地
帳
と
い
っ
た
地
元
古
文
書

に
ま
で
お
よ
ん
で
い
る
。
ま
た
、
同
僚
山
崎
弘
泰
「
山
分
衣
」、
亡
友
蒲
八
十
村
「
旧

記
」「
見
聞
録
」「
遺
録
」
な
ど
の
引
用
も
目
を
引
く
。 

 

そ
れ
ら
に
加
え
て
今
回
取
り
上
げ
る
書
上
が
、「
村
長
が
風
土
記
書
上
帳
」・「
風

土
記
書
上
」・「
村
長
書
上
帳
」・「
村
長
の
書
上
」・「
今
般
調
書
」
な
ど
と
し
て
随
所

に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。 
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二
、
残
さ
れ
た
書
上
帳 

飛
騨
で
編
ま
れ
た
各
自
治
体
史
の
中
で
、
明
治
三
年
に
高
山
役
所
に
提
出
し
た
こ

の
書
上
を
採
っ
て
い
る
も
の
は
『
古
川
町
史
』
以
外
に
は
『
神
岡
町
史
』『
河
合
村

誌
』
し
か
な
い
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
地
元
に
残
さ
れ
た
控
え
と
な
っ
て
い
る
。
地
元

に
残
る
控
え
を
採
取
す
る
こ
と
こ
そ
が
た
い
へ
ん
地
道
で
重
要
な
作
業
な
の
で
あ

り
、
他
の
地
域
で
も
同
様
な
努
力
が
期
待
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
は
、
当

時
高
山
県
に
提
出
さ
れ
た
正
式
文
書
が
実
は
残
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
い
。
本
来
な
ら
、
提
出
先
の
高
山
県
役
所
に
残
る
は
ず
だ
が
、
実
際
は
編
集

に
あ
た
っ
た
富
田
礼
彦
の
手
元
に
置
か
れ
た
ま
ま
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

残
り
方
を
し
た
の
は
、
明
治
四
年
に
高
山
県
が
筑
摩
県
へ
と
再
編
制
さ
れ
、
発
注
し

た
高
山
県
が
消
滅
し
た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。 

こ
れ
ま
で
に
書
上
原
本
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
た
の
が
、
礼
彦
の
孫
に
あ

た
る
富
田
令
禾
氏
で
あ
る
。
昭
和
三
十
九
年
か
ら
十
九
回
に
わ
た
り
、『
飛
騨
春
秋
』

に
連
載
さ
れ
た
「
風
土
書
上
帳
」
で
そ
れ
ら
の
一
部
を
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。
令
禾

氏
に
よ
れ
ば
、
当
時
富
田
家
に
残
さ
れ
て
い
た
の
は
大
野
郡
六
十
六
か
村
、
吉
城
郡

六
十
一
か
村
、
益
田
郡
四
十
五
か
村
の
各
分
だ
と
い
う ４

。
そ
れ
以
外
の
分
は
、
散
逸

し
た
の
か
そ
も
そ
も
未
提
出
だ
っ
た
の
か
確
認
で
き
て
い
な
い
。
令
禾
氏
は
、
そ
れ

ら
の
中
か
ら
十
六
か
村
を
取
り
上
げ
て
翻
刻
し
紹
介
し
た
。
書
上
の
内
容
は
村
に
よ

り
濃
淡
の
差
が
あ
り
、
令
禾
氏
は
そ
れ
ら
の
中
か
ら
中
身
の
充
実
し
た
も
の
を
特
に

選
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
十
六
か
村
の
中
に
古
川
町
方
村
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ

の
分
量
は
多
く
、
五
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
し
て
い
て
、
全
体
の
四
分
一
の
紙
面
を
占

め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
辺
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
後
書
き
し
て
い
る
。 

こ
の
書
上
帳
の
表
紙
に
、
里
正
後
藤
帯
三
郎
と
筆
者
の
名
が
明
記
し
て
あ
る
。
他

町
村
の
に
比
べ
て
詳
細
な
書
き
方
で
あ
る
が
、
此
人
は
山
崎
弘
泰
門
の
篤
学
者
で
、

田
中
大
秀
門
の
重
郷
の
長
男
で
あ
る
。
通
名
は
源
七
郎
か
こ
の
帯
三
郎
で
重
泰
が

本
名
。
明
治
維
新
に
は
戸
長
や
大
区
長
と
な
り
、
後
、
郵
便
局
長
も
勤
め
た
。
明

治
四
十
四
年
十
二
月
十
三
日
、
六
十
八
才
で
没
し
た
高
名
の
有
識
人
で
あ
る
。 

以
下
で
古
川
町
方
村
の
書
上
を
写
真
で
載
せ
る ５

。
長
文
で
あ
る
た
め
、
当
初
は
一
部

の
紹
介
に
留
め
る
こ
と
も
考
え
た
。
と
い
う
の
は
、
令
禾
氏
が
す
で
に
全
文
を
翻
刻

し
て
い
る
し
、『
斐
太
後
風
土
記
』
が
こ
の
書
上
に
多
く
負
っ
て
い
て
重
複
す
る
部

分
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
多
く
の
紙
面
を
割
い
て
紹
介
す
る

こ
と
に
躊
躇
し
た
が
、
古
川
町
方
村
に
つ
い
て
詳
細
に
記
し
た
か
く
も
貴
重
な
遺
産

を
、
ま
ず
は
地
元
の
方
々
に
是
非
と
も
知
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
あ
え
て
全
文
を
掲
載

す
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る ６

。 

 

な
お
、
史
料
の
撮
影
に
は
飛
驒
高
山
ま
ち
の
博
物
館
の
牛
丸
岳
彦
館
長
お
よ
び
松

永
英
也
学
芸
員
に
多
く
の
便
宜
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た

い
。 
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三
、
古
川
町
方
村
後
風
土
記
書
上
帳 
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注 

 

１
、
各
村
か
ら
の
書
上
は
、「
後
風
土
記
明
細
取
調
」「
古
跡
・
里
諺
等
調
書
」「
後

風
土
記
書
上
」「
風
土
書
上
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

書
上
を
命
じ
た
高
山
役
所
の
廻
状
が
、「
当
飛
騨
国
後
風
土
記
、
新
規
出
来
に
付

き
、
左
の
類
い
取
調
べ
申
し
出
ず
べ
き
事
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
飛
騨
国

後
風
土
記
書
上
」
を
採
る
が
、
便
宜
上
、
単
に
書
上
と
も
し
た
。 

２
、
廻
状
に
例
示
さ
れ
た
取
調
べ
事
項
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
系
譜
類
（
旧

家
や
武
士
ま
た
は
そ
の
家
来
）・
古
記
類
（
社
寺
縁
起
や
鐘
の
銘
、
本
尊
裏
書
、

経
文
の
奥
書
、
棟
札
）・
旧
家
・
古
書
、
古
画
、
古
器
・
古
跡
、
名
所
・
古
墳
墓
・

神
社
（
祭
神
）・
古
寺
院
跡
（
宗
派
）・
村
名
、
郷
名
、
郡
名
（
名
称
の
由
来
）・

草
木
鳥
獣
。 

３
、『
斐
太
後
風
土
記
』
に
対
す
る
『
高
山
市
史
』
の
根
本
的
な
誤
り
に
つ
い
て
は
、

堀
祥
岳
氏
が
適
確
な
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
い
る
（「『
斐
太
後
風
土
記
』
の
書
誌
学

的
考
察
」（『
斐
太
紀
』
第
26
号
）。 

４
、
令
禾
氏
に
よ
れ
ば
、
書
上
は
各
村
以
外
に
寺
社
や
旧
家
か
ら
も
提
出
さ
れ
た
と

い
う
。 

５
、
飛
驒
高
山
ま
ち
の
博
物
館
所
蔵
。 

６
、『
斐
太
後
風
土
記
』
に
書
か
れ
て
い
る
事
柄
が
、
そ
の
成
立
年
で
あ
る
明
治
六

年
の
も
の
と
は
言
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
こ
の
書
上
に
あ
る
「
杉
本
大
神
」
は
同

三
年
段
階
の
社
号
で
あ
り
、
同
六
年
に
は
気
多
若
宮
神
社
へ
と
変
更
に
な
っ
て
い

る
が
ご
と
く
で
あ
る
。 
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昭
和
十
一
年
以
前
の
主
事
太
鼓 

―

金
亀
台
組
所
蔵
文
書
よ
り
み
る
主
事
太
鼓
の
借
用
事
例―

 

中
斎 

洋
平 

は
じ
め
に 

 

こ
ん
に
ち
の
古
川
祭
起
し
太
鼓
行
事
の
さ
い
に
使
用
さ
れ
る
、
両
側
の
鼓
面
に
大

き
く
え
が
か
れ
た
気
多
若
宮
神
社
の
神
紋
が
印
象
的
な
主
事
太
鼓
は
、
気
多
若
宮
神

社
が
所
有
さ
れ
て
お
り
、
ふ
だ
ん
は
神
社
本
殿
に
置
か
れ
て
い
る
。
気
多
若
宮
神
社

が
主
事
太
鼓
を
所
有
す
る
以
前
は
、
神
籤
に
よ
っ
て
主
事
に
選
ば
れ
た
台
組
が
、
古

川
町
内
の
寺
院
か
ら
主
事
太
鼓
と
し
て
使
用
す
る
大
太
鼓
を
借
用
し
た
と
す
る
の

が
、
先
学
の
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
古
川
町
内
の
ど
の
寺
院
か

ら
大
太
鼓
を
借
用
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
先
学
に
お
い
て
、
管
見
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ

一
致
を
み
て
い
な
い
。 

 

さ
て
、
私
は
、
小
稿
の
副
題
に
も
掲
げ
た
、
金
亀
台
組
が
所
蔵
さ
れ
る
文
書
を
披

見
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
得
た
。
金
亀
台
組
所
蔵
文
書
の
う
ち
、
現
在
と
先
代
の

屋
台
に
か
ん
す
る
文
書
や
、
屋
台
蔵
に
か
ん
す
る
文
書
は
、『
古
川
町
史
』
史
料
編

に
採
録
（
一
）
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
、
金
亀
台
組
の
歴
史
、

あ
る
い
は
古
川
祭
の
歴
史
を
把
握
す
る
う
え
で
闕
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
文
書
が

残
存
し
て
い
る
。 

 

質
量
と
も
に
充
実
し
た
金
亀
台
組
所
蔵
文
書
の
な
か
か
ら
、
私
は
、
金
亀
台
組
に

お
け
る
年
度
ご
と
の
古
川
祭
に
か
ん
す
る
文
書
群
に
注
目
し
た
。
こ
の
文
書
群
は
、

明
治
初
期
か
ら
昭
和
末
期
ま
で
の
文
書
が
残
存
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
は
金
亀

台
組
に
お
け
る
古
川
祭
の
歴
史
を
把
握
す
る
た
め
の
一
助
に
な
る
。 

 

そ
こ
で
、
先
学
に
お
い
て
も
見
解
が
一
致
し
て
い
な
い
、
古
川
祭
起
し
太
鼓
行
事

に
使
用
さ
れ
る
主
事
太
鼓
の
借
用
に
か
ん
し
て
、
金
亀
台
組
所
蔵
文
書
に
よ
っ
て
把

握
す
る
こ
と
を
小
稿
の
目
的
と
し
た
い
。
ま
た
、
気
多
若
宮
神
社
が
所
有
さ
れ
る
主

事
太
鼓
の
歴
史
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
。 

一 

気
多
若
宮
神
社
所
有
の
主
事
太
鼓 

 

こ
こ
で
は
、
気
多
若
宮
神
社
が
所
有
さ
れ
る
主
事
太
鼓
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
の
べ

て
い
く
が
、
は
じ
め
に
、
現
在
の
起
し
太
鼓
行
事
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
主
事
太
鼓

に
か
ん
し
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 

現
在
使
用
さ
れ
る
主
事
太
鼓
の
来
歴
に
つ
い
て
は
、
大
野
政
雄
氏
が
言
及
さ
れ
て

お
り
、
大
野
氏
は
か
よ
う
に
の
べ
て
お
ら
れ
る
。 

昭
和
十
一
年
十
二
月
、
渡
辺
一
郎
氏
が
、
従
来
の
も
の
よ
り
胴
を
長
く
し
、
胴

廻
り
も
大
き
く
し
た
大
太
鼓
を
奉
納
し
た
。
両
面
に
三
つ
葵
の
神
紋
を
描
い

た
現
在
の
太
鼓
が
そ
れ
で
あ
る
（
二
）
。 

右
の
叙
述
の
う
ち
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
十
二
月
に
、
渡
辺
一
郎
氏
が
気

多
若
宮
神
社
に
主
事
太
鼓
を
奉
納
さ
れ
た
こ
と
に
か
ん
し
て
は
、
こ
の
主
事
太
鼓
自

体
に
手
が
か
り
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
太
鼓
の
胴
に
か
よ
う
な
記
載
が
み
ら
れ
る
。 

昭
和
十
一
年
丙
子
十
二
月 

奉
納 

渡
辺
一
郎 

ま
た
、
大
野
氏
は
、
現
在
の
主
事
太
鼓
は
、「
従
来
の
も
の
」、
つ
ま
り
、
昭
和
四

年
（
一
九
二
九
）
に
気
多
若
宮
神
社
が
新
調
さ
れ
た
主
事
太
鼓
よ
り
も
、
胴
や
胴
廻

り
の
サ
イ
ズ
を
大
き
く
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
現
在
の
主
事
太
鼓

の
寸
法
は
、『
平
成
元
年
の
古
川
祭
』
に
よ
れ
ば
、
胴
の
長
さ
が
約
三
尺
三
寸
（
約

一
・
一
メ
ー
ト
ル
）、
鼓
面
の
直
径
が
約
二
尺
四
寸
（
約
〇
・
八
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
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る
（
三
）
。
な
お
、
後
述
す
る
が
、
昭
和
四
年
に
新
調
さ
れ
た
主
事
太
鼓
は
、
胴
が
短

い
た
め
、
主
事
太
鼓
と
し
て
使
用
す
る
の
に
は
理
想
的
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
が
な

さ
れ
て
い
た
。 

で
は
な
ぜ
、
渡
辺
氏
は
、
気
多
若
宮
神
社
に
主
事
太
鼓
を
奉
納
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ス
コ
ッ
ト
・
シ
ュ
ネ
ル
氏
は
、
以
下
の
よ
う
に
叙
述

さ
れ
て
い
る
。 

In 
December 

1936, 
Watanabe 

Ichiro, 
head 

of 
one 

of 
Furukawa's 

major sake‐
brewing households, donated and new and bigger drum 

to commemorate the birth of his first grandson. This is the same 

drum 
used 

in 
today's 

event, 
bearing 

the 
familiar 

hollyhock 

symbol of Ketawakamiya Shrine on its leather heads.
 

（
四
） 

つ
ま
り
、
渡
辺
一
郎
氏
は
、
初
孫
（
渡
辺
久
郎
氏
）
の
誕
生
記
念
（
五
）

に
、
気
多

若
宮
神
社
に
主
事
太
鼓
を
奉
納
さ
れ
た
と
、
シ
ュ
ネ
ル
氏
は
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
太

鼓
の
両
側
の
鼓
面
に
気
多
若
宮
神
社
の
神
紋
が
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
奉
納
当
初
か
ら

で
あ
ろ
う
。
な
お
、
現
在
本
光
寺
の
本
堂
に
置
か
れ
て
い
る
元
の
主
事
太
鼓
、
す
な

わ
ち
、
昭
和
四
年
に
新
調
さ
れ
た
主
事
太
鼓
の
鼓
面
に
は
、
気
多
若
宮
神
社
の
神
紋

は
え
が
か
れ
て
い
な
い
。 

つ
づ
い
て
、
昭
和
四
年
に
気
多
若
宮
神
社
が
新
調
さ
れ
た
主
事
太
鼓
に
か
ん
し
て
、

の
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
じ
つ
は
、
こ
の
太
鼓
こ
そ
が
、
気
多
若
宮
神
社
が
は
じ

め
て
所
有
さ
れ
た
主
事
太
鼓
な
の
で
あ
る
。 

昭
和
四
年
に
新
調
さ
れ
た
主
事
太
鼓
に
か
ん
し
て
、
一
番
の
問
題
点
は
、
新
調
さ

れ
た
理
由
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
先
学
に
お
い
て
は
、
管
見
の
お
よ
ぶ
か
ぎ

り
で
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
一
致
を
み
て
い
る
。
な
か
に
は
、「
御
大
典
（
六
）

の
と
き
渡
辺

久
衛

（
マ
マ
）

氏
が
太
鼓
を
寄
付
し
た
」（
七
）
と
す
る
、
現
在
の
主
事
太
鼓
の
来
歴
と
を
混
同
し

た
証
言
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
概
ね
、
昭
和
天
皇
の
御
大
典
を
記
念
し
て
主
事
太
鼓

が
新
調
さ
れ
た
と
す
る
点
は
一
致
し
て
い
る
（
八
）
。 

と
こ
ろ
が
、
清
水
文
七
氏
が
筆
録
さ
れ
た
『
神
社
議
員
集
会
日
誌
』（
飛
驒
市
行

政
資
料
）
を
み
て
い
く
と
、
先
学
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
主
事
太
鼓
新
調
の
理
由
、

す
な
わ
ち
、
昭
和
天
皇
の
御
大
典
記
念
に
太
鼓
が
新
調
さ
れ
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。『
神
社
議
員
集
会
日
誌
』
に
か
ん
し
て
は
、
か
つ
て
、
い
さ
さ
か
ふ

れ
た
こ
と
が
あ
る
（
九
）

の
で
、
こ
こ
で
は
く
り
か
え
さ
な
い
。
が
、
一
つ
だ
け
言
及

す
る
な
ら
ば
、『
神
社
議
員
集
会
日
誌
』
の
記
事
は
、
神
社
議
員
会
な
ど
が
行
な
わ

れ
た
つ
ど
書
き
継
が
れ
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
、同
時
代
史
料
で
あ
る
。ゆ
え
に
、

こ
の
主
事
太
鼓
新
調
の
経
緯
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
、
闕
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

史
料
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、『
神
社
議
員
集
会
日
誌
』
よ
り
、
主
事
太
鼓

新
調
に
か
ん
す
る
記
事
を
あ
げ
な
が
ら
、
の
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
（
以
下
に
挙
げ

る
史
料
の
う
ち
、
傍
線
は
引
用
者
）。 

【
史
料
①
】『
神
社
議
員
集
会
日
誌
』
昭
和
四
年
四
月
一
日
条 

四
月
一
日
。
神
社
議
員
集
会
日
誌
。（
会
場
、
清
水
宅
。） 

本
日
夜
七
時
半
開
会
ス
。
左
記
報
告
及
決
議
ス
。 

一
、
昭
和
参
年
度
経
常
費
収
支
決
算
報
告
ス
。 

二
、
仝
上
特
別
会
計
収
支
決
算
報
告
ス
。
以
上
承
認
ス
。 

三
、
例
祭
本
則
二
十
七
条
ニ
二
十
八
文
字
加
増
ス
ル
件
。
第
九
区
長
提
案
ハ
原

案
通
リ
決
定
シ
、
四
月
三
日
、
区
長
・
当
番
委
員
合
同
会
ニ
提
出
シ
テ
可

決
ス
ル
コ
ト
ト
ス
。 

四
、
境
外
地
桜
畑
、
例
年
通
リ
、
古
川
料
芸
組
合
ヘ
前
年
通
条
件
付
ニ
テ
許
可

ス
ル
コ
ト
。 

五
、
御
旅
所
位
置
移
転
ニ
付
キ
、
町
長
ヨ
リ
希
望
ノ
件
。 

右
、
協
議
ノ
決
果
、
位
置
ハ
、
昭
和
弐
年
四
月
一
日
議
員
会
決
定
セ
シ
ニ
ヨ
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リ
、
変
更
セ
ザ
ル
事
ヲ
町
長
ヘ
回
答
ス
ル
コ
ト
。（
回
答
委
員
ハ
、
渡
辺
正

八
・
荒
木
内
次
・
清
水
長
太
郎
。） 

六
、
御
旅
所
ノ
新
築
ハ
、
二
ヶ
年
継
続
事
業
ト
シ
、
本
年
度
ニ
テ
敷
地
ヲ
整
地

ス
ル
コ
ト
。
費
用
ハ
臨
時
割
ニ
テ
徴
集
ス
ル
事
。 

七
、
例
祭
ニ
、
御
神
輿
ノ
御
巡
幸
ニ
旭
町
ヘ
巡
幸
相
成
タ
シ
。（
第
一
区
長
提

案
。） 

右
、
協
議
ノ
決
果
、
旭
座
前
迄
御
巡
幸
ス
ル
事
ニ
決
定
ス
。 

八
、
目
醒
太
鼓
新
調
ノ
件
。（
第
三
区
長
提
案
。） 

右
ハ
、
協
議
ノ
決
果
、
経
費
多
大
折
柄
ニ
付
キ
、
従
来
通
寺
院
ノ
太
鼓
ヲ
借

用
シ
、
礼
金
ハ
主
事
ニ
テ
負
担
ス
ル
コ
ト
ニ
決
定
ス
。 

九
、
大
楢
樹
ハ
、
神
木
ト
シ
テ
玉
垣
ヲ
設
置
ス
ル
コ
ト
。
三
日
実
地
視
察
ノ
上

事
ト
ス
。 

十
、
氏
子
総
代
任
期
満
了
選
挙
ノ
件
。 

右
、
第
九
区
長
神
出
氏
動
議
ニ
テ
、
全
員
一
致
ノ
賛
成
ニ
テ
再
選
ニ
決
定
ス
。 

十
一
、
氏
子
総
代
会
計
係
ノ
報
酬
ヲ
、
従
来
弐
拾
円
ナ
リ
シ
ヲ
、
本
年
度
ヨ
リ

参
拾
円
ニ
増
額
ス
ル
コ
ト
。 

右
、
和
田
総
代
ノ
発
案
ニ
テ
全
員
賛
成
決
定
ス
。
然
シ
、
会
計
清
水
君
ヨ
リ

増
加
ヲ
辞
退
セ
シ
モ
、
全
員
ノ
切
ナ
ル
希
望
ニ
付
キ
、
清
水
君
ハ
、
増
額
高

ハ
任
期
満
了
ノ
切
寄
附
ス
ル
事
ト
シ
テ
承
諾
セ
リ
。 

右
之
通
リ
決
議
ヲ
了
シ
、
例
年
通
リ
慰
労
宴
開
ク
。
十
二
時
解
散
ス
。 

【
史
料
②
】『
神
社
議
員
集
会
日
誌
』
昭
和
四
年
四
月
三
日
条 

四
月
三
日
。
午
后
一
時
、
例
祭
行
事
ノ
神
籤
式
祭
執
行
ス
。
祭
典
後
、
左
記
ノ

件
ニ
付
、
例
祭
本
則
加
増
案
ノ
役
員
案
ヲ
開
会
ス
。 

一
、
例
祭
本
則
二
十
七
条
ヲ
別
紙
ノ
文
面
ニ
変
更
ス
ル
件
。（
神
社
議
会
提
案
。） 

右
ノ
件
、
第
一
区
・
第
十
一
区
ハ
反
対
ナ
リ
シ
モ
、
多
数
決
ニ
テ
原
案
通
リ

可
決
ス
。 

同
日
。
神
社
議
員
会
。 

右
、
決
議
後
、
社
務
所
ニ
テ
開
会
シ
、
左
記
決
議
ノ
上
、
午
后
四
時
解
散
ス
。 

一
、
御
旅
所
位
置
ニ
関
シ
、
町
長
ヘ
ノ
回
答
委
員
ヨ
リ
ノ
報
告
ハ
、
町
長
前
決

議
ヲ
了
解
セ
ラ
レ
タ
リ
。 

二
、
目
醒
太
鼓
ノ
出
来
合
ガ
、
高
山
町
㋑
店
持
合
ア
リ
ト
ノ
事
。
価
代
至
極
安

価
ニ
テ
、
好
買
物
ナ
リ
ト
ノ
事
。
近
々
中
ニ
現
品
実
視
ノ
上
買
上
ル
事
ト

シ
、
代
価
金
壱
百
円
位
ノ
事
。（
牛
丸
第
八
区
長
提
案
。） 

右
、
協
議
ノ
決
果
、
買
上
ス
ル
事
。
価
格
ノ
事
ハ
、
氏
子
総
代
ニ
一
任
ス
ル

事
。 

 

昭
和
四
年
四
月
一
日
、
清
水
文
七
氏
子
総
代
宅
に
お
い
て
、
神
社
議
員
会
が
開
催

さ
れ
た
。
こ
の
会
議
に
お
い
て
協
議
お
よ
び
決
議
事
項
は
十
一
件
あ
り
、「
目
醒
太

鼓
（
一
〇
）

新
調
ノ
件
」
は
第
八
番
目
で
あ
っ
た
。
主
事
太
鼓
の
新
調
に
つ
い
て
は
、
渡

辺
正
八
第
三
区
長
か
ら
提
案
が
な
さ
れ
た
が
、
傍
線
部
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
昭

和
天
皇
の
御
大
典
記
念
の
文
言
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、「
経
費
多
大
折

柄
」
の
た
め
、
主
事
太
鼓
の
新
調
は
見
送
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
主
事
太

鼓
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
寺
院
か
ら
太
鼓
を
借
用
し
、
そ
の
礼
金
は
主
事

が
負
担
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
、
二
日
後
（
昭
和
四
年
四
月
三
日
）
の
神
社
議
員
会
に
お
い
て
、
牛
丸

忠
三
郎
第
八
区
長
よ
り
、
主
事
太
鼓
の
既
製
品
が
販
売
さ
れ
て
い
る
情
報
が
齎
さ
れ

た
。
こ
の
情
報
を
受
け
て
、「
現
品
実
視
」
と
い
う
条
件
が
附
さ
れ
た
も
の
の
、
前

回
の
神
社
議
員
会
に
て
否
決
さ
れ
た
主
事
太
鼓
の
新
調
が
行
な
わ
れ
る
運
び
と
な

っ
た
。 
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【
史
料
①
】【
史
料
②
】
を
み
る
か
ぎ
り
、
先
学
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
昭
和

天
皇
の
御
大
典
記
念
と
し
て
主
事
太
鼓
が
新
調
さ
れ
た
と
は
、
と
う
て
い
思
え
な
い

の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、『
神
社
議
員
集
会
日
誌
』
に
は
、
神
社
議
員
集
会
（
神
社
議

員
会
）
に
お
け
る
す
べ
て
の
発
言
が
記
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
も
し

か
し
た
ら
、
昭
和
天
皇
の
御
大
典
記
念
と
し
て
太
鼓
を
新
調
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

発
言
が
な
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
る
に
、
当
時
の
時
代
風
潮
か
ら
推
察

す
る
に
、
も
し
、
昭
和
天
皇
の
御
大
典
記
念
と
し
て
太
鼓
の
新
調
が
提
案
さ
れ
た
と

し
た
な
ら
ば
、『
神
社
議
員
集
会
日
誌
』
に
そ
の
記
録
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

否
決
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
太
鼓
の
新
調
が
決
定
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

私
は
、【
史
料
①
】【
史
料
②
】
よ
り
、
こ
の
主
事
太
鼓
の
購
入
に
つ
い
て
、
あ
ら

か
じ
め
計
画
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
主
事
太
鼓
と
し
て
使
用
で
き
そ
う
な
大

太
鼓
の
既
製
品
が
販
売
さ
れ
て
い
た
と
い
う
、
偶
然
の
産
物
で
は
な
い
か
と
思
え
て

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
昭
和
天
皇
の
御
大
典
記
念
に
主
事
太
鼓
を
購
入
し

た
と
す
る
の
は
、
後
世
の
附
会
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
、
あ

く
ま
で
も
『
神
社
議
員
集
会
日
誌
』
の
記
事
の
み
で
憶
測
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら

に
史
料
を
渉
猟
す
れ
ば
、
昭
和
天
皇
の
御
大
典
記
念
に
主
事
太
鼓
を
購
入
し
た
こ
と

を
示
唆
す
る
史
料
が
現
出
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
の
べ
た
こ
と
は
、
現
時
点

で
の
私
の
理
解
で
あ
る
こ
と
を
諒
解
さ
れ
た
い
。 

【
史
料
③
】『
神
社
議
員
集
会
日
誌
』
昭
和
四
年
四
月
十
三
日
条 

四
月
十
三
日
。
本
日
、
高
山
町
㋑
岩
本
善
作
、
長
大
太
鼓
ヲ
持
参
ニ
付
、
実
地

調
査
ノ
上
、
太
鼓
ノ
胴
体
ガ
余
リ
短
イ
ノ
デ
理
想
的
ニ
ア
ラ
ザ
リ
シ
モ
、
価
格

ノ
如
何
ニ
テ
、
交
渉
ノ
決
果
、
当
店
予
定
価
代
ヲ
承
諾
セ
シ
ニ
ヨ
リ
、
買
上
ヲ

現
金
仕
払
セ
リ
。 

売
価
代
金
壱
百
拾
円
ヲ
買
上
代
金
八
拾
円
也
。 

四
月
三
日
に
開
催
さ
れ
た
神
社
議
員
会
の
決
議
に
と
も
な
い
、
四
月
十
三
日
に
主

事
太
鼓
の
実
地
調
査
が
行
な
わ
れ
た
。
さ
き
に
も
ふ
れ
た
と
お
り
、「
太
鼓
ノ
胴
体

ガ
余
リ
短
イ
ノ
デ
理
想
的
ニ
ア
ラ
ザ
リ
シ
」
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
も
の
の
、
結
局

は
購
入
す
る
こ
と
に
決
定
し
、
代
金
は
マ
ル
イ
ヤ
商
店
に
即
日
現
金
で
支
払
わ
れ
た
。

な
お
、
こ
の
太
鼓
の
購
入
に
つ
い
て
は
、
気
多
若
宮
神
社
の
会
計
書
類
か
ら
も
窺
う

こ
と
が
で
き
る
（
一
一
）
。 

こ
の
主
事
太
鼓
は
、
現
在
の
主
事
太
鼓
が
奉
納
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
役

目
を
終
え
た
。
役
目
を
終
え
た
主
事
太
鼓
は
、
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
一
月
に

本
光
寺
が
購
入
さ
れ
（
一
二
）
、
い
ま
も
な
お
同
寺
の
本
堂
に
置
か
れ
て
い
る
。 

二 

主
事
太
鼓
の
借
用
事
例
（
１
）―

先
学
の
見
解 

 

さ
き
に
ふ
れ
た
と
お
り
、
昭
和
四
年
に
気
多
若
宮
神
社
が
主
事
太
鼓
を
購
入
す
る

以
前
は
、
神
籤
に
よ
っ
て
主
事
に
選
ば
れ
た
台
組
が
、
主
事
太
鼓
と
し
て
使
用
す
る

大
太
鼓
を
寺
院
か
ら
借
用
し
て
い
た
と
先
学
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
古

川
町
の
ど
の
寺
院
か
ら
主
事
太
鼓
と
す
べ
き
大
太
鼓
を
借
用
し
て
い
た
か
に
つ
い

て
は
、
一
致
を
み
て
い
な
い
。
先
学
の
見
解
を
分
類
す
る
と
、
以
下
の
三
つ
に
な
る

で
あ
ろ
う
。 

①
寺
院
か
ら
借
用
し
た
と
す
る
見
解 

 
【
史
料
①
】
傍
線
部
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
主
事
と
な
っ
た
台
組
は
、
寺
院
か

ら
主
事
太
鼓
用
の
大
太
鼓
を
借
用
し
、
そ
の
つ
ど
謝
礼
金 

を
支
払
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
る
に
、
い
っ
た
い
古
川
町
内
の
ど
の
寺
院
か
ら
大
太
鼓
を
借
用
し
て

い
た
の
か
、
ま
た
、
太
鼓
を
借
用
す
る
寺
院
は
固
定
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
、

当
該
史
料
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 
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②
円
光
寺
か
ら
借
用
し
た
と
す
る
見
解 

 
主
事
太
鼓
と
し
て
使
用
す
る
主
事
太
鼓
を
円
光
寺
か
ら
借
用
し
て
い
た
と
み
て

お
ら
れ
る
の
は
、
大
野
政
雄
氏
と
稲
葉
正
三
郎
氏
で
あ
る
。 

 

大
野
氏
は
、
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）
四
月
に
古
川
町
が
発
行
し
た
『
広
報

ふ
る
か
わ
』
第
一
六
五
号
に
「
起
し
太
鼓
の
今
昔
」
を
寄
稿
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
、

か
よ
う
に
の
べ
て
お
ら
れ
る
。 

昭
和
四
年
、
御
大
典
記
念
と
し
て
大
太
鼓
を
新
調
し
て
も
ら
い
、
円
光
寺
の
太

鼓
を
借
り
出
さ
な
く
て
も
済
む
よ
う
に
な
っ
た
（
一
三
）
。 

こ
の
叙
述
は
、
大
野
氏
が
主
事
太
鼓
の
借
用
に
か
ん
し
て
の
べ
ら
れ
た
最
初
の
も

の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
な
か
で
大
野
氏
は
、
円
光
寺
か
ら
大
太
鼓
が
借
用
さ

れ
た
こ
と
を
簡
潔
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
叙
述
が
史
料
に
も
と
づ
い

て
な
さ
れ
た
の
か
、
は
た
ま
た
聞
き
取
ら
れ
た
証
言
に
も
と
づ
く
も
の
な
の
か
、
明

示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
い
ま
と
な
っ
て
は
確
認
す
る
の
が
む
ず
か
し
い
。 

つ
ぎ
に
あ
げ
る
稲
葉
正
三
郎
氏
の
証
言
は
、
大
野
氏
の
叙
述
よ
り
も
さ
き
、
昭
和

四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
四
月
十
四
日
発
行
の
『
飛
驒
春
秋
』
第
一
四
一
号
（
桑
谷

正
道
氏
編
「
特
集 

古
川
ま
つ
り
」）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

ず
っ
と
昔
は
起
し
太
鼓
の
太
鼓
が
な
く
、
円
光
寺
か
ら
毎
年
借
り
て
き
て
い

た
。
同
寺
で
は
借
す
の
で
は
な
い
が
、
同
行
が
黙
っ
て
持
っ
て
い
く
の
は
仕
方

が
な
い
と
黙
認
し
て
い
た
（
一
四
）
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
稲
葉
氏
も
大
野
氏
と
お
な
じ
く
、
円
光
寺
か
ら
主
事
太
鼓
と
し
て

使
用
す
る
大
太
鼓
を
借
用
し
て
い
た
と
証
言
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
後
段
の
、
円

光
寺
か
ら
無
断
で
大
太
鼓
を
借
用
し
て
い
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
①
の
み
か
た
、
す

な
わ
ち
、
大
太
鼓
借
用
の
つ
ど
、
主
事
が
寺
院
に
謝
礼
金
を
支
払
っ
て
い
た
と
い
う

箇
所
と
齟
齬
す
る
。 

③
円
光
寺
・
本
光
寺
・
真
宗
寺
の
三
か
寺
か
ら
借
用
し
て
い
た
と
す
る
み
か
た 

 

か
よ
う
に
の
べ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
蒲
正
彦
氏
で
あ
る
。
蒲
氏
は
、『
北
飛
ニ
ュ

ー
ス
』
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）
四
月
十
五
日
号
に
「
古
川
祭
、
昔
と
今
」
を

寄
稿
さ
れ
、
古
川
祭
の
歴
史
や
現
状
を
、
ご
自
身
の
体
験
を
も
と
づ
き
な
が
ら
詳
細

に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
最
後
に
、 

な
お
、
昭
和
四
年
に
新
調
す
る
前
は
、
主
事
の
大
太
鼓
に
は
、
円
光
寺
・
本
光

寺
・
真
宗
寺
の
大
太
鼓
を
順
次
借
用
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
（
一
五
）
。 

と
の
べ
て
お
ら
れ
る
。 

三 

主
事
太
鼓
の
借
用
事
例
（
２
）―

金
亀
台
組
所
蔵
文
書
よ
り 

さ
て
、
私
は
、
先
述
の
と
お
り
、
金
亀
台
組
が
所
蔵
さ
れ
る
厖
大
な
文
書
を
披
見

さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
得
た
。
そ
の
な
か
か
ら
、
金
亀
台
組
に
お
け
る
古
川
祭
に

か
ん
す
る
年
度
ご
と
の
文
書
群
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
文
書
群
を
、
仮

に
「
祭
典
書
類
」
と
呼
称
す
る
こ
と
に
す
る
。「
祭
典
書
類
」
の
中
身
は
、
概
ね
以

下
の
四
点
で
、
こ
れ
が
年
度
ご
と
に
紙
袋
に
収
納
さ
れ
て
い
た
。 

ア 

古
川
祭
の
さ
い
の
買
掛
金
を
記
録
し
た
「
買
物
帳
」 

イ 

買
掛
金
な
ど
の
支
払
を
記
録
し
た
「
支
払
帳
」 

ウ 

各
戸
に
割
り
当
て
た
祭
費
用
の
集
金
状
況
を
記
録
し
た
「
割
賦
集
金
帳
」 

エ 

古
川
祭
の
さ
い
に
使
用
す
る
備
品
を
当
年
度
の
当
番
か
ら
次
年
度
の
当
番

へ
引
継
ぐ
た
め
の
「
備
品
引
渡
帳
」 

祭
典
書
類
の
残
存
状
況
を
示
す
と
、
左
掲
の
表
の
ご
と
く
に
な
る
。
こ
の
表
か
ら

も
窺
え
る
よ
う
に
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
か
ら
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）

ま
で
の
祭
典
書
類
が
残
存
し
て
い
る
。 

そ
こ
で
、
こ
の
祭
典
書
類
よ
り
、
金
亀
台
組
に
お
い
て
、
ど
の
寺
院
か
ら
主
事



 

38 

 

太
鼓
を
借
用
し
て
い
た
の
か
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
範
囲
は
、
最
初
の

祭
典
書
類
が
残
存
し
て
い
る
明
治
四
年
か
ら
、
現
在
の
主
事
太
鼓
が
奉
納
さ
れ
た
昭

和
十
一
年
ま
で
と
す
る
。
そ
の
間
に
金
亀
台
組
が
主
事
を
務
め
ら
れ
た
の
は
、 

 

明
治 

十
四
年
（
一
八
八
一
） 

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
） 

明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
） 

明
治
四
十 

年
（
一
九
〇
七
） 

大
正 

十
二
年
（
一
九
二
三
） 

昭
和 

 

三
年
（
一
九
二
八
） 

昭
和 

十 

年
（
一
九
三
五
） 

の
八
回
で
あ
る
。
こ
の
す
べ
て
の
年
度
の
祭
典
書
類
が
残
存
し
て
い
る
が
、
明
治
四

十
年
の
祭
典
書
類
に
は
、
主
事
太
鼓
を
借
用
し
た
記
録
が
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
以
外

の
記
録
を
以
下
に
列
挙
す
る
（
以
下
に
引
用
す
る
史
料
は
、
す
べ
て
金
亀
台
組
所
蔵

文
書
。
山
括
弧
は
引
用
者
注
）。 

年次 西暦 買物帳 支払帳
割賦

集金帳

備品

引渡帳
年次 西暦 買物帳 支払帳

割賦

集金帳

備品

引渡帳

明治 4 1871 ● 昭和 4 1929

明治 5 1872 昭和 5 1930 ● ● ●

明治 6 1873 昭和 6 1931 ● ●

明治 7 1874 昭和 7 1932 ● ●

明治 8 1875 昭和 8 1933 ●

明治 9 1876 昭和 9 1934 ●

明治10 1877 ● ● ● ● 昭和10 1935 ● ● ●

明治11 1878 ● ● ● 昭和11 1936 ● ●

明治12 1879 ● ● ● ● 昭和12 1937 ● ● ●

明治13 1880 ● ● ● ● 昭和13 1938 ● ● ●

明治14 1881 ● ● ● ● 昭和14 1939 ● ● ●

明治15 1882 ● ● ● 昭和15 1940 ● ●

明治16 1883 ● ● ● ● 昭和16 1941 ● ●

明治17 1884 ● ● ● ● 昭和17 1942 ● ●

明治18 1885 ● ● ● ● 昭和18 1943 ● ●

明治19 1886 ● ● ● ● 昭和19 1944

明治20 1887 ● ● ● ● 昭和20 1945

明治21 1888 ● ● ● ● 昭和21 1946 ● ●

明治22 1889 ● ● ● ● 昭和22 1947 ● ●

明治23 1890 ● ● ● ● 昭和23 1948 ●

明治24 1891 ● ● ● ● 昭和24 1949 ●

明治25 1892 ● ● 昭和25 1950 ● ●

明治26 1893 ● ● ● ● 昭和26 1951 ● ●

明治27 1894 ● ● ● ● 昭和27 1952 ● ●

明治28 1895 ● ● ● ● 昭和28 1953 ● ●

明治29 1896 ● ● ● ● 昭和29 1954 ● ●

明治30 1897 ● ● ● ● 昭和30 1955 ● ●

明治31 1898 ● ● ● ● 昭和31 1956 ● ●

明治32 1899 ● ● ● ● 昭和32 1957 ● ●

明治33 1900 ● ● ● ● 昭和33 1958 ● ●

明治34 1901 ● ● ● ● 昭和34 1959 ● ●

明治35 1902 ● ● ● ● 昭和35 1960 ● ●

明治36 1903 ● ● ● ● 昭和36 1961 ● ●

明治37 1904 ● ● ● 昭和37 1962 ● ●

明治38 1905 ● ● ● 昭和38 1963 ● ●

明治39 1906 ● ● ● 昭和39 1964 ● ●

明治40 1907 ● ● ● 昭和40 1965 ●

明治41 1908 ● ● ● 昭和41 1966 ● ●

明治42 1909 ● ● ● 昭和42 1967 ● ● ●

明治43 1910 ● ● ● 昭和43 1968 ● ● ●

明治44 1911 ● ● ● ● 昭和44 1969 ● ● ●

大正元 1912 昭和45 1970 ● ● ●

大正 2 1913 ● ● 昭和46 1971 ● ● ●

大正 3 1914 昭和47 1972 ● ● ●

大正 4 1915 ● ● ● 昭和48 1973 ● ●

大正 5 1916 ● ● 昭和49 1974 ● ●

大正 6 1917 ● 昭和50 1975 ● ● ●

大正 7 1918 ● ● 昭和51 1976 ● ● ●

大正 8 1919 ● ● ● 昭和52 1977 ● ● ●

大正 9 1920 ● ● ● ● 昭和53 1978 ● ● ●

大正10 1921 昭和54 1979 ● ● ●

大正11 1922 ● ● ● ● 昭和55 1980 ● ● ●

大正12 1923 ● ● ● ● 昭和56 1981 ● ● ●

大正13 1924 昭和57 1982 ● ● ●

大正14 1925 昭和58 1983 ● ● ●

昭和元 1926 昭和59 1984 ● ● ●

昭和 2 1927 昭和60 1985 ● ● ●

昭和 3 1928 ● 昭和61 1986 ● ● ●

表 金亀台組「祭典書類」残存状況 
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【
史
料
④
】
明
治
十
四
年
御
祭
典
丁
内
入
費
払
方
判
取
帳 

一
、
同
〈
金
〉
六
拾
銭 

 
 

種
村
若
連 

目
覚
大
こ
う
人
足
酒
三
升
代 

 
 
 

此
金
ハ
谷
口
へ
相
渡
し
、
酒
三
升
ハ
谷
口
ゟ
相
渡
可
レ

申
候
。 

一
、
同
〈
金
〉
五
拾
銭 

 
 

円
光
寺 

 

太
鼓
借
用
礼 

【
史
料
⑤
】
明
治
二
十
二
年
御
祭
典
諸
入
費
払
方
帳 

一
、
同
〈
金
〉
五
拾
銭 

 
 

本
光
寺
借
用
物 

【
史
料
⑥
】
明
治
二
十
二
年
借
用
品
通 

一
、
大
太
鼓
一
ツ 

 
 

本
光
寺 
五
拾
銭 

【
史
料
⑦
】
明
治
三
十
四
年
祭
典
諸
費
用
支
払
帳 

一
、
同
〈
金
〉
五
十
銭 

 
 

本
光
寺
太
鼓
礼
金 

【
史
料
⑧
】
大
正
十
二
年
例
祭
祭
典
割
賦
主
事
配
役
明
細
帳 

一
、
金
弐
円 

 
 

太
鼓
御
礼 

真
宗
寺 

一
、
金
弐
円 

 
 

同
木
材
損
料 

【
史
料
⑨
】
昭
和
三
年
例
祭
祭
典
割
賦
集
金
帳 

一
、
参
円 

真
宗
寺 

太
鼓
礼
金 

一
、
弐
円 

青
年
会 

青
年
会
手
当 

一
、
参
円 

主
事
ノ
ヿ
ニ
付
、
特
ニ
青
年
会
ヘ
手
当
交
付
ス
。 

【
史
料
⑩
】
昭
和
十
年
四
月
例
祭
祭
典
割
賦
集
金
帳 

諸
費
用
仕
訳
書 

一
、
同
〈
金
〉
弐
円 

青
年
団
手
当 

一
、
金
壱
円
十
二
銭 

坂
ノ
上
材
木
代 

一
、
同
〈
金
〉
三
円 

真
宗
寺
礼 

【
史
料
⑪
】
昭
和
十
年
主
事
当
番
諸
事
録 

太
鼓 

借
入 

大
太
鼓 

真
宗
宗 

太
鼓
打 

五
人 

 
 

【
史
料
④
】
か
ら
【
史
料
⑪
】
よ
り
窺
え
る
こ
と
を
、
以
下
に
の
べ
る
。 

第
一
に
、
金
亀
台
組
に
お
い
て
は
、
時
期
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
の
、
円
光
寺
・

本
光
寺
・
真
宗
寺
か
ら
主
事
太
鼓
と
し
て
使
用
す
る
大
太
鼓
を
借
用
し
、
そ
の
つ
ど

謝
礼
金
を
支
払
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

第
二
に
、【
史
料
⑧
】【
史
料
⑨
】
よ
り
、
木
材
の
費
用
や
損
料
を
支
払
っ
て
い
る

こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
木
材
は
、
主
事
太
鼓
を
搭
載
す
る
櫓
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

起
し
太
鼓
行
事
に
お
い
て
、
主
事
太
鼓
を
乗
せ
る
櫓
が
組
ま
れ
た
時
期
は
判
然
と
し

な
い
が
、
も
し
、【
史
料
⑧
】【
史
料
⑨
】
の
木
材
が
、
主
事
太
鼓
用
の
櫓
と
す
る
な

ら
ば
、
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
櫓
が
組
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
た
だ
、【
史

料
⑧
】【
史
料
⑨
】
の
み
で
は
、
こ
の
木
材
が
主
事
太
鼓
の
櫓
か
ど
う
か
は
判
断
が

む
ず
か
し
い
。 

第
三
に
、【
史
料
⑩
】【
史
料
⑪
】
よ
り
、
昭
和
十
年
に
も
真
宗
寺
か
ら
主
事
太
鼓

と
し
て
使
用
す
る
大
太
鼓
を
借
用
し
、
謝
礼
金
三
円
を
支
払
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。
す
で
に
、
昭
和
四
年
に
気
多
若
宮
神
社
が
主
事
太
鼓
を
購
入
し
て
い
る
た
め
、

本
来
な
ら
ば
、
真
宗
寺
よ
り
主
事
太
鼓
を
借
用
し
な
く
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
金

亀
台
組
が
主
事
太
鼓
を
借
用
し
た
理
由
は
、
そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
て
が
か
り
が
な
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い
た
め
分
か
ら
な
い
。
が
、【
史
料
③
】
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
昭
和
四
年
に
新

調
さ
れ
た
主
事
太
鼓
は
、
主
事
太
鼓
と
し
て
使
用
す
る
に
は
理
想
的
で
は
な
い
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
金
亀
台
組
が
神
社
所
有
の
主
事
太
鼓
を
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、

か
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
あ
く
ま
で
も
憶
測
で
は
あ
る
が
、
可
能
性

の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

お
わ
り
に 

 

小
稿
に
て
の
べ
た
こ
と
を
以
下
に
ま
と
め
、
擱
筆
し
た
い
。 

①
昭
和
四
年
に
気
多
若
宮
神
社
が
新
調
さ
れ
た
主
事
太
鼓
に
つ
い
て
、
先
学
は
、
昭

和
天
皇
の
御
大
典
記
念
と
し
て
新
調
さ
れ
た
と
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、『
神
社

議
員
集
会
日
誌
』
を
み
る
に
、
主
事
太
鼓
の
購
入
は
偶
然
の
産
物
の
よ
う
に
思
わ

れ
、
当
初
か
ら
新
調
計
画
が
あ
っ
た
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

②
昭
和
四
年
に
気
多
若
宮
神
社
が
主
事
太
鼓
を
購
入
す
る
以
前
は
、
台
組
が
寺
院
よ

り
太
鼓
を
借
用
し
て
、
起
し
太
鼓
行
事
が
な
さ
れ
た
と
先
学
は
指
摘
さ
れ
る
が
、

ど
の
寺
院
か
ら
借
用
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
一
致
を
み
て
い
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
、
金
亀
台
組
が
所
蔵
さ
れ
る
祭
典
書
類
を
み
る
に
、
金
亀
台
組
は
、
円
光
寺

の
ほ
か
、
本
光
寺
、
真
宗
寺
か
ら
も
太
鼓
を
借
用
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。 

③
昭
和
十
年
、
金
亀
台
組
は
、
昭
和
四
年
に
気
多
若
宮
神
社
に
お
い
て
主
事
太
鼓
が

購
入
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
宗
寺
よ
り
起
し
太
鼓
行
事
の
た
め
に
大
太
鼓

を
借
用
し
て
い
る
。
借
用
の
理
由
に
つ
い
て
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
購
入
当
初

か
ら
主
事
太
鼓
と
し
て
使
用
す
る
に
は
理
想
的
で
な
い
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ

て
い
た
の
が
、
そ
の
背
景
に
あ
ろ
う
か
。 

注 

（
一
）『
古
川
町
史
』
史
料
編
三
（
岐
阜
県
吉
城
郡
古
川
町
、
昭
和
六
十
一
年
八
月
）
四
〇
七
頁
～
四
四
五

頁
に
、
一
一
点
の
文
書
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
表
題
の
み
を
示
す
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
文
書
表
題
冒
頭
に
掲
げ
た
数
字
は
、『
古
川
町
史
』
の
文
書
番
号
で
あ
る
。 

九
四
六
「
安
永
五
年
金
亀
台
新
造
入
用
金
割
合
帳
断
簡
」 

九
四
七
「
文
政
三
年
九
月
金
亀
台
組
屋
台
金
割
合
月
講
覚
帳
」 

九
四
八
「
天
保
十
一
年
八
月
金
亀
台
組
新
屋
台
造
立
規
定
」 

九
四
九
「
天
保
十
二
年
金
亀
台
組
新
造
屋
台
入
用
取
調
帳 

乾
」 

九
五
〇
「
天
保
十
二
年
金
亀
台
組
新
造
屋
台
入
用
取
調
帳 

坤
」 

九
五
一
「
天
保
十
一
年
金
亀
台
組
屋
台
再
建
諸
事
出
入
帳
」 

九
五
二
「
天
保
十
二
年
六
月
金
亀
台
組
伊
八
上
京
雑
用
払
方
帳
」 

九
五
三
「
天
保
十
二
年
六
月
金
亀
台
屋
台
蔵
壁
土
請
取
留
帳
」 

九
五
四
「
天
保
十
二
年
八
月
金
亀
台
組
新
造
屋
台
諸
入
用
締
高
帳
」 

九
五
五
「
天
保
十
二
年
十
一
月
金
亀
台
組
新
造
屋
台
入
用
払
方
判
取
帳
」 

九
五
六
「
嘉
永
四
年
金
亀
台
組
屋
台
残
尻
皆
済
決
算
帳
」 

（
二
）
大
野
政
雄
「
起
し
太
鼓
の
今
昔
」（『
広
報
ふ
る
か
わ
』
第
一
六
五
号
、
昭
和
四
十
八
年
四
月
）、
の

ち
『
飛
驒
の
文
化 

斐
太
の
歴
史 

大
野
政
雄
著
述
集
』（
岐
阜
新
聞
社
、
平
成
二
十
三
年
二
月
。
引

用
は
こ
れ
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。）
七
二
五
頁
。 

（
三
）『
平
成
元
年
の
古
川
祭
』（
古
川
町
教
育
委
員
会
、
平
成
三
年
三
月
）
五
八
頁
。 

（
四
）Schnell, Scott, The rousing drum: ritual practice in a Japanese community. 

University of Hawai'i Press 1999, p258. 

傍
線
は
引
用
者
。
以
下
同
じ
。 

（
五
）
渡
辺
久
郎
氏
は
、
昭
和
十
一
年
三
月
二
十
九
日
の
お
生
ま
れ
（『
飛
驒
人
物
事
典
』〈
高
山
市
民
時

報
社
、
平
成
十
二
年
五
月
〉
五
九
三
頁
）。 

（
六
）
昭
和
天
皇
の
即
位
礼
は
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
十
一
月
十
日
、
京
都
御
所
紫
宸
殿
に
お
い
て

挙
行
さ
れ
た
（『
官
報
』
昭
和
三
年
十
一
月
十
日
号
外
）。 
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（
七
）
桑
谷
正
道
編
「
特
集 

古
川
ま
つ
り
」（『
飛
驒
春
秋
』
第
一
四
一
号
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
）
三
一

頁
。 

（
八
）
大
野
政
雄
「
起
し
太
鼓
の
今
昔
」
七
二
四
頁
、Schnell, 

S, 
The 

rousing 
drum: 

ritual 

practice in a Japanese community, pp238-239. 

ほ
か
。 

（
九
）
拙
稿
「
気
多
若
宮
神
社
の
県
社
昇
格―

『
神
社
議
員
集
会
日
誌
』
の
記
事
を
中
心
に
し
て―

」（『
飛

驒
市
歴
史
文
化
調
査
室
報
』
第
四
集
、
令
和
四
年
九
月
）
七
七
頁
。 

（
一
〇
）「
目
覚
太
鼓
」
の
呼
称
は
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
九
月
の
『
御
祭
礼
屋
台
規
式
』（
飛
驒

古
川
ま
つ
り
会
館
所
蔵
）
が
初
見
で
あ
る
。
大
野
政
雄
氏
は
、「
明
治
十
一
年
目
覚
ま
し
太
鼓
と
改
称

し
て
い
っ
そ
う
そ
の
目
的
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
の
は
、
警
察
署
の
許
可
を
と
る
た
め
の
便
宜
か
ら
で

あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
」（
大
野
政
雄
「
古
川
祭
の
変
遷
」〈『
北
飛
タ
イ
ム
ス
』
昭
和
四
十
九
年
四

月
十
六
日
号
〉、
の
ち
『
飛
驒
の
文
化 

斐
太
の
歴
史―

 

大
野
政
雄
著
述
集
』
所
収
、
七
四
〇
頁
）

と
の
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
九
月
の
『
御
祭
礼
屋
台
規
式
』（
飛
驒
古
川
ま

つ
り
会
館
所
蔵
）
に
は
、「
屋
台
引
揃
之
儀
ハ
、
午
前
第
三
時
、
為
二
目
覚
一
主
事
屋
台
ヨ
リ
太
鼓
ヲ

鳴
ラ
シ…

（
以
下
略
）」
と
あ
っ
て
、
成
句
と
し
て
の
目
覚
太
鼓
と
い
う
言
葉
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、

こ
ん
に
ち
の
「
起
し
太
鼓
」
の
呼
称
に
つ
い
て
、
大
野
政
雄
氏
は
、
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
に
、

気
多
若
宮
神
社
規
則
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
復
帰
し
た
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
（
大
野
政
雄
「
起

し
太
鼓
の
今
昔
」
七
二
三
頁
）。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
さ
き
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
四
月
十
八

日
の
『
気
多
若
宮
神
社
例
祭
細
則
』（
飛
驒
古
川
ま
つ
り
会
館
所
蔵
）
第
一
条
に
「
起
シ
太
鼓
ノ
順
路

ハ
出
来
得
ル
限
リ
屋
台
順
路
ニ
ヨ
リ
之
ヲ
行
フ
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
以
後
の
例
祭
細
則
は
、
一
貫
し

て
起
し
太
鼓
の
呼
称
が
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
起
し
太
鼓
の
呼
称
が
公
的
に
も
復
帰
し
た
の

は
、
昭
和
八
年
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。 

（
一
一
）『
大
正
八
年
度
臨
時
大
祭
費
積
立
金
収
支
整
理
簿
』（
気
多
若
宮
神
社
所
蔵
）
に
、「
昭
和
四
年
度

四
月
十
三
日 

目
覚
長
大
太
鼓
代
、
高
山
町
岩
本
善
作
渡
し
。
八
〇
円
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

（
一
二
）『
大
正
八
年
度
臨
時
大
祭
費
積
立
金
収
支
整
理
簿
』
に
、「
昭
和
拾
弐
年
度
一
月
三
十
一
日 

本

光
寺
御
越

（
マ
マ
）

太
鼓
不
用
品
一
個
売
却
代
入 

四
〇
円
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

（
一
三
）
大
野
政
雄
「
古
川
祭
の
今
昔
」
七
二
四
頁
。 

（
一
四
）
桑
谷
正
道
「
特
集 

古
川
ま
つ
り
」
三
一
頁
。 

（
一
五
）
蒲
正
彦
「
古
川
祭
、
昔
と
今
」（『
北
飛
ニ
ュ
ー
ス
』
昭
和
五
十
八
年
四
月
十
五
日
号
）
一
〇
面
。 
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史
料
紹
介 

 
 

大
正
十
二
年
気
多
若
宮
神
社
の
臨
時
大
祭
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
端 

徳
弘 

 

一 

は
じ
め
に 

 

飛
驒
の
大
祭
の
起
源
に
つ
い
て
菱
村
正
文
「
飛
驒
の
大
祭
」『
飛
騨
春
秋
第
九
十

七
号
一
九
六
五
年
』
の
中
で
、
飛
騨
一
之
宮
水
無
神
社
で
安
永
八
年
（
１
７
７
９
）

八
月
十
三
日
か
ら
三
日
間
行
わ
れ
た
大
祭
が
史
料
上
の
初
見
で
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
。
ま
た
、
大
祭
は
、
全
国
的
に
類
例
を
見
な
い
飛
騨
の
み
に
行
わ
れ
る
特
殊
神

事
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
安
永
八
年
以
来
二
百
四
十
年
以
上
経
過
し
て
い
る
が
、

飛
騨
で
は
、
こ
の
間
幾
多
の
大
祭
が
斎
行
さ
れ
て
き
た
。 

 

気
多
若
宮
神
社
が
大
正
十
二
年
（
１
９
２
３
）
に
斎
行
し
た
臨
時
大
祭
は
、
当
初

は
大
正
七
年
（
１
９
１
８
）
に
予
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
準
備
日
数
不
足
や
神

社
の
施
設
や
環
境
整
備
等
の
要
因
に
よ
り
日
程
変
更
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
最
終
的

に
は
大
正
十
二
年
五
月
六
日
か
ら
十
日
ま
で
の
五
日
間
、
氏
子
や
飛
騨
地
域
の
神
社

の
理
解
と
協
力
を
得
て
斎
行
さ
れ
た
。 

 

気
多
若
宮
神
社
所
蔵
史
料
の
中
に
、 

大
正
十
二
年
の
臨
時
大
祭
、
昭
和
四
十 

年
（
１
９
６
５
）
の
式
年
大
祭
、
昭
和 

六
十
一
年
（
１
９
８
６
）
の
式
年
大
祭 

斎
行
の
史
料
が
現
存
し
て
い
る
。 

 

今
回
の
史
料
紹
介
で
は
、
大
正
十
二 

年
の
臨
時
大
祭
に
関
わ
る
史
料
を
取
り 

上
げ
る
。
こ
の
史
料
は
、「
大
正
十
二
年 

十
二
月 

臨
時
大
祭
書
類 

併
社
務
所 

玉
垣
新
築
費 

本
殿
金
具
新
調
神
輿
修

繕
費
書
類 

郷
社
気
多
若
宮
神
社
」
と
墨
書
さ
れ
た
一
つ
の
箱
の
中
に
収
め
ら
れ
た

一
連
の
史
料
、
全
八
十
一
点
で
あ
り
、
年
代
は
大
正
九
年
（
１
９
２
０
）
か
ら
大
正

十
二
年
に
渡
っ
て
い
る
。 

こ
の
中
か
ら
、「
臨
時
大
祭
事
務
章
程
綴
」・
御
分
霊
招
請
状
・
御
分
霊
供
奉
予
定

回
答
の
葉
書
・「
御
分
霊
入
御
還
御
記
載
簿
」・「
庶
務
部
日
誌
」・「
殿
外
装
飾
係
日

誌
」
を
取
り
上
げ
、
臨
時
大
祭
斎
行
の
実
相
に
少
し
で
も
迫
っ
て
い
き
た
い
。 

 

な
お
、
史
料
紹
介
に
あ
た
っ
て
は
、
異
体
字
等
現
用
漢
字
に
変
更
し
て
い
る
。 

 

二 

史
料
紹
介
（
一
）
郷
社
気
多
若
宮
神
社
「
臨
時
大
祭
事
務
章
程
綴
」 

  
 
 
 
 

郷
社
気
多
若
宮
神
社
臨
時
大
祭
事
務
所
規
定 

第
一
条 

大
祭
事
務
所
ヲ
郷
社
気
多
若
宮
神
社
臨
時
大
祭
事
務
所
ト
称
シ
左
ノ
役

員
ヲ
置
ク 

 
 
 
 
 

総
裁 

一
名 

副
総
裁 

一
名 

顧
問 

無
定
員 

第
二
条 

本
所
ニ
左
ノ
三
部
役
員
及
各
係
役
員
ヲ
置
キ
大
祭
ニ
関
ス
ル
事
務
ヲ
分

担
ス 

 
 
 
 
 

庶
務
部
長
一
名 

副
長 

若
干
名 

部
員 

若
干
名 

（
一
） 

御
分
霊
送
迎
係
（
二
）
殿
外
装
飾
係
（
三
）
電
燈
係 

 
 
 
 

（
四
）
点
燈
係
（
五
）
警
備
係
（
六
）
衛
生
係
（
七
）
舞
殿
係 

 
 
 
 

（
八
）
一
般
休
憩
所
係
（
九
）
御
神
輿
及
祭
器
預
り
係 

 
 
 
 

（
十
）
殿
内
装
飾
係 

 
 
 
 
 
 

各
係
長
一
名 

副
長 

若
干
名 

係
員 

若
干
名 

 
 
 
 
 

但
事
務
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
係
長
副
ヲ
置
サ
ル
コ
ト
ヲ
得 

 
 

 
 
 
 
 

祭
典
部
長
一
名 

副
長 

若
干
名 

部
員 

若
干
名 

図１ 臨時大祭書類箱 
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（
一
）
神
饌
係
（
二
）
神
職
係
（
三
）
雅
楽
係
（
四
）
神
楽
係 

 
 
 
 

（
五
）（
殿
内
点
燈
係 

殿
守
係 

神
楽
舞
係
）（
六
）
采
女
係 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

各
係
長
一
名 

副
長 

若
干
名 

係
員 

若
干
名 

 
 
 
 
 

但
事
務
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
係
長
副
ヲ
置
サ
ル
コ
ト
ヲ
得 

 
 
 
 
 

会
計
部
長
一
名 

副
長 

若
干
名 

部
員 

若
干
名 

（
一
）
献
備
品
（
二
）
上
納
係
（
三
）
用
度
係
（
四
）
饗
応
係 

（
五
）
直
会
準
備
係
（
六
）
直
会
神
酒
係 

 
 
 
 
 
 

各
係
長
一
名 
副
長 

若
干
名 

係
員 

若
干
名 

 
 
 
 
 

但
事
務
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
係
長
副
ヲ
置
サ
ル
コ
ト
ヲ
得 

第
三
条 

総
裁
ハ
臨
時
大
祭
ニ
関
ス
ル
一
切
ノ
事
務
ヲ
総
括
ス 

第
四
条 

副
総
裁
ハ
総
裁
ヲ
補
ケ
総
裁
不
在
ノ
時
ハ
之
カ
代
理
ヲ
ナ
ス 

第
五
条 

顧
問
は
総
裁
の
諮
問
に
応
シ
重
要
事
項
ヲ
協
定
す 

第
六
条 

本
所
ニ
大
祭
日
誌
ヲ
備
ヘ
処
理
シ
タ
ル
緊
要
ノ
事
項
並
ニ
本
所
役
員
ノ

出
勤
宿
直
者
氏
名
ヲ
記
載
ス 

第
七
条 

各
部
係
ノ
事
務
要
項
ハ
其
章
程
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル 

  
 
 
 

庶
務
部
事
務
章
程 

第
一
条 

本
部
ハ
臨
時
大
祭
ニ
関
シ
庶
務
ニ
属
ス
ル
総
テ
ノ
事
務
ヲ
総
理
ス 

第
二
条 

本
部
ニ
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク 

 
 
 
 
 
 

部
長
一
名 

副
長 

若
干
名 

部
員 

若
干
名 

第
三
条 

本
部
ニ
左
ノ
諸
係
及
役
員
ヲ
置
ク 

御
分
霊
送
迎
係 

殿
内
装
飾
係 

殿
外
装
飾
係 

電
燈
係 

 
 
 
 

点
燈
係 

警
衛
係 

衛
生
係 

舞
殿
係 

一
般
休
憩
所
係 

御
神
輿
及
祭
器
預
リ
係 

第
四
条 

本
部
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
担
任
ス 

 
 

一 

郷
社
以
上
ノ
御
分
霊
奉
送
迎
ト
シ
テ
各
部
諸
係
中
ヨ
リ
数
名
宛
委

員
派
遣
ヲ
総
裁
ノ
決
裁
ヲ
得
テ
施
行
ス
ル
コ
ト 

ニ 

各
部
諸
係
ヲ
シ
テ
事
務
章
程
ノ
執
務
ヲ
励
行
セ
シ
ム
ル
為
メ
時
々 

状
況
ヲ
巡
察
シ
指
揮
監
督
ヲ
ナ
ス
コ
ト 

 
 
 
 

三 

本
部
各
係
ヨ
リ
物
品
買
入
借
入
ノ
請
求
ア
ル
ト
キ
ハ
審
査
ヲ
遂 

 
 
 
 
 
 

ケ
必
要
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
品
質
数
量
ヲ
定
メ
部
長
検
印
ノ
上

其
係
ヨ
リ
会
計
部
ニ
請
求
セ
シ
ム
ル
コ
ト 

 
 
 
 

四 

本
部
及
各
係
中
必
要
ノ
人
夫
小
使
ハ
会
計
部
ヘ
請
求
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

五 

時
々
境
内
参
詣
路
ノ
清
潔
ニ
注
意
シ
毎
朝
掃
除
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
コ

ト 

 
 
 
 

六 

日
誌
ヲ
記
録
シ
日
勤
簿
其
他
必
要
ノ
帳
簿
ヲ
調
製
明
記
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

七 

本
部
ニ
属
ス
ル
各
係
ヨ
リ
提
出
セ
シ
普
通
事
件
ノ
外
ハ
総
裁
局
ノ

決
裁
ヲ
経
テ
執
行
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

御
分
霊
送
迎
係
事
務
章
程 

第
一
条 

当
係
ハ
庶
務
部
ニ
隷
属
シ
召
請
神
社
御
分
霊
ヲ
警
護
送
迎
ス
ル
コ
ト
ヲ

担
任
ス 

第
二
条 

事
務
ヲ
統
一
ス
ル
タ
メ
係
長
一
名
副
長
若
干
名
ヲ
置
ク 

第
三
条 

係
員
ハ
祭
日
中
早
朝
ヨ
リ
詰
所
ニ
出
勤
シ
係
長
ノ
指
示
ニ
従
ヒ
前
条
ノ

事
務
ヲ
分
掌
ス 

第
四
条 

警
護
送
迎
ノ
区
域
ハ
坂
下
旗
下
迠
ト
ス 

第
五
条 

招
待
神
社
ノ
御
神
輿
ハ
唐
櫃
祭
具
ヲ
預
リ
不
敬
ニ
渉
ラ
ザ
ル
様
保
護
ス

ル
モ
ノ
ト
ス 

第
六
条 

御
分
霊
送
迎
ニ
ハ
裃
ヲ
着
用
ノ
コ
ト 

 
 
 
 

但
夜
間
不
得
止
事
情
ア
ル
ト
キ
ハ
羽
織
袴
ヲ
着
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 
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第
七
条 

必
要
物
品
ア
ル
ト
キ
ハ
係
長
及
庶
務
部
ノ
検
印
ヲ
得
テ
会
計
部
ヘ
請
求

ス
ル
事 

第
八
条 
臨
時
発
生
セ
シ
事
件
ハ
庶
務
部
ヘ
協
議
ノ
上
処
理
ス
ル
コ
ト 

 
 
 

＊
以
下
の
事
務
章
程
は
、
省
略
。
殿
内
装
飾
事
務
章
程
・
殿
外
装
飾
事
務

章
程
・
電
燈
及
点
燈
係
事
務
章
程
・
警
衛
係
事
務
章
程
・
衛
生
係
事
務
章

程
・
舞
殿
係
事
務
章
程
・
一
般
休
憩
係
事
務
章
程 

 
 

 
 

 

会
計
部
事
務
章
程 

第
一
条 

本
部
ハ
会
計
ニ
関
ス
ル
事
務
ヲ
総
括
シ
金
穀
物
品
ノ
出
納
ヲ
担
任
ス 

第
二
条 

本
部
ニ
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク 

 
 
 
 

部
長
一
名 

副
長 

若
干
名 

部
員 

若
干
名 

第
三
条 

本
部
ニ
左
ノ
諸
係
及
役
員
ヲ
置
ク 

 
 
 
 

用
土
係 

上
納
係 

饗
応
係 

直
会
準
備
係 

直
会
神
酒
係 

献
備
品
係 

係
長
一
名 

副
長
若
干
名 

係
員
若
干
名 

第
四
条 

祭
日
中
早
朝
ヨ
リ
詰
所
ニ
出
勤
シ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル 

 
 
 
 

但
祭
日
前
後
ノ
事
務
ハ
別
ニ
定
ム
ル
所
ニ
拠
ル 

 
 
 
 

一 

一
日
限
リ
献
納
金
穀
物
品
ヲ
上
納
所
係
ヨ
リ
受
領
監
守
ス
ル
コ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ト 

 
 
 
 

二 

各
係
ヨ
リ
物
品
ノ
借
入
買
入
ノ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ 

 
 

調
査
ヲ
遂
ケ
必
要
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
認
印
ノ
上 

 
 

其
調
達
方
ヲ
用
度
係
ニ
命
ス
ル
コ
ト 

三 

請
負
人
ヨ
リ
受
取
タ
ル
饗
饌
菓
子
及
神
饌
係
ヨ
リ
受
領
シ
且
購 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

入
セ
シ
酒
茶
菓
其
他
ノ
品
ハ
厳
重
ニ
保
監
シ
直
会
準
備
係
及
神
職

賄
人
ヘ
供
給
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

四 

毎
日
直
会
準
備
係
ヨ
リ
納
付
ス
ル
直
会
券
ト
供
給
セ
シ
饗
饌
菓
子

数
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

五 

祭
官
ニ
要
ス
ル
飲
食
物
夜
具
其
他
ノ
物
品
ハ
神
職
ヨ
リ
毎
日
提
出

ス
ル
祭
官
出
勤
簿
ニ
依
リ
準
備
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

六 

借
入
品
ノ
受
渡
ヲ
明
細
ニ
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

七 

購
求
物
件
代
金
其
他
ノ
支
払
ヲ
ナ
ス
コ
ト 

 
 
 
 

八 

大
祭
中
交
代
宿
直
ヲ
ナ
ス
コ
ト 

 
 
 
 

九 

人
夫
及
小
使
ヲ
各
部
ヨ
リ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
必
要
ト
認
ム
ル

モ
ノ
ニ
限
リ
其
供
給
ヲ
ナ
ス
コ
ト 

第
五
条 

第
四
条
掲
記
ノ
金
穀
物
品
ノ
受
渡
ヲ
ナ
ス
ト
キ
ハ
其
係
員
若
ク
ハ
関 

係
者
ノ
検
印
証
印
ヲ
徴
ス
ヘ
シ 

第
六
条 

第
四
条
中
普
通
事
件
ノ
外
ハ
総
裁
ノ
決
裁
ヲ
ウ
ク
ル
モ
ノ
ト
ス 

第
七
条 

所
要
ノ
帳
簿
ヲ
備
ヘ
金
穀
物
品
ノ
出
納
ヲ
明
記
ス 

第
八
条 

臨
時
発
生
セ
シ
事
件
ハ
総
裁
ノ
決
裁
ヲ
経
テ
処
理
ス
ル
モ
ト
ス 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

用
度
係
事
務
章
程 

第
一
条 

当
係
ハ
会
計
部
ニ
隷
属
シ
必
要
ノ
器
具
雑
品
ヲ
調
度
ス
ル
事
ヲ
担
任 

 
 
 
 

 
 
 
 

ス 

第
二
条 

係
長
一
名 

副
長
若
干
名
ヲ
置
ク 

第
三
条 

係
員
ハ
祭
日
中
早
朝
ヨ
リ
詰
所
ニ
出
勤
シ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル 

 
 
 
 

一 

既
ニ
新
調
シ
又
ハ
借
入
タ
ル
物
品
ハ
各
係
配
布
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

二 

各
係
ヨ
リ
会
計
部
ヲ
経
テ
請
求
セ
シ
物
品
ヲ
供
給
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

三 

必
要
ノ
物
品
ハ
会
計
部
当
係
保
監
ノ
買
物
帳
借
物
帳
ヲ
以
テ
買
入

借
入
ヲ
ナ
ス
コ
ト 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

四 

買
物
借
物
ニ
シ
テ
不
要
ニ
属
ス
ル
時
ハ
即
時
処
置
ヲ
ナ
ス
コ
ト 
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五 

祭
日
終
了
後
各
係
配
布
ノ
物
品
ヲ
集
纏
シ
処
理
ヲ
ナ
ス
コ
ト 

 
 
 
 

六 

集
纏
セ
シ
物
品
不
足
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
事
実
取
調
ノ
上
其
係 

ヲ
シ
テ
償
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得 

第
四
条 

第
三
条
第
一
号
第
二
号
ノ
物
品
ハ
其
係
長
副
又
ハ
係
員
及
部
長
副
ノ 

検
印
ア
リ
テ
必
要
ト
認
メ
タ
ル
上
帳
簿
ニ
受
印
ヲ
ナ
サ
シ
メ
交
付
ス 

ベ
シ 

第
五
条 

第
三
条
第
三
号
乃
至
第
六
号
ハ
会
計
部
ニ
協
議
シ
其
指
示
ヲ
待
チ
テ 

処
理
ス
ベ
シ 

第
六
条 

総
テ
物
品
ノ
受
渡
ヲ
ナ
ス
ト
キ
ハ
相
手
方
ノ
証
印
ヲ
要
ス 

第
七
条 

臨
時
発
生
セ
シ
事
件
ハ
会
計
部
又
ハ
庶
務
部
協
議
ノ
上
処
理
ス
ベ
シ 

 
 
 
 

 
 
 
 

＊
上
納
係
事
務
章
程
・
饗
応
係
事
務
章
程
・
直
会
準
備
係
事
務
章
程
・ 

直
会
神
酒
係
事
務
章
程
・
献
備
品
係
事
務
章
程
略 

 

祭
典
部
事
務
章
程 

第
一
条 

本
部
ハ
臨
時
大
祭
祭
典
ニ
関
ス
ル
総
テ
ノ
事
務
ヲ
総
理
ス 

第
二
条 

本
部
ニ
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク 

 
 
 
 

部
長
一
名 

副
長 

若
干
名 

部
員 

若
干
名 

第
三
条 

本
部
ニ
左
ノ
諸
係
及
役
員
ヲ
置
ク 

神
饌
係 

神
職
係 

雅
楽
係 

采
女
係 

神
楽
係 

 

 
 
 
 

神
楽
舞
係 

殿
守
係 

殿
内
献
燈
係 

第
四
条 

本
部
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
担
任
ス 

 
 
 
 

一 

神
饌
ハ
予
算
ニ
ヨ
リ
其
係
員
ヲ
シ
テ
之
ヲ
調
達
セ
シ
メ
撤
饌
ハ 

係
ヨ
リ
会
計
部
ヘ
下
渡
ス
可
キ
モ
ノ
ト
ス 

 
 
 
 

二 

本
部
各
係
ヨ
リ
物
品
買
入
借
入
ノ
請
求
ア
ル
ト
キ
ハ
審
査
ヲ
遂 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ケ
必
要
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
品
質
数
量
ヲ
定
メ
部
長
検
印
ノ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

上
其
係
ヨ
リ
会
計
部
ヘ
請
求
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

三 

本
部
及
各
係
中
必
要
ノ
人
夫
小
使
ハ
会
計
部
ヘ
請
求
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

四 

祭
典
ノ
時
刻
ハ
其
日
ノ
典
禮
ニ
照
会
シ
総
裁
局
ヲ
初
メ
各
部
諸
係 

ヘ
通
知
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 
 
 

但
神
楽
係 

雅
楽
係 

采
女
係 

神
饌
係
ヘ
ハ
至
急
ヲ
要
ス 

 
 
 
 

五 

毎
祭
総
代
拝
者
ノ
員
数
ヲ
定
メ
各
係
順
次
平
等
ニ
配
当
シ
其
都
度

通
知
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

六 

殿
内
ノ
清
潔
ヲ
注
意
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

七 

日
誌
ヲ
記
録
シ
日
勤
簿
其
他
必
要
ナ
ル
帳
簿
ヲ
調
整
明
記
ス
ル
コ

ト 

 
 
 
 

八 

本
部
ニ
属
ス
ル
各
係
ヨ
リ
提
出
セ
シ
普
通
事
ノ
外
ハ
総
裁
局
ノ
決

裁
ヲ
経
テ
執
行
ス
ル
コ
ト 

  
 
 
 
 
 

神
饌
係
事
務
章
程 

第
一
条 

当
係
ハ
祭
典
部
ニ
隷
属
シ
神
饌
ヲ
調
理
ス
ル
コ
ト
ヲ
担
任
ス 

第
二
条 

当
係
ニ
係
長
一
名 

副
長
若
干
名
ヲ
置
ク 

第
三
条 

係
員
ハ
祭
日
中
早
朝
ヨ
リ
詰
所
ニ
出
勤
シ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル 

 
 
 
 

一 

神
饌
用
器
ヲ
準
備
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 
 
 

其
種
類
大
約
左
ノ
如
シ 

 
 
 
 
 
 

三
宝 

八
脚
台 

瓶
子
皿 

水
器 

神
水
桶 

洗
桶 

手
桶 

大
小
柄
杓 

俎 

庖
丁 

布
巾
（
五
尺
）
紙 

水
引 

素
焼
盃 

 
 
 
 
 
 

長
柄
銚
子
一
組 

承
壺 

出
シ
ロ 

神
酒
入
瓶
（
約
弍
升
入
） 

 
 
 
 
 
 

竹
製
小
杓 

上
戸 

 
 
 
 

二 
神
饌
幣
帛
ハ
部
長
ヨ
リ
交
付
セ
シ
予
算
書
ニ
拠
リ
調
達
ス
ル
コ
ト 

第
四
条 

第
三
条
第
一
号
ノ
物
品
ハ
会
計
部
ヨ
リ
収
領
ス
ル
コ
ト 
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第
五
条 

予
算
外
ノ
神
饌
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
係
長
副
ノ
検
印
ヲ
以
テ
部
長
ノ
承
認 

ヲ
受
ク
ベ
シ 

第
六
条 
神
饌
物
調
達
ノ
方
法
ニ
関
シ
テ
ハ
予
メ
部
長
ト
協
定
ス
ル
モ
ノ
ト
ス 

第
七
条 

撤
饌
ハ
会
計
部
ヘ
下
渡
ス
可
キ
モ
ノ
ト
ス 

第
八
条 

神
饌
受
渡
ノ
際
ハ
神
饌
受
渡
簿
ニ
其
品
目
数
量
ヲ
明
記
シ
受
印
ヲ
要
ス 

第
九
条 

招
請
神
社
御
分
霊
御
還
幸
ノ
際
ハ
其
撤
饌
ヲ
供
奉
員
ニ
交
付
ス
ル
モ
ノ 

ト
ス 

第
十
条 

神
饌
ノ
調
理
ニ
従
事
ス
ル
者
ハ
毎
日
入
浴
シ
清
浄
ノ
衣
服
ヲ
着
用
シ
且

覆
面
ヲ
要
ス 

第
十
一
条 

神
饌
出
来
ノ
都
度
神
職
ノ
点
検
ヲ
請
求
ス
ベ
シ 

第
十
二
条 

臨
時
発
生
セ
シ
事
件
ハ
祭
典
部
及
会
計
部
ト
協
議
ノ
上
処
理
ス
ル
モ

ノ
ト
ス 

 

＊
神
職
係
事
務
章
程
・
雅
楽
係
事
務
章
程
・
神
楽
係
事
務
章
程
・ 

采

女
係
事
務
章
程
・
神
楽
係
事
務
章
程
・
殿
守
係
事
務
章
程
・
殿
内
献

燈
係
事
務
章
程
略 

 

①
資
料
の
解
説 

 

「
臨
時
大
祭
事
務
章
程
綴
」
は
、
Ｂ
５
版
四
十
八
頁
に
わ
た
る
史
料
で
小
冊 

子
と
な
っ
て
現
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
臨
時
大
祭
斎
行
の
基
盤
と
な
る
大
変 

重
要
な
も
の
で
あ
る
。
役
員
構
成
や
各
部
・
各
係
の
構
成
そ
し
て
そ
れ
ら
の
職 

務
内
容
を
具
体
的
に
記
述
し
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
臨
時
大
祭
が
組
織
立 

て
ら
れ
、
運
営
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

事
務
章
程
の
構
成
は
、
事
務
所
規
程
・
庶
務
部
事
務
章
程
・
会
計
部
事
務
章 

程
・
祭
典
部
事
務
章
程
の
四
部
で
あ
る
。 

事
務
所
規
程
は
、
臨
時
大
祭
斎
行
の
中
枢
と
な
る
総
裁
・
副
総
裁
・
相
談
役 

な
ど
の
役
員
の
配
置
と
そ
の
職
務
内
容
、
実
際
の
実
務
を
執
行
す
る
た
め
の
組
織
と

し
て
庶
務
部
・
会
計
部
・
祭
典
部
の
三
部
と
そ
れ
ぞ
れ
の
部
に
属
す
る
係
の
設
置
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
。 

 

庶
務
部
事
務
章
程
は
、
庶
務
部
全
般
が
担
当
す
る
仕
事
内
容
、
部
の
役
員
と
係
の

構
成
に
つ
い
て
述
べ
、
続
い
て
、
庶
務
部
に
所
属
す
る
御
分
霊
送
迎
係
事
務
章
程
を

皮
切
り
に
十
係
の
事
務
章
程
を
順
次
記
載
し
て
い
る
。 

 

会
計
部
事
務
章
程
は
、
会
計
部
が
会
計
事
務
全
般
の
担
当
で
あ
る
こ
と
述
べ
、 

そ
の
執
行
に
当
た
る
役
員
、
係
の
構
成
及
び
職
務
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
述
し

て
い
る
。
続
い
て
、
会
計
部
に
所
属
す
る
用
度
係
を
は
じ
め
六
係
の
事
務
章
程
が
記

載
さ
れ
て
い
る
。 

 

祭
典
部
事
務
章
程
は
、
祭
典
部
が
臨
時
大
祭
の
祭
典
の
全
て
の
事
務
を
担
当
す
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
執
行
に
当
た
る
部
長
や
係
長
な
ど
の
役
員
の

構
成
及
び
職
務
内
容
を
具
体
的
に
記
述
し
て
い
る
。
続
い
て
、
会
計
部
に
所
属
す
る

神
職
係
を
は
じ
め
七
係
の
事
務
章
程
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
神
社
議
員
集
会
日
誌
』
に
よ
れ
ば
、
臨
時
大
会
事
務
章
程
が
正
式
に
決
定
さ
れ

た
の
は
、
大
正
十
一
年
（
１
９
２
２
）
七
月
七
日
で
あ
る
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
基
づ
き
、
同
年
十
二
月
十
一
日
に
、
総
裁
本
田
秋
憲
、
副
総
裁
渡
邊
一
郎
、
顧

問
熊
崎
喜
衛
門
、
同
布
勢
又
蔵
、
同
荒
木
秋
崖
が
選
任
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
他
の
役

員
選
考
は
、
神
職
・
総
裁
・
副
総
裁
・
顧
問
に
一
任
さ
れ
た
。 

そ
の
後
、
一
任
さ
れ
た
神
職
・
総
裁
ら
は
、
何
度
か
会
議
を
開
き
、
大
正
十
二
年

一
月
四
日
に
、
役
員
全
員
を
決
定
し
た
。
同
年
二
月
五
日
に
、
臨
時
大
祭
の
委
嘱
書

及
び
依
頼
状
が
副
総
裁
・
顧
問
・
正
副
部
長
・
正
副
係
長
ら
の
総
員
八
十
四
名
に
配

達
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
二
月
十
二
日
に
古
川
町
役
場
楼
上
に
て
、
臨
時
大
祭
の
役
員

大
集
会
を
開
き
、
本
田
総
裁
よ
り
、
事
務
章
程
の
説
明
が
な
さ
れ
た
。 
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三 

史
料
紹
介(

二) 

臨
時
大
祭
御
分
霊
招
請
状 

                        

図２ 臨時大会運営組織図 

 
  

 

神
職 

氏
子 

 
 
 
 

御
中 

来
ル
五
月 

 
 

 

五
日
間
本
社
ニ
於
テ 

 

臨
時
大
祭
執
行
可
仕
候
ニ
付 

御
分
霊
御
招
請
仕
度
候
条 

御
神
輿
供
奉
被
来
下
度 

此
段
奉
紙
上
候 

敬
具 

 
 

追
而
可
相
成
ハ
初
日
着
御
相
成
候
様 

 
 

煩
御
配
慮
候
度
併
而
奉
願
上
候 

  
 

古
川
町
郷
社
気
多
若
宮
神
社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
職 

大
正
十
二
年 

月 

日 
 

天
木 

喜
久
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

立
田 

梅
之
助 

 
 
 
 
 
 
 

氏
子
総
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
田 

秋
憲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

和
田 

助
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
近 

文
三
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

蒲 

八
十
彦 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

清
水 

文
七 

自
六
日 

至
十
日 

図３ 臨時大祭御分霊招請状 
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図４ 御分霊供奉予定事項回答の葉書（郷社
栗原神社）「気多若宮神社所蔵資料」 

①
史
料
の
解
説 

 
『
神
社
議
員
集
会
日
誌
』
に
よ
れ
ば
、
御
分
霊
招
請
状
が
発
送
さ
れ
た
の
は
大
正

十
二
年
（
１
９
２
３
）
三
月
八
日
で
あ
る
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
招
請
神
社
は
、
二

百
三
十
社
で
あ
っ
た
。
対
象
と
な
る
神
社
は
、
吉
城
郡
と
高
山
町
は
全
社
、
大
野
郡

と
益
田
郡
は
、
郷
社
で
あ
る
と
大
正
十
一
年
（
１
９
２
２
）
七
月
五
日
に
決
定
し
て

い
た
。 

 

こ
の
招
請
状
は
、
御
分
霊
の
招
請
と
神
輿
供
奉
を
お
願
い
し
た
内
容
で
あ
る
。 

ま
た
、
追
記
と
し
て
、
な
る
べ
く
大
祭
初
日
の
神
輿
供
奉
を
お
願
い
し
て
い
る
。 

こ
の
意
図
は
、
招
請
側
と
し
て
は
大
変
で
あ
る
が
、
賑
々
し
く
華
や
か
な
大
祭
を
創

出
し
た
い
と
い
う
願
い
か
ら
と
推
察
さ
れ
る
。 

差
出
人
は
、
神
職
二
名
、
氏
子
総
代
五
名
の
計
七
名
で
あ
る
。 

神
職
天
木
喜
久
三
は
、
社
司
、
立
田
梅
之
助
は
禰
宜
で
あ
っ
た
。
臨
時
大
祭
中
行

わ
れ
る
本
祭
、
夜
祭
な
ど
の
祭
主
は
天
木
喜
久
三
、
副
祭
主
は
立
田
梅
之
助
が
務
め

た
。
天
木
喜
久
三
は
、
古
川
町
布
勢
又
蔵
家
出
身
で
明
治
四
十
三
年
（
１
９
１
０
）

か
ら
昭
和
四
十
一
年
（
１
９
６
６
）
ま
で
の
五
十
六
年
間
の
大
変
長
き
に
わ
た
り
社

司
・
宮
司
を
務
め
た
。
ま
た
、
立
田
梅
之
助
は
神
職
の
傍
ら
号
を
湯
萬
年
と
称
し
石

材
彫
刻
家
と
し
て
活
躍
し
飛
騨
各
地
に
作
品
を
残
し
て
い
る
。
大
正
十
一
年
作
成
の

気
多
若
宮
神
社
の
社
号
碑
も
そ
の
一
つ
で
現
存
し
て
い
る
。 

 

氏
子
総
代
五
名
中
、
本
田
秋
憲
・
田
近
文
三
郎
・
蒲
八
十
彦
・
清
水
文
七
の
四
名

は
、
古
川
町
選
出
、
和
田
助
左
衛
門
は
、
神
社
の
所
在
地
上
気
多
選
出
と
な
っ
て
い

る
。
五
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ
臨
時
大
祭
の
重
要
な
役
員
に
就
任
し
た
。
そ
れ
は
、
総
裁

本
田
秋
憲
、
祭
典
部
長
和
田
助
左
衛
門
、
庶
務
部
長
田
近
文
三
郎
、
会
計
部
長
蒲
八

十
彦
、
会
計
部
副
部
長
清
水
文
七
で
あ
っ
た
。
臨
時
大
祭
は
、
こ
の
五
名
が
中
枢
と

な
り
企
画
運
営
さ
れ
た
。 

 

四 

史
料
紹
介
（
三
）
御
分
霊
供
奉
予
定
回
答
の
葉
書 

 

左
の
史
料
は
、
郷
社
栗
原
神
社
（
上
宝
村
宮
原
）
か
ら
の
回
答
を
記
し
た
葉
書
で

あ
る
。 

 
 
 
 
 

      

        
 

 

 
①
史
料
の
解
説 

 
葉
書
は
、
招
請
状
と
共
に
各
神
社
に
配
布
さ
れ
と
思
わ
れ
る
。
三
月
二
十
五
日
ま

で
に
回
答
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
た
。
大
祭
準
備
の
基
礎
資
料
と
な
る
大
変
重
要
な

情
報
を
得
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。 

 

・
御
分
霊
供
奉
の
有
無 

・
鎮
座
地
の
地
名 

・
神
社
名 
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・
着
御 

・
還
御
の
日
時 

・
直
会
へ
の
出
席
人
数 

 
 
 
 

 
各
神
社
か
ら
の
回
答
を
基
に
、
各
部
が
大
祭
を
迎
え
る
準
備
を
行
っ
た
。
例
え
ば
、

直
会
の
料
理
、
神
酒
の
手
配
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、「
御
分
霊
入
御
還
御
記
載
簿
」

等
の
資
料
を
作
成
し
た
部
も
あ
る
。
そ
の
一
例
を
次
に
紹
介
す
る
。 

 

五 

史
料
紹
介
（
四
）「
御
分
霊
入
御
還
御
記
載
簿
」   

      

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          

①
史
料
の
解
説 

 

こ
の
史
料
は
、
祭
典
部
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
町
村
別
に
御
分
霊
を
入
御
・

還
御
し
た
日
時
と
そ
の
神
社
名
が
記
載
さ
れ
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
５
は
、

古
川
町
の
み
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
吉
城
郡
・
大
野
郡
の
各
神
社
別
に
同
様
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
載
簿
を
見
る
と
、
吉
城
郡
か
ら
百
社
、
大
野
郡
か
ら
十
二

社
合
計
百
十
二
社
が
入
御
・
還
御
し
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

入
御
は
、
大
会
初
日
五
月
六
日
七
十
五
社
、
七
日
十
六
社
、
八
日
六
社
、
九
日
十

三
社
、
十
日
二
社
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
還
御
は
、
六
日
三
社
、
七
日
二
十
九
社
、

八
日
十
三
社
、
九
日
五
十
七
社
、
最
終
日
十
日
十
社
と
な
っ
て
い
る
。（
図
六
及
び

資
料
３
参
照
） 

           

 
六 
史
料
紹
介
（
五
）「
庶
務
部
日
誌
」 

 

大
祭
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
事
務
章
程
事
務
所
規
程
第
六
条
に
基
づ
き
各
部
各
係

は
日
誌
と
係
員
の
出
勤
簿
を
整
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。史
料
紹
介
（
五
）で
は
、

 
 
 御

分
霊 

 
 
 

記
載
簿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

祭
典
部 

 
 吉

城
郡
古
川
町 

 

御
分
霊 

入
御 

月
日 

 
 
 
 

大
字
社
格 

 
神
社 

 
 
 

検
印 

 
 
 
 
 

還
御 

月
日 

六
日
午
前 

 
 

十
日 

八
時
半 

 

午
后
四
時
十
分 

 

殿
町 

 
 

増
島
天
満
神
社 

印 

〃 

午
后 

 
 

九
日 

 
 
 

一
時
半 

 

十
一
時
半 
 
 
 

上
町 

 
 

栗
原
神
社 

 
 

印 

〃 

午
前 

 
 

九
日 

十
一
時
半 

午
后
四
時
廿
五
分 

沼
町 

 
 

大
歳
神
社 

 
 

印 

〃 

午
后 

 
 

十
日 

 
 
 

一
時
半 
 

四
時
半 

 
 
 
 

是
重 

 
 

貴
船
神
社 

 
 

印 
 

六
日 

午
前 

 

九
日 

 
 
 

十
時
半 

 

午
前
十
二
時 

 
 

下
気
多 

 

水
穂
神
社 

 
 

印 

入
御 

還
御 

図５「御分霊入御還御記載簿」 

 

図６ 御分霊入御還御神社数 
「御分霊入御還御記載簿」（「気
多若宮神社所蔵資料」をもとに
作成） 

郡 町村 神社数
古川町 5
国府村 23
細江村 7
小鷹利村 10
河合村 6
坂上村 3
袖川村 9
阿曽布村 17
船津町 7
上宝村 13
髙山町 5
灘村 1
大名田村 1
丹生川村 4
宮村 1
計 112

大野郡

御分霊入御還御神社数

吉城郡
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「
庶
務
部
日
誌
」
を
次
の
史
料
紹
介(

六)

で
は
、「
殿
外
装
飾
係
日
誌
」
を
取
り
上

げ
部
や
係
の
具
体
的
な
動
き
や
活
動
に
迫
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

                       

                         

 
 

日
誌 
庶
務
部 

 
 
 
 

庶
務
部
員
日
勤
簿 

 
 

六
日 

七
日 

八
日 

九
日 
十
日 

備
考 

 

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 
 
 

田
近
文
三
郎 

 

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 
 
 

川
上
弥
兵
衛 

 
 
 
  

上 
 

上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政
井 

藤
三 

 

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 

上        
足
立
仁
太
郎 

 
 

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 
 
 

樹
下 

代
吉 

   

上 
 

上 
 
 
 
 
 
 
 

上 
 
 
 

田
口
鐵
太
郎 

    
 
 
 
 
 

上 
 

上 
 

上 
 
 
 

牛
丸
副
部
長 

    

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 
 
 

本
田
総
裁 

   

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 
 
 

渡
邊
副
総
裁 

 
 
 
 
 

上 
 

上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熊
崎
顧
問 

 
 
 
 
 

上    

上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天
木
顧
問 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

上 
 

上 

上 
        

牛
丸
顧
問 

 

上 
 

上                         

荒
木
顧
問 

 

増
島
神
社
及
河
合
村
有
家
白
山
神
社
之
二
社
第
一
着
ニ
参
着 

相
成
タ
リ 

第
二
細
江
村
数
河
松
尾
白
山
神
社
参
着
相
成
タ
リ 

 

五
月
六
日
晴
天 

各
神
社
賑
々
敷
御
参
着
相
成
タ
リ 

本
田
総
裁
渡
邊
副
総
裁
各
係
長
以
下
部
員
出
席
セ
ラ
ル 

荒
木
顧
問
出
席
セ
ラ
ル 

郷
社
以
上
御
分
霊
奉
送
迎
之
為
各
係
へ
警
護
派
遣
方
通
知
セ 

 
 
 
 

リ 本
日
午
後
四
頃
よ
り
雨
降
ト
ナ
ル 

御
分
霊
奉
送
迎
之
為
通
知
セ
シ
係
名 

祭
典
部
員
一
名 

 

庶
務
部
員
一
名 

会
計
部
員
一
名 

 

殿
外
装
飾
係
二
名 

殿
外
点
燈
係
二
名 

衛
生
係
一
名 

舞
殿
係
一
名 

 
 

殿
内
装
飾
係
一
名 

休
憩
所
係
二
名 

 

神
職
係
二
名 

殿
守
係
二
名 

 
 

上
納
係
三
名 

用
度
係
五
名 

 
 

献
備
係
一
名 

饗
応
係
五
名 

 
 

直
会
係
一
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

以
上
三
十
一
名 

本
日
之
本
祭
午
后
四
時
執
行
之
旨
通
知
ア
リ
タ
リ 

本
日
之
夜
祭
午
后
七
時
半
執
行
之
旨
通
知
ア
リ
タ
リ 

 

午
后
九
時
詰
所
閉
鎖
ス 

  
 

 

図８ 5月 6日「庶務部日誌」 

図７ 「庶務部日誌」 
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五
月
七
日 

雨
降 

田
近
庶
務
部
長
以
下
係
員
出
席
セ
ラ
ル 

本
日
之
報
告
祭
午
前
九
時
執
行
之
旨
祭
典
部
ヨ
リ
通
知
ア
リ
タ
リ 

本
日
本
田
総
裁
渡
邊
副
総
裁
出
席
セ
ラ
ル 

水
穂
神
社 

献
備
品
奉
納 

品
目
幷
ニ
町
村
名 

古
川
町
大
字
下
気
多
区 

 

榊
幷
ニ
柳
樽 

 
 

左
記
之
通
リ
通
知
ス 

祭
典
部 

 

会
計
部 

昨
日
御
通
知
申
上
候
貴
部
係
員
本
日
午
前 

十
一
時
迠
ニ
送
迎
係
詰
所
テ
ン
ト
迠
奉
迎
之 

為
御
出
被
下
可
候 

 
 

飛
驒
総
社
氏
子
総
代
よ
り
御
神
輿
□
□
□
□ 

申
越
ニ
依
り
左
通
り
回
答
セ
リ 

謹
啓
本
日
ハ
雨
路
御
苦
労
様
ニ
奉
存
候
ニ
付 

甚
も
御
苦
労
ニ
候
得
共
日
時
迠
人
夫
御
出
し 

被
下
可
候 

県
社
飛
騨
総
社
午
後
零
時
御
参
着
尓
相
成
各 

部
員
係
員
全
部
奉
迎
申
上
賑
々
敷 

御
参
殿
相
成
タ
リ 

 

天
木 

熊
崎
両
顧
問
出
席
セ
ラ
ル 

図９ 5月 7日「庶務部日誌」 

 
 

 
 

 

五
月
八
日 

雨
降 

渡
辺
副
総
裁
牛
丸
忠
次
田
近
庶
務
部
長 

以
下
部
員
出
席
セ
ラ
ル 

祭
典
部
よ
り
本
日
之
本
祭
午
後
九
時
之
旨
通
知
ア
リ
タ
リ 

本
日
国
幣
小
社
水
無
神
社
午
前
十
時
三
十
分
御
参
着
之
旨 

通
知
有
之
副
総
裁
以
下
部
員
一
同
御
出
迎
ヒ
出
場
セ
ラ
ル 

荒
木
顧
問
出
席
セ
ラ
ル 

 

本
田
総
裁
各
係
長
出
席
セ
ラ
ル 

左
記
之
通
リ
通
知
相
成
タ
リ 

本
祭
午
前
九
時
、
本
祭
日
ノ
神
徳
祭 

午
後
五
時 

荒
城
神
社
御
参
着
ニ
付
総
裁
以
下
部
員
奉
迎
セ
リ 

左
記
之
通
り
祭
典
部
よ
り
通
知 

有
之
ニ
付
牛
丸
副
部
長
出
席
セ
ラ
ル 

祭
典
之
儀
ニ
付
大
急
御
協
議
申
上
度
件 

出
来
致
候
間
御
迷
惑
様
な
可
ら
直
ニ
祭
典 

部
迄
御
参
加
ニ
成
下
可
候 

祭
典
部
ヨ
リ
左
ノ
通
知
ア
リ 

総
裁
ノ
決
裁
ヲ
経
テ
本
日
ノ
神
徳
祭
夜
祭
ヲ 

午
後
八
時
ニ
合
併
執
行
可
相
成
ニ
付
此
段 

御
通
知
ニ
及
ビ
候
也 

図１０ 5月 8日「庶務部日誌」 
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五
月
九
日 

晴
天 

本
田
総
裁 

布
施 

熊
崎
両
顧
問
田
近
部
長 

各
係
長
及
ヒ
部
員
一
同
出
席
セ
ラ
ル 

本
日
好
天
気
尓
テ
意
外
ノ
人
出
尓
テ
境
内 

立
錐
之
余
地
な
く
参
拝
者
数
万
人 

祭
典
部
よ
り
本
日
の
本
祭
午
后
二
時
執
行 

之
旨
通
知
ア
リ
タ
リ 

祭
典
部
よ
り
撤
饌
之
儀
ニ
付
意
見
如
何 

之
照
会
ア
リ
タ
リ 

祭
典
部
ヨ
リ
本
日
ノ
夜
祭
午
后
七
時
ヨ
リ
執
行
可
相
成
旨 

通
知
ア
リ
タ
リ 

総
裁
局
ヨ
リ
本
日
ハ
参
詣
者
多
数
ニ
付
キ
特
ニ
各
係
員
全 

部
夜
祭
終
了
後
迠
出
務
相
成
ル
様
各
係
ヘ
通
知
方
取
計
ワ 

レ
タ
キ
旨
通
知
ア
リ
タ
リ 

祭
典
部
ヨ
リ
撤
饌
ハ
如
何
イ
タ
シ
マ
セ
ウ
祭
典
部
ヘ 

話
渡
シ
ガ
有
リ
マ
セ
ン
デ
心
配
シ
テ
居
ル
旨
ニ
テ 

意
見
承
リ
タ
キ
由
照
会
ア
リ
タ
リ 

祭
典
部
ヨ
リ
本
日
ノ
本
祭
ハ
午
後
二
時
執
行
可
相
成 

旨
通
知
ア
リ
タ
リ 

庶
務
部
長
以
下
部
員
ノ
集
合
ノ
席
ニ
テ
終
了
日
ニ
ハ
各
部 

青
年
有
志
ヨ
リ
ソ
レ
〱
仁
輪
加
其
ノ
他
ノ
催
ヲ
ナ
シ
郷
社 

境
内
へ
ニ
ギ
〱
シ
ク
御
集
リ
ヲ
イ
タ
シ
度
キ
旨
依
頼
状
ヲ 

明
朝
早
区
長
へ
発
送
ス
ル
コ
ト
ニ
決
定
セ
リ 

図１１ 5月 9日「庶務部日誌」 

 
 

 
 

 
 

五
月
十
日 

晴
天 

牛
丸
忠
次 

田
近
庶
務
部
長 

樹
下 

川
上
部
員
出
席 

昨
夜
ノ
協
議
ニ
基
キ
早
朝
左
之
通
リ
依
頼
状
ヲ
発
ス 

 
 
 
 
 
 
 
 

記 

 

本
日
ハ
目
出
度
キ
大
祭
終
了
に
つ
き
各
部
青
年 

 

有
志
に
て
そ
れ
〱
仁
輪
加
其
他
の
催
に
て
気
多 

 

若
宮
神
社
境
内
へ
に
ぎ
〱
し
く
御
集
の
ほ
ど
御 

 

歓
迎
申
上
候
間
貴
区
内
青
年
へ
御
勧
誘
被
下
度 

 

相
申
候 

 
 
 
 
 

五
月
拾
日 

 
 
 

総
裁
局 

 

 

 
 

各
区
長
殿 

 
 

二
伸 

 
 

招
待
せ
し
各
神
社
は
殆
ど
御
還
御
に
相
成
り 

 
 

淋
し
さ
を
感
じ
候
間
精
々
御
勧
誘
相
成
度 

 
 

申
添
候 

 
 

本
日
ノ
本
祭
午
後
二
時
執
行
可
成
旨
祭
典
部 

よ
り
通
知
あ
り
た
り 

田
近
庶
務
部
長
よ
り
各
係
長
を
招
き
係
員
慰
労
会
の
件 

尓
付
協
議
を
な
し
左
之
通
り
決
定
セ
リ 

 
 
 
 
 
 

記 

 

十
二
日
午
後
慰
労
会
を
催
す
へ
き
よ
定
を
変
更
し 

図１２ 5月 10日「庶務部日誌」 
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①
史
料
の
解
説 

 

庶
務
部
日
勤
簿
か
ら
庶
務
部
は
、
田
近
庶
務
部
長
を
は
じ
め
庶
務
部
員
七
名
で
構

成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
部
員
に
引
き
続
き
本
田
総
裁
、
渡
邊
副

総
裁
、
各
顧
問
の
日
勤
簿
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
庶
務
部
に
総
裁
・

副
総
裁
・
顧
問
が
常
駐
し
庶
務
部
が
、
臨
時
大
祭
の
本
部
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
日
誌
で
区
長
宛
の
依
頼
文
の
中
で
総
裁
局
が
出
て
く
る
が
、
総

裁
を
中
心
と
し
た
本
部
名
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

庶
務
部
と
し
て
大
祭
の
運
営
や
進
行
状
況
を
見
極
め
な
が
ら
、
各
部
を
指
揮
監
督

し
、
課
題
や
問
題
に
対
し
て
総
裁
ら
の
判
断
や
指
示
を
受
け
な
が
ら
活
動
を
展
開
し

た
と
推
察
さ
れ
る 

そ
の
例
を
こ
の
日
誌
の
中
か
ら
取
り
上
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

・
郷
社
以
上
の
御
分
霊
送
迎
へ
の
対
応 

各
係
か
ら
係
員
を
動
員
し
て
送
迎
し

た
。 

・
飛
驒
総
社
へ
の
対
応 

飛
騨
総
社
か
ら
の
照
会
に
対
し
回
答
し
た
。 

・
祭
典
部
の
祭
典
執
行
に
つ
い
て
の
相
談
に
対
し
て
回
答
し
た
。 

 

・
各
区
長
に
対
し
青
年
の
仁
輪
加
参
加
へ
の
依
頼
状
を
発
送
し
た
。 

 

・
慰
労
会
の
日
時
の
変
更
や
料
理
の
変
更
を
依
頼
し
た
。 

 

・
記
念
写
真
の
撮
影
を
実
施
し
た
。 

次
に
、
こ
の
日
誌
か
ら
大
祭
五
日
間
の
様
子
を
捉
え
る
。 

 

・
五
月
六
日
は
、
晴
で
各
神
社
が
賑
々
し
く
参
着
し
た
。 

 
・
五
月
七
日
は
、
降
雨
と
な
り
各
神
社
雨
路
の
中
苦
労
し
て
参
着
し
た
。 

 
 

飛
驒
総
社
の
参
着
に
は
、
各
部
員
各
係
総
出
で
奉
迎
し
た
。 

 

・
五
月
八
日
も
降
雨
と
な
っ
た
。
午
前
十
時
半
頃
国
幣
小
社
水
無
神
社
の
奉
迎
を

副
総
裁
以
下
各
係
員
総
出
で
行
っ
た
。 

 

・
五
月
九
日
は
、
晴
天
と
な
り
神
社
へ
多
数
の
参
詣
者
が
訪
れ
た
。
そ
の
た
め
、

 
十
一
日
取
片
付
け
後
各
係
思
い
〱
ニ
催
す
る
こ
と 

 
係
員
一
人
御
酒
二
合
、
肴
料
五
十
銭
宛 

呈
す
る
こ
と 

 
 

本
日
総
裁
田
口
副
部
長
足
立
部
員
出
席 

 

大
野
郡
清
見
村
新
宮
よ
り
伊
勢
神
楽
来
り 

舞
殿
尓
於
て
カ
グ
ラ
舞
を
催
春 

 

十
二
日
慰
労
会
折
詰
注
文
取
消
し
を
北
平
宇
吉
へ
交
渉
ス
ル
コ
ト 

ヲ
鈴
木
長
三
郎
氏
へ
依
頼
ス 

交
渉
の
結
果
鱒
及
鳥
貝
ハ
其
れ
〱
準
備
後
ニ
付
キ
交
渉
纏
マ
ラ
ズ 

困
テ
不
得
止 

鱒
照
焼
鳥
貝
□
❘
ブ
ル
三
種
薄
板
包
ニ
変
交
シ
テ 

北
平
宇
吉
へ
二
百
八
十
人
前
日
下
部
儀
太
郎
へ
七
十
人
前
注
文
セ 

リ
慰
労
会
ハ
十
一
日
午
後
四
時
ト
決
定
ス 

 

記
念
写
真
ハ
大
石
段
ノ
所
ニ
テ
玉
腰
写
真
師 

サ
ツ
エ
❘ 

セ
シ
ム 

本
日
夜
祭
午
后
七
時
執
行
ノ
通
知
ア
リ
タ
リ 

図１３ 5月 10日「庶務部日誌」 
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各
係
は
夜
祭
終
了
ま
で
出
役
し
た
。 

 
・
五
月
十
日
は
、
晴
天
と
な
っ
た
。
各
区
長
へ
青
年
に
よ
る
仁
輪
加
が
本
日
開
催

さ
れ
る
の
で
神
社
へ
参
集
し
て
欲
し
い
と
の
依
頼
状
を
出
す
。 

 
 

ま
た
、
十
二
日
の
慰
労
会
の
日
時
を
変
更
し
後
始
末
の
後
十
一
日
に
開
催
す
る

こ
と
を
各
係
に
伝
え
た
。 

 

こ
の
「
庶
務
部
日
誌
」
は
、
大
祭
当
日
の
天
候
、
各
神
社
の
参
着
と
奉
迎
の
様
子
、

参
詣
者
の
状
況
や
大
祭
に
関
わ
る
係
の
動
き
が
具
体
的
記
述
さ
れ
生
々
し
く
当
時

の
様
子
を
伝
え
て
い
る
。 

 

七 

史
料
紹
介
（
六
）「
殿
外
装
飾
係
日
誌
」 

 

「
殿
外
装
飾
日
誌
」
は
、
庶
務
部
に
所
属
し
参
詣
路
の
装
飾
や
町
内
の
環
境
整
備

及
び
巡
視
等
を
担
当
し
た
殿
外
装
飾
係
の
日
誌
で
あ
る
。 

             

                         

殿
外
装
飾
係 日 

記 

 
 
 
 

 
 
 

四
月
二
十
二
日 

本
日
午
后
八
時
役
場
楼
上
ニ
於
テ
係
員 

打
合
会
を
開
ク 

出
席
者
全
員 

 
 
 

四
月
二
十
五
日 

本
日
午
后
八
時
小
瀬
宅
ニ
於
テ
打
合
会 

開
催
ス 

出
席
者 

岡
田 

政
井 

日
下
部 

柚
村 

図１４ 4月 22日・25日「殿外装飾係日誌」 

協
議
事
項 

鳥
御
買
渡
ノ
件 

大
祭
初
日 

全
員
七
時 

神
田
不
動
尊 

前
ニ
集
会
ノ
事 

惣
人
欠
出
勤
ス
ル
中
ハ
出
不
足
金
弐
円 

徴
収
候
決
定
ス 

 
 

四
月
二
十
六
日 

本
日
午
后
一
時
ヨ
リ
市
中
障
害
物
不 

潔
物
ノ
取
拂
調
査
ノ
タ
メ
左
記
ノ
者 

巡
視
セ
シ
ム 

 

坂
本
芳
之
助 

北
村
清
太 

 

柚
村
久
太
郎 

本
日
関
係
区
長
へ
左
記
ノ
通
リ
依
頼 

状
ヲ
発
ス 

 
 
 

区
長
宛 

 

殿
外
装
飾
係
長 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
正
十
二
年
四
月
二
十
六
日 

 
 
 

臨
時
大
祭
殿
外
装
飾
ノ
件
依
頼 

 

拝
啓 

陳
バ
農
繁
ノ
規
節
ト
相
成
候
段 

今
回
臨
時
大
祭
挙
行
ニ
付
区
長
集
会
ノ
節
御
協
議 

相
成
居
り
候
事
ト
ハ
存
シ
候
へ
共
左
記
事
項
御
区 

内
一
段
へ
御
注
意
旁
々
御
通
達
置
被
下 

度
此
段
重
テ
及
依
頼
候
也 

 
 
 
 
 

左 

記 
一
、
氏
子
一
般
献
燈
ヲ
出
サ
シ
ム
ル
事 

図１５ 4月 25日「殿外装飾係日誌」 
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但 

傘
ニ
ハ
先
ニ
花
桜
ヲ
取
付
提
灯
竿 

ハ
溝
端
石
ヨ
リ
一
尺
外
側
ニ
立
テ
距
離
ハ 

一
定
シ
遠
ク
共
四
間
以
上
離
レ
サ
ル
様
且 

変
度
ナ
キ
様
御
注
意
相
成
タ
シ 

二
、
祭
礼
辻
旗
ヲ
立
テ
旗
下
ヲ
附
ス
事 

三
、
各
区
ニ
飾
物
ヲ
ナ
ス
事 

四
、
氏
子
ハ
各
戸
簾
ヲ
懸
ケ
道
路
ヲ
掃
除 

ス
ル
事 

五
、
屋
台
ヲ
装
飾
シ
屋
台
倉
ニ
飾
リ
置
ク
事 

六
、
各
道
路
及
見
安
キ
所
ノ
不
敬
物
ニ
渡
ル 

 
 

ヘ
キ
モ
ノ
ハ
榊
ヲ
以
テ
十
分
覆
ヲ
ナ
シ 

 
 

且
肥
料
ノ
溜
桶
等
ハ
通
路
ヨ
リ
二
十
間 

 
 

以
上
離
シ
タ
ル
所
ニ
置
ク
事 

 
 

但
取
払
期
日
ハ
五
月
一
日
迠
ト
シ
若
シ 

 
 

期
日
迠
ニ
取
払
ハ
ザ
ル
時
ハ
係
員
ニ
於 

 
 

テ
処
分
ス
ル
事 

七
、
家
屋
前
ニ
荷
車
其
他
一
切
見
苦
シ
キ
モ 

ノ
ハ
取
払
ノ
コ
ト 
 

  
 
 

五
月
一
日 
 
 
 

本
日
青
年
会
員
杦
垣
着
手
出
場
ニ
付
監
督
ノ 

タ
メ
左
記
ノ
者
出
場
セ
リ 

 

小
瀬 

渡
邊 

畑
中 

神
出 

田
代 

是
重 

図１６ 4月 25日・5月 1日「殿外装飾係日誌」 

 
 

 
 

五
月
二
日 

前
日
引
続
キ
仕
事
ノ
タ
メ
左
記
ノ
者 

出
場
ス 

岡
田 

政
井 

平
林 

小
邑 

古
田 

野
村 

西
野 

打
田 

  
 
 

五
月
四
日 

本
日
午
前
市
中
巡
視
ト
シ
テ
左
記
ノ 

者
出
場
ス 

岡
田 

北
村 

坂
本 

午
后 

郷
社
道
路
杦
垣
破
損
シ
候
ノ 

手
直
シ
ノ
タ
メ
左
記
ノ
者
出
場
ス 

 
 
 

記
名 

小
瀬 

岡
田 

政
井 

神
出 

田
代 

田
代 

渡
邊 

坂
本 

平
林 

小
邑 

畑
中 

西
野 

柚
村 

古
田 

船
坂 

 
 

 
 

五
月
五
日 

全
員
休
ミ 

  
 
 

五
月
六
日 

午
前
五
時
ヨ
リ
九
時
迠
郷
社
道
路 

杉
垣
修
理
及
提
灯
二
十
一
個
増
島 

天
満
神
社
ヨ
リ
借
入
新
提
灯
拾
個 

図１７ 5月 2日・4日・5日・6日「殿外装飾係日誌」 
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傘
三
十
本
分
清
水
文
七
ヨ
リ
買
入
樹
立
ス 

出
場
者
ハ 

小
瀬 

岡
田 

政
井 

日
下
部 

北
村 

渡
邊 

野
村 

打
田 
坂
本 

是
重 

平
林 

小
邑 

野
村 

古
田 
船
坂 

午
前
十
時 

郷
社
境
内
詰
所 

出
場
者 

平
林 

岡
田 

政
井 

是
重 

北
村 

日
下
部 

畑
中 

小
瀬 

 
 

 
 
 

五
月
七
日 

本
朝
午
前
五
時
モ
ー
ル
杉
垣
添
付
ノ
タ
メ 

係
員
全
員
出
場
セ
リ 

午
前
九
時
詰
所
へ 

出
場
者 

小
瀬 

岡
田 

政
井 

日
下
部 

小
邑 

西
野 

古
田 

船
坂 

渡
邊 

野
村 

 
 
 
 

 
 
 

五
月
八
日 

午
前
九
時 

左
ノ
出
場
者 

小
瀬 

□
田 

 
 
 
 

 
 
 

五
月
九
日 

午
前
九
時
詰
所
出
場
者 

図１８ 5月 6日・7日・8日・9日「殿外装飾係日誌」 

小
瀬 

岡
田 

政
井 

北
村 

日
下
部 

田
代 

畑
中 

平
林 

  
 
 

五
月
拾
日 

午
前
九
時
詰
所 

出
場
者 

小
瀬 

岡
田 

政
井 

平
林 

日
下
部 

田
代 

是
重 

本
夜
午
后
七
時 

モ
ー
ル
取
払
ノ
タ
メ 

畑
中 

袖
村 

平
林 

西
村 

神
出 

 

日
下
部 

打
田 

 
 
 
 

 
 
 

五
月
拾
壱
日 

本
日
終
了
ノ
タ
メ
取
払
左
ノ
者 

出
場
ス 

渡
邊 

畑
中 

北
村 

柚
村 

船
坂 

小
邑 

坂
本 

古
田 

神
出 

７
分
是
重 

５
分
野
村 

政
井 

岡
田 

七
分
平
林 

小
瀬 

臨
時
雇
人
夫 

 
 

柏
原
彦
二
郎 

打
田
文
一 

 
 

北
平
善
太
郎 

官
林
徳
三
郎 

 
 

神
出
□
一
郎 

川
仲
末
吉 

 
 

堀
重 

図１９ 5月 10日・11日「殿外装飾係日誌」 
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①
史
料
の
解
説 

 

殿
外
装
飾
係
は
、
小
瀬
友
吉
係
長
以
下
二
十
名
で
職
務
を
遂
行
し
て
い
た
。 

 

職
務
遂
行
に
当
た
り
、
係
と
し
て
係
員
の
出
不
足
料
と
し
て
二
円
の
徴
収
を
決
め

て
い
る
な
ど
職
務
遂
行
へ
の
強
い
決
意
が
窺
わ
れ
る 

大
祭
前
に
行
っ
て
い
た
職
務
は
、
次
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 
 

・
市
中
の
障
害
物
や
不
潔
物
の
取
り
払
い
の
調
査
と
巡
視 

 
 

・
区
長
へ
七
項
目
の
依
頼 

 
 

・
青
年
団
実
施
の
郷
社
参
道
に
対
す
る
杉
垣
と
モ
ー
ル
に
よ
る
装
飾
作
業
の 

監
督 

 

区
長
へ
の
依
頼
七
項
目
を
見
る
と
、
氏
子
に
は
、
家
の
前
の
環
境
整
備
や
献
灯
の

義
務
を
課
し
、
提
灯
竿
を
建
て
る
位
置
を
具
体
的
に
指
示
す
る
な
ど
細
か
く
依
頼

 
 

 

諸
支
払 

一
、
金 

五
拾
五
円
九
十
銭 

 

モ
ー
ル
代 

一
、
金 
弐
円
六
十
五
銭 

 
 

小
瀬
立
替 

一
、
金 
弐
円
弐
拾
八
銭 

 
 

末
崎
立
替 

 

一
、
金 

参
円 

 
 
 
 
 
 

自
動
車
運
賃 

一
、
金 

十
六
円 

 
 
 
 
 

岐
阜 

高
山
運
賃 

一
、
金 

参
円 

 
 
 
 
 
 

太
江
諸
費 

一
、
金 

参
拾
弐
円
拾
弐
銭
三
厘 

青
年
団 

通
計 

一
、
金 

六
円
六
銭 

 
 
 
 

係
員 

通
計 

 

一
、
金 

八
円
九
十
八
銭 

 
 

丸
太
借
賃 

一
、
金 

八
十
円 

 
 
 
 
 

鳥
御
代
金 

  
 
 
 
 

係
員
名 

 
 
 
 
 

係
長 

 

小
瀬
友
吉 

 
 
 
 
 

副
係
長 

岡
田
重
五
郎 

 
 
 
 
 

副
係
長 

政
井
藤
三
郎 

 
 
 
 
 
 

係 
 

神
出
定
二
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
下
部
健
太
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
代
興
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

北
村
清
太 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

渡
邊
彦
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

野
村
由
之
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

打
田
三
郎 

図２０ 5月 11日「殿外装飾係日誌」 

上
谷
彦
次
郎 

坂
本
芳
之
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

是
重
松
之
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
林
床
三
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
邑
庄
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

畑
中
松
之
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西
村
松
之
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

柚
村
久
太
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

古
田
大
吉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

船
坂
由
五
郎 

  
 
 

計 

弐
拾
名 

図２１ 5月 11日「殿外装飾係日誌」 
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し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
区
に
対
し
て
は
辻
旗
を
立
て
る
こ
と
、
屋
台

や
屋
台
蔵
の
飾
り
を
依
頼
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
各
神
社
の
御
分
霊
供

奉
に
対
し
て
不
敬
に
な
ら
な
い
よ
う
市
中
全
体
に
統
一
感
の
あ
る
綺
麗
な
環
境
整

備
に
係
と
し
て
細
心
の
注
意
を
払
い
努
力
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

ま
た
、
郷
社
参
道
の
杉
垣
は
、
古
川
青
年
団
総
出
で
参
道
の
両
側
四
百
間
に
渡
り

行
わ
れ
た
。
こ
の
作
業
の
指
揮
監
督
に
当
た
っ
た
。 

大
祭
期
間
中
の
五
日
と
六
日
は
、
早
朝
午
前
五
時
か
ら
出
役
し
杉
垣
の
補
修
や
、

提
灯
の
飾
り
つ
け
作
業
に
従
事
し
て
い
る
。
七
日
か
ら
十
日
は
、
午
前
九
時
に
、
詰

所
に
て
職
務
に
当
た
っ
た
。
さ
ら
に
、
後
片
付
け
と
し
て
、
十
日
夜
七
時
よ
り
モ
ー

ル
撤
去
、
十
一
日
に
杉
垣
や
提
灯
等
の
撤
去
作
業
を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

「
鳥
御
」
に
つ
い
て
そ
の
役
割
は
、
不
明
で
あ
る
が
縁
起
の
良
い
飾
り
と
し
て
使

用
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

 

八 

お
わ
り
に 

 

史
料
紹
介
を
通
し
て
、
大
正
十
二
年
の
臨
時
大
祭
は
、
氏
子
の
理
解
と
協
力
を
得

て
氏
子
総
代
を
中
心
に
組
織
的
計
画
的
に
斎
行
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
斎
行
中
生
じ

た
課
題
や
問
題
に
柔
軟
に
対
応
し
な
が
ら
、
割
り
当
て
ら
れ
た
職
務
を
部
員
・
係
員

の
熱
意
や
努
力
に
よ
り
真
摯
に
遂
行
さ
れ
た
こ
と
が
捉
え
ら
れ
た
。 

 

今
回
紹
介
し
た
史
料
は
、
六
点
の
み
で
あ
り
、
臨
時
大
祭
の
一
断
面
を
捉
え
た
に

過
ぎ
な
い
。
深
く
臨
時
大
祭
の
実
相
に
迫
る
に
は
、
祭
典
部
、
会
計
部
、
各
係
の
日

誌
等
を
精
読
調
査
し
総
合
的
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。 

さ
ら
に
今
後
の
課
題
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

・
今
回
の
調
査
で
は
、
臨
時
大
祭
が
斎
行
さ
れ
た
目
的
や
契
機
を
把
握
で
き
な
か
っ

た
。
郷
社
気
多
若
宮
神
社
は
、
大
正
十
五
年
（
１
９
２
６
）
二
月
に
県
社
に
昇
格

し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
臨
時
大
祭
の
斎
行
は
、
県
社
昇
格
に
向
け
て
の
環
境
づ

く
り
の
一
環
と
も
推
察
さ
れ
る
。
今
後
さ
ら
に
調
査
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。 

・
臨
時
大
祭
斎
行
に
当
た
っ
て
の
各
係
の
配
置
図
・
境
内
の
様
子
等
の
史
料
を
見
出

し
、
直
会
会
場
、
庶
務
部
、
各
係
の
詰
所
な
ど
の
位
置
を
特
定
し
た
い
。 

・
各
神
社
が
参
着
後
、
ど
の
よ
う
な
順
序
で
ど
う
係
が
対
応
し
た
の
か
。
各
係
の
仕

事
の
流
れ
や
、
連
携
に
つ
い
て
明
確
に
で
き
れ
ば
と
思
う
。 

・
臨
時
大
祭
の
収
支
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
い
、
金
銭
面
か
ら
大
祭
を
捉
え
る
こ
と

も
大
切
で
あ
る
。 

＊
参
考
資
料
と
し
て
五
点
を
次
頁
よ
り
記
載
す
る
。 

 

・
資
料
１ 

大
正
十
二
年
気
多
若
宮
神
社
臨
時
大
祭
の
経
緯
概
要 

『
神
社
議
員
集
会
日
誌
』「
飛
驒
市
行
政
資
料
」
を
も
と
に
作
成 

 

・
資
料
２ 

御
分
霊
入
御
還
御
一
覧
表 

「
御
分
霊
入
御
還
御
記
載
簿
」「
気
多
若
宮
神
社
所
蔵
資
料
」
を
も
と 

に
作
成 

・
資
料
３ 

大
正
十
二
年
臨
時
大
祭
書
類
箱
中
に
保
管
さ
れ
て
い
た
史
料
名
一 

 
 
 
 
 

覧
表 

「
気
多
若
宮
神
社
所
蔵
資
料
」
を
も
と
に
作
成 

 

・
資
料
４ 

大
祭
式
典
次
第 

 
 
 
 
   

「
飛
騨
市
行
政
資
料
」
を
も
と
に
作
成 

 

・
資
料
５ 

雅
楽
係
日
誌 

 

 
 
 
 
 
 

「
飛
騨
市
行
政
資
料
」
を
も
と
に
作
成 
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年次 月 日 事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項

大正６年
　（1917）

11 23

・神社議員の集会において後藤新三郎より大正6年度において、7年度春季の
臨時大祭を執行するか否かについて議決するよう緊急動議が出される。
・11月26日まで各区長が区民の意見をまとめ、市中総代に報告し、28日有志
の大会を開催し臨時大祭について協議することを決める。

大正７年
　（1918）

11 23

・臨時大祭祭典は、大正9年度において執行することに決定。
・時期及予算又は、委員等は町有識者大会にて決定する。
・大祭典準備金として、金１２０円を本年度後期神社費に割賦すること。

3 28
・臨時大祭典費、本年度割賦積立は、下記の通りとする。
・前期割　150円　臨時割　7月　500円　後期　300円

11 23
・大正9年執行予定の臨時大祭を準備日数不足により大正12年度に延期す
る。

5 14
・臨時大祭期日の決定を予算案作成し、古川町氏子有志会を開き決める予定
である。

11 23
・区長全員一致の意思として12年度に大祭を執行することを氏子総代に伝え
る。

大正10年
　（1921）

3 31
・本年度大祭準備金は、前年通り金1，000円徴収する。

1 16
・役員会にて大祭執行日は、5月1日より5日までと決定し、各区長に区民の賛
否を投票により聞き報告するよう依頼する。

2 7
・大祭執行日を氏子の多数により、5月1日より5日と決定する。

3 31
・本年度大祭準備金は、前年通り金1，000円徴収する。

6 27
・大祭準備調査のため、高山町総社神職伊藤社掌を招待することを決める。

7 4
・高山町総社神職伊藤社掌を招き臨時大祭の準備について相談する。

7 5

・臨時大祭の施行日を5月6日より10日までとする。2月7日の決定を変更する。
・臨時大祭の幹部役員を略定する。
・臨時大祭の事務所を古川町役場とする。
・招聘する神社は、吉城郡全社、大野郡、益田郡郷社、高山町全社とする。
・大祭の広告高札を四か所に設置する。（広瀬・杉崎・本光前・牛丸前）

7 7
・臨時大祭事務章程を決定する。

7 8
・各銀行及び会社へ臨時大祭神社器具の寄付をお願いする。

12 11

・臨時大祭の幹部配役を全員一致で決める。総裁　本田秋憲　副総裁　渡邊
一郎　顧問　熊崎喜衛門　布勢又蔵　荒木秋崖
・他の役員の選考は神職・総裁・副総裁・顧問に一任する。
・大祭記念樹として、境内に200本桜を植える。

12 26
・臨時大祭役員決め集会。（神職・総裁・副総裁・顧問）

1 3
・臨時大祭役員決め集会。（神職・総裁・副総裁・顧問）

1 4
・臨時大祭役員決め集会。（神職・総裁・副総裁・顧問）参考人として、田近・清
水総代出席。役員全部決定。

2 5
・臨時大祭嘱託書及び依頼状を副総裁・顧問・正副部長・正副係長84名に配
達する。

2 8
・本田総裁宅にて、総裁・田近・清水で臨時大会予算案原案を作成する。

大正8年
（1919）

大正9年
（1920）

大正11年
（1922）

資料１　大正12年気多若宮神社臨時大祭の経緯概要                                               ＮＯ１

大正12年
（1923）
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2 11

・神社議員会を開催し、大祭予算・準備事務内容を決定する。
・臨時大祭支出予算全額4，200円に決定する。
・大祭用神職宿・神楽宿・奏楽宿・采女宿4軒を借り上げ。
・一般直会料理は、折詰・赤飯・酒とする。
・来賓直会料理は、折詰・吸物・刺身・赤飯・菓子とする。
・神職用夜具を20人前予約する。

2 15
・役場楼上にて臨時大祭の役員大集会を開き、総裁より事務章程の説明をす
る。

2 17

・大祭費の徴収金1,500円、3月と4月に分けて集金する。
・采女・神楽衣装を調整する。
・神職の衣装調整に補助金を出す。

3 8

・大祭招聘の神社に招請状を出す。招待神社は、230社。
・大祭各係員の人選を各区長に依頼し12日までに清水まで報告するよう要請
する。
・大祭関係各神職に依頼状を出す。

3 18
・臨時大祭の幹部会を開催し、各係員の人選をし配役する。

3 28
・高山町八幡社の今村社掌を招き神楽ノ舞を船坂亦一宅で行う。

4 2
・郷社参道に、大祭期間装飾提灯を設置する。
・役員。係員の臨時控所の設置をする。

4 11
・本田総裁宅にて、水無神社・八幡神社・飛驒総社・日枝神社の御分霊供奉
者の休憩所を検討する。

4 17 ・大祭の来賓8名、寄付者29名に大祭招待状を発送する。

4 24

・役員会で次の点を決定する。
・記念樹は、4月25日に境内に植える。
・境内清掃を、4月27日より5月1日まで20人で実施する。
・区内例祭旗は、5月4日より10日まで建てる。

4 25 ・古川役場で臨時大祭係長会を開催する。

4 28 ・大祭用臨時建物建設の入札をする。

4 29
・直会用料理店5軒を集めて打合せ。直会客750人。

5 1
・午前7時より、人足40人で境内掃除。

5 2
・午前7時より、人足60人で境内掃除。
・古川町・国府村・小鷹利村・細江村へ供米袋を配布。

5 3
・午前7時より、人足60人で境内掃除。
・殿内装飾。

5 4 ・各部正副部長・係長社務所で準備と事務。
5 5 ・総裁以下総出で準備。
5 6 ・増島神社は、一番に到着。78社の御分霊供奉到着。
5 7 ・稲越神社を先達として、24社が御分霊供奉到着。
5 8 ・国弊小社水無神社はじめ10社の御分霊供奉到着。
5 9 ・54社が還御。

5 10
・増島天満神社・貴船神社をはじめ他3社還御。
・青年団の仁和加、伊勢神楽の余興。

5 11 ・各係員の残務整理。午後3時より各係で慰労会。
5 12 ・殿内の器具の整理。

5 14
・氏子総代会を開催し残務整理。
・臨時大祭招待者の欠席者17人に記念品と菓子を送付。

12 22 ・臨時大祭の決算を報告。総支出額5，380円99銭5厘。
『神社議員集会日誌』「飛騨市行政資料」をもとに作成

大正12年
（1923）

資料１　大正12年気多若宮神社臨時大祭の経緯概要                                               ＮＯ２
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5月9日 5月10日

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午前 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

殿町 増島天満神社 8:30 16:30

上町 栗原神社 13:30 11:30

沼町 大歳神社 11:30 16:25

是重 貴船神社 13:30 16:30

下気多 水穂神社 10:30 12:10

漆垣内 日枝神社 9:00 10:00

桐谷 白山神社 10:00 16:18

鶴巣 白山神社 14:00 14:00

今 稲荷神社 10:00 8:45

八日町 菅原神社 13:30 10:30

山本 八幡神社 12:00 15:00

宇津江 熊野神社 13:00 11:30

広瀬町 広瀬神社 15:30 12:00

仝 広瀬神社 15:30 12:00

三日町 伊豆神社 10:10 16:10

蓑輪 西之宮神社 8:05 17:30

半田 琴平神社 10:00 16:07

宮地 荒城神社 14:30 13:00

木曽垣内 阿多由太神社 10:00 16:00

西門前 熊野神社 10:00 10:00

上広瀬 諏訪神社 8:45 13:00

仝 加茂神社 8:45 13:00

村山 天満神社 9:10 16:15

糠塚 白山神社 11:00 16:15

瓜巣 白山神社 12:00 16:23

仝 加茂神社 12:00 16:23

仝 熊野神社 12:00 16:23

名張 水無神社 11:00 16:12

谷 白山神社 12:40 12:00

信包 熊野神社 12:40 12:30

上野 神明神社 12:40 14:00

畦畑 諏訪神社 14:20 11:00

下野 蘆原神社 12:40 14:00

中野 白山神社 13:00 13:00

黒内 春日神社 12:45 15:00

高野 五社神社 13:00 10:30

笹ヶ洞 恵比須神社 13:00 12:00

寺地 八幡神社 13:00 12:00

5月8日町 大字 神社名 5月6日 5月7日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料2　御　分　霊　入　御　還　御　記　載　簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

古川町

5社

5月9日 5月10日

入御 還御

郡

吉城郡

国府村

23社

小鷹利村

10社

5月6日 5月7日 5月8日
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5月9日 5月10日

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午前 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

数河 松尾白山神社 9:00 8:30

仝 白山神社 9:00 8:30

仝 種本神社 9:00 8:30

杉崎 大歳神社 11:30 16:20

太江 高田神社 15:30 12:00

袈裟丸 諏訪神社 11:30 10:10

末真 末高白山神社 17:00 14:30

寺林 若宮八幡神社 12:30 14:20

柏原 白山神社 10:00 18:30

西 倉野神社 12:00 14:00

堀之内 白山神社 12:00 12:00

大笠 白山神社 10:00 18:30

梨ケ根 神明神社 9:30 9:00

伏方 二柱神社 12:30 10:00

巣山 伊太那曽神社 10:00 18:30

山田 津島神社 13:30 11:40

数河 走淵神社 15:00 9:10

殿 加茂若宮神社 14:30 11:00

吉田 白山神社 12:30 12:30

下之保 神明神社 13:00 8:00

打保 桂本神社 14:00 6:30

石神 白山神社 14:00 10:00

丸山 日宮神社 10:30 11:00

釜埼 稲荷神社 10:00 13:30

小萱 白山神社 14:00 13:30

麻生野 麻生野神社 15:00 9:10

東雲 桂本神社 10:00 13:30

奥麻生野 遊幡石神社 15:00 9:10

野首 神明神社 14:00 13:30

岩井谷 白山神社 17:00 9:30

森茂 白山神社 17:00 9:30

下之本 神明神社 17:00 9:30

伊西 神明神社 17:00 9:30

鼠餅 白山神社 12:00 8:00

双六 白山神社 15:00 9:30

荒原 白山神社 13:00 11:00

宮原 栗原神社 13:00 11:00

葛山 白山神社 14:40 8:00

長倉 神明神社 14:30 8:50

倉柱 白山神社 13:00 11:00

在家 桂本神社 15:00 12:00

岩井戸 木葉神社 14:30 11:00

吉野 豊受神社 14:30 12:30

倉柱 神明神社 13:00 11:00

見座 玉水神社 14:10 13:00

倉柱 宮原白山神社 13:00 11:00

吉城郡

5月6日 5月7日 5月8日

阿曽布村

17社

上宝村

13社

細江村

７社

袖川村

9社

還御

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料2　御　分　霊　入　御　還　御　記　載　簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神社名町 大字 5月8日 5月9日 5月10日郡

入御

5月6日 5月7日
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5月9日 5月10日

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午前 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

西忍 神明神社 12:00 8:45

菅沼 白山神社 11:30 8:30

林 富岡神社 12:00 9:30

稲越 稲越神社 11:30 14:00

稲越 富士神社 16:00 10:10

保 立保神社 13:00 14:30

角川 神明神社 15:10 14:30

有家 白山神社 9:00 13:20

大谷 大山神社 8:00 15:00

鹿間 白山神社 10:30 11:00

船津 大津神社 14:00 10:30

朝浦 八幡神社 15:00 12:30

東町 白山神社 12:00 13:30

割石 白山神社 14:00 8:30

跡津川 常盤神社（蔭招キ申シタルモノ） 9:00 9:00

土 白山神社（蔭招キ申シタルモノ） 9:00 9:00

八幡神社 14:30 13:00

日枝神社 12:00 14:30

三町 神明神社 12:00 14:30

七日町 飛騨総社 13:00 14:30

飛騨招魂社 11:00 14:30

灘村

1社
上岡本 辻ケ森神社 10:10 17:00

折敷地 住吉神社 15:30 14:00

大沼 津島神社 15:30 13:30

森部 荒木神社 14:00 11:00

大萱 大八柱神社 10:00 16:30

大名田村

　１社
花里 天満神社 14:00 15:00

宮村

　１社
水無神社 13:30 16:00

19 56 7 9 2 4 13 2 0 3 11 18 10 3 20 37 7 3

3

丹生川村

４社

町郡

吉城郡

16社

大野郡

12社

坂上村

3社

河合村

６社

船津町

７社

高山町

５社

5月9日 5月10日大字 神社名 5月6日 5月7日 5月8日

入御 還御

「御分霊入御還御記載簿」（「気多若宮神社所蔵資料」）をもとに作成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料2　御　分　霊　入　御　還　御　記　載　簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

合計 １１２社
75 16 6 15 29 13 57 10

5月6日 5月7日 5月8日
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作成年次 西暦 月 日 作成者 受取者 文書等史料名

1 大正12年 1923 11 臨時大祭書類入（箱一つ）

2

大正12年 1923 2 第７区　第１１区　第六号　領収書　　　本殿金具新調

御神輿修繕費寄付金

3

大正12年 1923 5 4 郷社住吉神社氏子総代 気多若宮神社氏子

総代本田秋憲

書簡

4
大正12年 1923 4 23 武州大宮片倉会社

堀武次外一同

郷社気多若宮神社

社務所

書簡

5

大正12年 1923 4 30 村社日輪神社

総代豊住松太郎

郷社気多若宮神社

社務所

書簡

6
大正12年 1923 4 27 船津町笈破区氏子総代 郷社気多若宮神社

社務所

書簡

7
大正12年 1923 4 7 船津町東漆山

区長高林信太郎

郷社気多若宮神社

社務所

書簡

8
大正12年 1923 5 4 末高白山神社氏子総代 郷社気多若宮神社

社務所

書簡

9

大正12年 1923 5 2 河合村角川郷社

新明神社社務所

郷社気多若宮神社

社務所

第７区　第１１区　第六号　領収書　　　本殿金具新調

御神輿修繕費寄付金

10 大正12年 1923 5 5 桐谷区 北若宮神社社務所 書簡

11
大正12年 1923 3 16 橦玉神社氏子総代 気多若宮神社臨時

大祭事務所

書簡

12
大正12年 1923 5 2 郷社高田神社社務所 郷社気多若宮神社

臨時大祭事務所

書簡

13
大正12年 1923 5 24 坂上村西忍村社神明神

社氏子総代

郷社気多若宮神社

社務所

葉書

14

大正12年 1923 5 5 益田郡下呂村郷社

住吉神社社司久津秀一

気多若宮神社

社務所

葉書

15 印鑑３個

16 大正12年 1923 嘱託書

17 大正12年 1923 印影

18 大正12年 1923 封筒（一つ）

19 大正12年 1923 直會券

20 大正12年 1923 大祭記念品（鏡一つ）

21 大正12年 1923 永瀬吉郎 葉書

22 大正12年 1923 葉書（照会）

23

大正12年 1923 5 2 灘村松本住吉神社

氏子総代

郷社気多若宮神社

臨時大祭事務所

葉書

24

大正12年 郷社気多若宮神社

臨時大祭事務所

葉書（出欠席回答）

25 大正12年 1923 郷社気多若宮神社臨時大祭事務章程

26 大正12年 1923 社務所新築費指定寄付額

27 大正11年 1922 3 古々櫓乃登母加嬉

28 大正12年 1923 神器預り証払

29 大正12年 1923 神社到着名　送迎掛

30 大正12年 1923 神器預り所配置調書　御分霊送迎係

31
大正11年 1922 大正拾壱貮年度　京都市三上正之助店

祭器注文照会書類及計算書綴込分　郷社社務所

32 大正12年 1923 5 13 神山民助 田近文三郎 書簡（引渡課目）

33 大正12年 1923 係札（送迎係）

34 大正12年 1923 日勤簿

35 大正12年 1923 5 大正拾貮年五月　臨時大祭祭典部雑書綴

36 大正12年 1923 委嘱書

37
大正12年 1923 古川町郷社

気多若宮神社

臨時大祭案内状

38 大正12年 1923 大正拾貮年壱月　郷社気多若宮神社　臨時大祭事務章程綴

39 大正12年 1923 臨時大祭神供米袋と版木

40 大正12年 1923 臨時大祭版木

資料３　大正12年臨時大祭書類箱中に保管されていた史料名一覧表    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ１
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41
大正12年 1923 郷社気多若宮神社

臨時大祭事務所

臨時大祭出欠届葉書

42 大正12年 1923 酒券

43 大正12年 1923 大祭に関する令状等の葉書

44
大正12年 1923 3 22 坂上村小谷

八幡神社氏子総代

郷社気多若宮神社

臨時大祭事務所

書簡（大祭参加への断り状）

45

大正12年 1923 丹生川村町方千蔵寺

白山神社氏子総代

郷社気多若宮神社

臨時大祭事務所

書簡（大祭参加への断り状）

46

大正12年 1923 丹生川村瓜田

氏子総代荒川兵四郎

気多若宮神社社務

所

書簡（大祭参加への断り状）

47
大正12年 1923 船津町東漆山

鉱山金山神社氏子総代

気多若宮神社社務

所

書簡（大祭参加への断り状）

48
大正12年 1923 坂上村落合

区長岩佐市三郎

臨時大祭事務所 書簡（大祭参加への断り状）

49
大正12年 1923 大阪市三島一郎 気多若宮神社大祭

事務所

書簡（礼状）

50
大正12年 1923 6 12 玉舎春輝 郷社気多若宮神社

社務所

書簡（礼状）

51
大正９年 1920 1 郷社気多若宮神社

会計部

領収書　社務所新築寄附金控　石玉垣寄付金控　大正九年壱月

大正十二年貮月

52 大正９年 1920 3 郷社会計部 第貮号甲　寄附金玉垣石堤領収證

53 大正12年 1923 5 1 調物帳

54 大正12年 1923 5 臨時大祭殿外装飾部 買物帳

55 大正12年 1923 5 臨時大祭舞殿係 調物帳

56
大正12年 1923 縣社気多若宮神社

神楽掛

通

57
大正12年 1923 5 気多若宮神社

臨時大祭社務所采女係

通

58
大正12年 1923 気多若宮神社

臨時大祭上納部

物品借入帳

59 大正12年 1923 大祭調帳

60
大正12年 1923 縣社気多若宮神社

臨時大祭事務所

通

61 大正12年 1923 大村屋宿重森 古川町殿 記

62 大正12年 1923 送り状

63 大正12年 1923 丸太借入明細書

64 大正12年 1923 支拂ヲ要スル覺書

65 大正12年 1923 5 11 送迎係長 請求書

66 大正12年 1923 5 5 横水治八 会計部 記

67 大正12年 1923 記載順

68
大正12年 1923 郷社気多若宮神社

会計部

売渡品通知書

69
大正12年 1923 係長 郷社気多若宮神社

会計部

物品請求書

70

大正12年 1923 5 樹下善左 氏子総代清水文七

殿

記（旗染代）

71
大正12年 1923 村坂兼造 氏子総代清水様 記（ねじ切り手間代）

72 大正12年 1923 会計部 送迎係 記

73
大正12年 1923 古川町気多若宮神社

社務所

愛宕神社氏子総代

中

封筒

74

大正12年 1923 縣社気多若宮神社

臨時大祭事務所

葉書（２枚）

75
大正12年 1923 係長 郷社気多若宮神社

会計部

物品請求書（未使用）

76
大正12年 1923 郷社気多若宮神社

会計部

売渡品通知書（未使用）

77 大正12年 1923 郷社気多若宮神社 大正十二年十一月　臨時大祭領収書綴

78
大正12年 1923 臨時大祭会計部 大正拾貮年五月自六日到十日　献納金及供米賽銭収入簿直会券及

饌菓受渡簿

79 大正12年 1923 目録

80

大正12年 1923 臨時大祭各部・係 臨時大祭日誌（庶務部・祭典部・衛生係・電灯並殿外点灯係

・一般休憩係・雅楽係・采女係・殿守・殿内点灯係・神饌係

・神職係・上納係・用土係・警備係・殿外装飾係・献備品係

・神楽係/直会準備・直会神酒係・御分霊送迎係）

81 大正12年 1923 5 会計 第一号　献納簿

「気多若宮神社所蔵資料」をもとに作成

資料３　大正12年臨時大祭書類箱中に保管されていた史料名一覧表    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ２
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天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
と
推
定
さ
れ
る
「
定
式
」
を
読
む 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
永 

義
博 

 

は
じ
め
に 

こ
の
「
定
式
」
は
、
縦
十
三
セ
ン
チ
、
横
五
十
三
．
五
セ
ン
チ
の
小
さ
な
一
枚
も

の
で
あ
る
（
図
１
）。 

昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）
四
月
、
大
野
政
雄
氏
が
『
北
飛
タ
イ
ム
ス
』
に
読

み
下
し
全
文
を
掲
載
し
た
こ
と
で
、
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
年
の
「
古

川
祭
の
変
遷
」
と
い
う
論
文
で
は
写
真
も
紹
介
し
て
い
る
。
以
後
、
大
野
氏
は
古
川

祭
に
関
す
る
論
文
や
著
書
に
何
度
も
こ
の
「
定
式
」
を
紹
介
し
て
お
り
、
古
川
祭
を

考
察
す
る
上
で
非
常
に
重
要
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。 

し
か
し
、
私
自
身
は
長
く
実
物
の
所
在
が
確
認
で
き
な
い
で
い
た
が
、
先
年
飛
騨

市
所
蔵
の
「
中
村
家
・
上
原
家
文
書
」
を
整
理
中
に
や
っ
と
発
見
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
こ
の
「
定
式
」
の
宛
先
は
「
二
ノ
三
丁
目 

与
頭 

善
兵
衛
殿
」
と
な
っ
て
い

る
が
、「
善
兵
衛
」
は
中
村
家
の
第
五
代
ま
た
は
第
六
代
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
あ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。 

 

当
初
は
こ
の
「
定
式
」
を
読
ん
で
も
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
一
昨
年

か
ら
古
川
祭
に
つ
い
て
の
調
査
に
携
わ
る
よ
う
に
な
り
、
祭
の
全
容
が
少
し
理
解
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、「
定
式
」
に
書
か
れ
て
い
る
言
葉
の
意
味
も
段
々
と

理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。 

 

江
戸
時
代
の
古
川
祭
資
料
が
少
な
い
た
め
に
明
治
時
代
初
期
の
祭
資
料
と
比
較

し
な
が
ら
の
考
察
に
な
る
。
天
保
二
年
か
ら
明
治
時
代
初
期
ま
で
四
十
年
余
り
経
過

し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
古
川
祭
調
査
か
ら
祭
の
様
相
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
変
化

し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

                         

定
式 

御
神
輿
送
り 

町
廻
り
五
日
夜
八
ツ
時 

同 
 

六
日
昼
七
ツ
時 

屋
台
引
町
順 

 

夕 

同 
 

順 
 
 

八
番 

第
一
火
之
元
用
心
大
切
ニ
相
守
り
可 

申
事 

祭
礼
当
日
途
中
に
て
雨
降
候
時
ハ
、
勝 

手
次
第
ニ
合
羽
相
用
ひ
可
申
事 

日
暮
候
ハ
バ
、
是
又
勝
手
ニ
提
灯
と
も 

し
可
申
事 

 
 

附
り
起
太
鼓
夜
八
ツ
時
前
ハ
堅
無 

用
ニ
候
事
。
并
板
た
ゝ
き
、
悪
あ
く 

れ
堅
停
止
ニ
候
事 

右
ヶ
条
之
趣
如
此
、
此
ほ
か
屋
台
行
司 

よ
り
触
出
シ
候
義
ハ
、
何
事
ニ
よ
ら
ず 

急
度
相
守
り
可
申
事 

 
 

七
月
廿
四
日
於
町
会
所 

 
 

与
頭
中
打
寄
示
談
之
上
相
定
候 

卯
八
月 

二
ノ
三
丁
目 

 
 
 
 
 

与
頭 

善
兵
衛
殿 

図1 天保2年のものと推定される「定式」（飛騨市蔵「中村家・上原家文書」） 
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一 

「
定
式
」
を
天
保
二
年
と
推
定
し
た
理
由 

 
こ
の
「
定
式
」
の
年
代
を
特
定
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。「
卯
八
月
」
と

し
か
書
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
程
度
の
ヒ
ン
ト
は
あ
る
。 

以
下
、
い
く
つ
か
の
ヒ
ン
ト
を
検
討
し
な
が
ら
、
こ
の
「
定
式
」
を
天
保
二
年
（
一

八
三
一
）
と
推
定
す
る
に
至
っ
た
理
由
を
述
べ
る
。 

（
一
）
屋
台
巡
行
に
関
す
る
取
り
決
め 

 

今
の
と
こ
ろ
古
川
祭
の
屋
台
に
関
す
る
資
料
は
、
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
の
も

の
（「
金
亀
台
新
造
入
用
金
割
合
帳
」）
が
最
も
古
い
。
そ
の
六
年
後
の
天
明
二
年
（
一

七
八
二
）
に
は
九
台
の
屋
台
が
見
え
て
い
る
（
林
篁
『
飛
騨
美
屋
計
』）
の
で
、
古

川
祭
の
屋
台
巡
行
は
安
永
～
天
明
の
頃
に
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
定
式
」
は
そ
の
屋
台
巡
行
に
関
す
る
取
り
決
め
な
の
で
、
ど
ん
な
に
早
く
と
も

安
永
～
天
明
期
を
遡
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
屋
台
巡
行
に
関
す
る
取
り
決
め
で
今

の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
る
最
も
古
い
資
料
は
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
の
「
御
神

事
屋
台
儀
式
」
で
あ
る
が
、「
定
式
」
よ
り
ず
い
ぶ
ん
丁
寧
な
形
式
に
な
っ
て
い
る

の
で
、「
定
式
」
は
そ
れ
よ
り
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。 

従
っ
て
、
こ
の
「
定
式
」
の
年
代
は
少
な
く
と
も
安
永
五
年
と
弘
化
二
年
の
間
の

約
七
十
年
に
う
ち
に
入
る
。
こ
の
間
の
卯
年
は
六
回
で
次
の
年
に
な
る
。 

・
天
明
三
年
（
一
七
八
三
） 

・
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
） 

・
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
） 

・
文
政
二
年
（
一
八
一
九
） 

・
天
保
二
年
（
一
八
三
一
） 

・
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
） 

こ
の
う
ち
ど
の
年
な
の
か
。
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
は
文
中
の
「
町
会
所
」「
二
ノ
三

丁
目
」「
与
頭 

善
兵
衛
」
で
あ
る
。
だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
町
会
所
」
と
「
二

ノ
三
丁
目
」
か
ら
年
代
を
特
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は

「
与
頭 

善
兵
衛
」
を
ヒ
ン
ト
に
「
定
式
」
の
年
代
を
考
え
る
こ
と
に
す
る
。 

（
二
）「
与
頭 

善
兵
衛
」 

 

善
兵
衛
は
「
二
ノ
三
丁
目
」
の
与
頭
（
組
頭
）
で
、「
二
ノ
三
丁
目
」
と
は
弐
之

町
三
丁
目
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

弐
之
町
三
丁
目
で
「
善
兵
衛
」
を
名
乗
っ
た
の
は
中
村
家
で
あ
る
。
中
村
家
は
、

善
吉
（
慶
安
二
年
～
享
保
十
三
年
）
を
初
代
と
し
、
昭
和
ま
で
約
三
百
年
続
い
た
名

家
だ
っ
た
。
三
代
常
房
か
ら
八
代
信
夫
ま
で
代
々
「
善
右
衛
門
」
を
襲
名
し
て
い
る

が
、
こ
の
内
、
五
代
善
右
衛
門
（
通
平 

安
永
六
年
～
天
保
十
二
年
）
と
六
代
善
右

衛
門
（
宜
文 

寛
政
十
年
～
嘉
永
六
年
）
は
「
善
兵
衛
」
と
も
名
乗
っ
て
い
た
。（『
古

川
町
史 

史
料
編
三
』
1003
号
「
中
村
家
譜
」）。
ま
た
、
六
代
善
右
衛
門
は
、
文
化
・

文
政
年
間
の
一
時
期
、
古
川
町
方
村
名
主
加
藤
氏
に
代
わ
り
名
主
を
勤
め
た
（
堀
祥

岳
『
中
村
家
・
上
原
家
文
書
目
録―

近
世
史
料―

』
二
〇
一
一 

飛
騨
市
）。 

こ
の
二
人
が
生
き
た
年
代
は
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
か
ら
嘉
永
六
年
（
一
八

五
三
）
ま
で
な
の
で
、
候
補
と
な
る
六
回
の
卯
年
が
全
部
入
る
。
た
だ
し
、
天
明
三

年
と
寛
政
七
年
は
五
代
善
右
衛
門
で
も
ま
だ
若
く
（
寛
政
七
年
で
18
歳
）、
与
頭
（
組

頭
）
と
す
る
に
は
適
当
で
は
な
い
。 

「
善
兵
衛
」
が
与
頭
（
組
頭
）
だ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
の
は
天
保
四
年
（
一

八
三
三
）（『
古
川
町
史 

史
料
編
二
』
649
号
）
と
天
保
五
年
（『
古
川
町
史 

史
料

編
二
』
653
号
）
の
二
回
だ
け
で
あ
る
。
天
保
二
年
に
「
善
兵
衛
」
が
弐
之
町
三
丁
目

の
与
頭
（
組
頭
）だ
っ
た
と
い
う
確
実
な
証
拠
は
な
い
が
、
可
能
性
は
非
常
に
高
い
。

こ
の
頃
、
五
代
は
50
代
半
ば
、
六
代
は
30
代
半
ば
な
の
で
、
ど
ち
ら
に
も
与
頭
（
組

頭
）
だ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。 

残
る
文
化
四
年
、
文
政
二
年
、
天
保
十
四
年
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。 
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こ
の
う
ち
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
の
組
頭
に
関
す
る
資
料
は
な
い
が
、
こ
の

年
の
年
齢
は
五
代
が
30
歳
、
六
代
が
9
才
で
あ
る
。
五
代
が
与
頭
（
組
頭
）
だ
っ

た
可
能
性
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
低
い
。 

文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
つ
い
て
は
、
金
亀
台
組
古
川
祭
資
料
（「
文
政
弐
年

卯
十
二
月
日 
屋
台
修
復
金
預
方
勘
定
留
帳
」）
か
ら
、
こ
の
年
の
弐
之
町
弐
丁
目

と
三
丁
目
の
組
頭
は
無
雁
屋
文
吉
と
越
前
屋
藤
左
衛
門
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
の
で
、
文
政
二
年
は
除
外
で
あ
る
。 

残
る
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
に
つ
い
て
、
組
頭
が
誰
だ
っ
た
か
わ
か
る
資
料

は
な
い
。
た
だ
し
、
金
亀
台
組
古
川
祭
資
料
で
天
保
十
一
年
と
十
二
年
の
与
頭
（
組

頭
）
は
確
認
で
き
る
。
弐
之
町
弐
丁
目
と
三
丁
目
の
組
頭
は
、 

天
保
十
一
年
が
山
下
屋
権
次
と
無
雁
屋
清
四
郎
（「
天
保
十
一
庚
子
年
八
月 

新
屋

台
造
立
規
定
」）、 

天
保
十
二
年
が
要
次
郎
と
清
四
郎
（「
天
保
十
弐
辛
丑
年
閏
正
月
規
定 

屋
台
造
立

月
講
銭
取
立
帳
」）
で
あ
る
。 

し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
天
保
十
四
年
の
与
頭
（
組
頭
）
を
推
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
天
保
十
四
年
は
、
五
代
が
66
歳
、
六
代
は
45
歳
で
あ
る
。
六
代
が
組
頭

で
あ
っ
た
可
能
性
は
残
る
。 

以
上
の
検
討
か
ら
、
善
兵
衛
が
組
頭
だ
っ
た
の
は
天
保
二
年
と
天
保
十
四
年
の
ど

ち
ら
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
可
能
性
と
し
て
は
天
保
二
年
の
方
が
高
い
。
こ

の
「
定
式
」
を
最
初
に
紹
介
し
た
大
野
政
雄
氏
は
「
こ
の
『
定
式
』
は
、
天
保
二
年

の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
」（「
古
川
祭
の
屋
台
」『
北
飛
タ
イ
ム
ス
』
昭
和
四
十
八
年

四
月
十
五
日
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
私
も
そ
れ
に
倣
っ
て
「
天
保
二
年
と
推
定
さ

れ
る
」
と
し
た
。
天
保
二
年
の
可
能
性
は
非
常
に
高
い
が
断
定
は
で
き
ず
、
天
保
十

四
年
の
可
能
性
も
少
し
残
る
と
い
う
意
味
で
の
「
推
定
」
で
あ
る
。 

 

二 

「
定
式
」
の
内
容
を
読
む 

  

こ
の
「
定
式
」
に
つ
い
て
、
大
野
政
雄
氏
は
「
後
の
『
御
神
事
屋
台
儀
式
』
に
発

展
す
る
前
の
資
料
と
し
て
貴
重
」（「
北
飛
タ
イ
ム
ス
」
昭
和
四
十
八
年
）
で
あ
り
、

「
文
献
上
に
見
え
る
起
し
太
鼓
の
初
見
」（『
古
川
祭
』
平
成
十
八
年
）
で
あ
る
と
し

て
、
そ
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
こ
の
「
定
式
」
に
書
か
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
、
不
十
分
な
が
ら
も

読
み
解
い
て
み
た
い
と
思
う
。
江
戸
時
代
の
古
川
祭
資
料
が
少
な
い
の
で
、
祭
の
様

相
が
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
明
治
初
期
の
資
料
を
使
い
な
が
ら

項
目
を
設
け
て
読
み
解
き
、「
定
式
」
の
全
容
を
つ
か
み
た
い
。 

 

（
一
）「
御
神
輿
送
り
」 

① 

こ
の
頃
の
御
神
輿 

 

気
多
若
宮
神
社
に
は
現
在
二
体
の
神
輿
が
あ
り
、
う
ち
一
体
は
万
治
三
年
（
一
六

六
〇
）
に
高
顕
院
（
高
山
藩
四
代
藩
主
金
森
頼
直
の
妹
）
が
寄
進
し
た
も
の
と
さ 

れ
て
い
る
（
図
2
）。 

も
う
一
体
の
御
神 

輿
は
明
治
三
年
（
一 

八
七
〇
）
の
新
築 

な
の
で
、
天
保
二 

年
に
巡
幸
し
た
御 

神
輿
は
図
2
の 

御
神
輿
だ
っ
た
こ 

と
が
わ
か
る
。 

 

図2 高顕院が寄進した御神輿 

（気多若宮神社） 
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② 

御
神
輿
行
列 

 
御
神
輿
が
ど
の
よ
う
な
行
列
を
組
ん
で
町
場
へ
入
っ
て
来
た
か
を
確
か
め
る
江

戸
時
代
の
資
料
は
な
い
。
最
も
古
い
も
の
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
「
氏
神
御

祭
典
定
式
萬
格
記
」（
飛
騨
市
蔵
）
に
あ
る
「
御
神
輿
順
列
」（
図
3
）
で
あ
る
。
御

神
輿
を
挟
ん
で
旗
が
五
本
（
御
神
号
旗
と
四
神
旗
）、
猪
子
（
獅
子
）、
遠
見
、
榊
、

神
楽
の
ほ
か
神
主
が
付
き
添
っ
て
い
る
。
一
番
最
後
に
「
輿
丁
」
と
あ
る
の
は
御
神

輿
を
担
ぐ
人
の
こ
と
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現
在
の
神
輿
行
列
と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

比
べ
て
非
常
に
簡
素
で 

あ
る
が
、
現
在
も
受
け 

継
が
れ
て
い
る
も
の
ば 

か
り
で
あ
る
。 

猪
子
（
獅
子
）
、
榊
、 

神
楽
は
現
在
気
多
若
宮

神
社
の
あ
る
上
気
多
の

宮
本
組
が
担
当
し
て
い

る
。
当
時
は
遠
見
、
旗
持

ち
、
御
神
輿
担
ぎ
も
含

め
て
宮
本
組
が
担
当
し

て
い
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
天
保
二
年
頃
の
御

神
輿
行
列
も
、
明
治
五

年
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ

て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
る
。 

③ 

「
御
神
輿
迎
え
」
と
「
御
神
輿
送
り
」 

 

「
定
式
」
に
は
「
御
神
輿
送
り
」
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
が
、「
御
神
輿
迎
え
」 

も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。与
頭
善
兵
衛
に
は
「
御
神
輿
迎
え
」
の
役
は
与
え
ら
れ
ず
、

「
御
神
輿
送
り
」
の
役
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。 

江
戸
時
代
の
古
川
祭
に
つ
い
て
定
め
た
「
御
神
事
屋
台
儀
式
」
や
「
御
祭
礼
屋
台

儀
式
」
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
御
神
輿
迎
え
」
や
「
御
神
輿
送

り
」
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
明
治
初
期
に
な
る
と
「
御
祭
礼
屋
台

規
式
」
や
「
気
多
若
宮
神
社
例
祭
附
則
」
に
具
体
的
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
表

1
）。 

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
「
御
祭
礼
屋
台
規
式
」
に
初
め
て
御
神
輿
迎
え
が
登

場
す
る
。
翌
三
年
の
『
上
北
村
後
風
土
記
書
き
上
げ
（
下
書
）』（『
古
川
町
史 

史

料
編
二
』
498
号
）
に
は
「（
御
神
輿
を
）
御
迎
の
と
き
は
町
長
等
つ
か
え
奉
り
、
御

送
り
の
折
も
同
じ
」
と
記
さ
れ
、
御
神
輿
の
迎
え
も
送
り
も
町
長
（
ま
ち
お
さ 

組

頭
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
）
が
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

「
御
祭
礼
屋
台
規
式
」
な
ど
に
も
っ
と
細
か
く
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
明

治
四
年
（
一
八
七
一
）
か
ら
で
（
表
1
）、
そ
の
年
の
御
神
輿
迎
え
に
つ
い
て
は
「
十

九
日
午
前
第
八
時
、
惣
代
之
内
両
三
人
為
御
迎
東
岡
江
罷
越
、
御
神
輿
警
衛
仕
御
旅

所
江
出
張
ニ
相
成
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
惣
代
の
内
、
二
、
三
人
が

御
神
輿
を
迎
え
に
東
岡
（
神
社
の
あ
る
地
名
）
へ
行
き
、
警
衛
し
な
が
ら
町
場
の
御

旅
所
へ
迎
え
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
惣
代
と
は
組
頭
の
こ
と
を

指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
以
降
、
迎
え
の
人
数
が
増
え
て
「
組
長
一
同
」
と
な
る
。

そ
れ
ま
で
二
、
三
人
だ
っ
た
も
の
が
、
町
場
の
十
人
の
組
長
全
員
で
神
社
へ
御
神
輿

を
迎
え
に
行
き
、
警
衛
し
な
が
ら
御
旅
所
ま
で
迎
え
入
れ
る
わ
け
で
あ
る
。 

 

図3 明治5年の御神輿行列（飛騨市蔵「明治 5年氏神御祭典定式萬格記」） 
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弐
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輿
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年 御神輿迎え 御神輿送り

天保2（1831） 記述なし 御神輿送り

弘化2（1845） 記述なし 記述なし

弘化3（1846） 記述なし 記述なし

嘉永5（1852） 記述なし 記述なし

安政2（1855） 記述なし 記述なし

安政5（1858） 記述なし 記述なし

明治2（1869） 5日（御神輿を）組々より御出迎ひ警固仕り 記述なし

明治3（1870） 記述なし 記述なし

明治4（1871）
19日午前第8時惣代之内両三人為御迎東岡江罷越

御神輿警衛仕御旅所江出張ニ相成候

21日午前8時御神輿御還御之節者惣代一同附添警

衛可致事

明治5（1872）
5日九ツ時組頭之内両三人為御迎杉本江罷越御神

輿警衛仕御旅所江出張相成候
7日朝御神輿還御之節ハ役前一同附添警衛可致事

明治7（1874）
19日午前12時半頭之内三、四人為御迎東岡へ罷越

御神輿警衛仕御旅所へ御神幸ニ被相成候
21日朝御神輿還御之節ハ役前一同附添警衛可致事

明治8（1875）

19日午前12時組代并当番之内両三人為御迎確定時

気多若宮江罷越御神輿警衛仕御旅所へ出張ニ相成

候

21日朝御神輿還御之節ハ役前一同附添警衛可致事

明治9（1876）
19日午前第8時惣代一同為御迎東岡へ参候。御神

輿警衛仕御旅所へ出御相成候

21日午前8時御神輿還御之節ハ惣代一同附添警衛

可致事

明治11（1878）
19日午前第8時組長一同為御迎東岡江参候。御神

輿警衛仕御旅所へ出御候

21日午前8時御神輿還御之節ハ組長一同并ニ当番

附添警衛可致事

明治12（1879）
19日午前第8時組長一同為御迎東岡江参り、御神

輿警衛仕御旅所へ出御候

21日午前8時御神輿還御之節ハ組長一同并ニ当番

附添警衛可致事

明治13（1880）
19日午前第8時組長一同為御迎東岡江参り、御神

輿警衛仕御旅所へ出御候

21日午前8時御神輿還御之節ハ組長一同并ニ当番

附添警衛可致事

明治14（1881）
19日午前第8時組長一同為御迎東岡江参拝シ、御

神輿警衛仕御旅所江出御候

21日午前8時御神輿還御之節者組長一同并ニ当番

附添警衛可致事

明治15（1882）
18日午前第8時組長一同御迎ニ東岡へ参り、御神

輿警衛仕御旅所へ御着之上

20日午前第8時御神輿還御ノ際各組長及当番附添

上気多組境マデ奉送シ、上気多組ハ三番叟、主事

両組ニテ警衛可致事

明治16（1883）
18日午前第8時組長一同御迎トシテ榊岡へ参拝

シ、御神輿警衛仕御旅所江出御相成候

20日午前第8時御神輿還御之際各組長当番一同附

添ヒ郷社新道迄奉送可致事

明治17（1884）
前祭19日午前10時組長一同参拝　　御神輿御旅所

渡御19日午後2時各組長交番警衛

神輿上気多組ヘ渡御　21日午前9時　市中組長一

同上気多組境マデ奉送

明治18（1885）
前祭19日午前10時組長一同参拝　　御神輿御旅所

へ渡御19日午後2時各組長交番警衛

神輿上気多組ヘ渡御　21日午前9時　市中組長一

同上気多組境マデ奉送

明治19（1886）
前祭17日午前10時組長一同参拝　　神輿御旅所エ

渡御19日午後2時各組長交番警衛

神輿上気多組ヘ渡御　19日午前7時　市中組長一

同上気多組境マデ奉送

明治20（1887）
前祭16日午前10時組長一同参拝　　神輿御旅所へ
渡御16日12時各組長交番警衛

神輿上気多組渡御　18日午前7時　市中組長一同
上気多組境マデ奉送

明治3年『上北村後風土記書き上げ』　「（御神輿を）御迎のときは町長等つかへ奉り、御送りの折も同じ」

                         

                         

表 1 御神輿迎えと送り  〔資料の出典〕弘化 2年、3年「御神事屋台儀式」、嘉永 5年、安政 2年、5年は

「御祭礼屋台儀式」、明治 2年～明治 13年、15年、16年は「御祭礼屋台規式」、明治 14年は「御祭礼規定」、

明治17年～20年は「気多若宮神社例祭附則」 
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「
御
神
輿
送
り
」
に
つ
い
て
は
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
の
『
上
北
村
後
風
土
記

書
き
上
げ
（
下
書
）』
に
「
御
送
り
の
折
も
同
じ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
組
頭
な

ど
が
御
神
輿
送
り
に
出
役
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
後
、
毎
年
の
「
御
祭
礼
屋
台
規

式
」
や
「
気
多
若
宮
神
社
例
祭
附
則
」
に
「
御
神
輿
送
り
」
と
記
載
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
（
表
1
）。 

注
目
し
た
い
の
は
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
で
、
こ
の
年
の
「
御
祭
礼
屋
台

規
式
」
に
は
「
上
気
多
組
境
迄
奉
送
シ
」、
三
番
叟
組
と
主
事
組
は
上
気
多
組
内
の

御
神
輿
巡
幸
に
付
き
従
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
条
項
は
こ
の
年

だ
け
で
、
以
後
組
長
一
同
は
上
気
多
組
の
境
ま
で
御
神
輿
を
送
っ
て
行
く
だ
け
に
な

る
。 問

題
は
、
江
戸
時
代
も
含
め
た
明
治
十
四
年
以
前
は
ど
こ
ま
で
送
っ
て
行
っ
た
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
、
古
川
祭
の
三
日
目
は
上
北
村
（
上
気
多
）
の
祭
で
、

御
神
輿
は
三
日
目
の
朝
町
場
の
御
旅
所
を
出
御
す
る
が
、
そ
の
ま
ま
神
社
へ
帰
る
の

で
は
な
く
、
上
北
村
（
上
気
多
）
内
を
巡
幸
す
る
。
従
っ
て
、
町
場
の
組
頭
な
ど
が

ず
っ
と
御
神
輿
に
付
き
添
う
の
は
不
自
然
な
面
が
あ
る
。 

推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
明
治
十
五
年
以
前
も
上
気
多
組
の
境
ま
で
し
か
御
神
輿

を
送
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。 

        

（
二
）「
町
廻
り
五
日
夜
八
ツ
時 

 

同 

六
日
昼
七
ツ
時
」 

 

町
廻
り
に
関
し
て
は
江
戸
時
代
後
期 

の
「
御
神
事
屋
台
儀
式
」「
御
祭
礼
屋 

台
儀
式
」
や
明
治
時
代
初
期
の
「
御
祭 

礼
屋
台
規
式
」
な
ど
に
記
さ
れ
て
は
い 

な
い
。 

し
か
し
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
） 

の
『
氏
神
御
祭
典
定
式
萬
格
記
』
に
よ 

っ
て
町
廻
り
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
る 

（
図
4
）。 

 

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
「
町
廻 

り
」
は
、
古
川
祭
一
日
目
の
八
月
五
日 

昼
九
ツ
時
（
十
二
時
）
か
ら
三
日
目
の 

八
月
七
日
夜
七
ツ
時
（
午
前
四
時
）
ま 

で
の
四
十
時
間
、
二
時
間
交
代
で
行
わ 

れ
た
。
町
廻
り
を
担
当
し
た
の
は
十
二 

人
の
組
頭
と
三
人
の
行
司
で
、
二
人
ま 

た
は
三
人
一
組
に
な
っ
て
、
組
頭
は
三 

回
ず
つ
、
行
司
は
一
回
ず
つ
出
役
し
て 

い
る
。 

約
四
十
年
前
の
天
保
二
年
（
一
八
三 

一
）
に
も
同
様
に
町
廻
り
が
行
わ
れ
た 

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
弐
之
町
三
丁
目 

の
与
頭
（
組
頭
）
で
あ
っ
た
善
兵
衛
は
、 

御
祭
礼
中
町
廻
り
時
刻 

八
月
五
日 

昼  

九
ツ
時 

2
名 

 

同 

八
ツ
時 

2
名 

 

同 

七
ツ
時 

2
名 

 

同 

六
ツ
時 

2
名 

夜  

五
ツ
時 

2
名 

 

同 

四
ツ
時  

2
名 

同 

九
ツ
時  

3
名 

同 

八
ツ
時  

2
名 

暁  

七
ツ
時  

2
名 

同
六
日 

朝  

五
ツ
時  

2
名 

昼  

四
ツ
時  

2
名 

同 

九
ツ
時  

2
名 

同 

八
ツ
時  

2
名 

同 

七
ツ
時  

2
名 

同 

六
ツ
時  

2
名 

夜  

五
ツ
時  

2
名 

同 

四
ツ
時  

2
名 

同 

九
ツ
時  

2
名 

同 

八
ツ
時  

2
名 

右
之
刻
限
相
組
之
通
り 

無
怠
慢
町
端
隅
々
火
元 

用
心
万
端
心
ヲ
付
相
廻 

り
可
申
候
事 

図4 明治5年の町廻り（飛騨市蔵「明治 5年氏神御祭典定式萬格記」） 
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祭
一
日
目
の
八
月
五
日
夜
八
ツ
時
（
午
前
二
時
頃
）
と
祭
二
日
目
の
八
月
六
日
昼
七

ツ
時
（
午
後
四
時
頃
）
に
町
廻
り
の
役
を
担
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
八
月
五

日
夜
八
ツ
時
は
祭
の
実
態
か
ら
六
日
の
午
前
二
時
頃
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
町
廻

り
は
二
回
な
の
で
、
明
治
五
年
の
三
回
よ
り
少
な
い
が
、
天
保
二
年
に
も
こ
う
し
た

町
廻
り
が
組
頭
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

明
治
五
年
の
町
廻
り
表
の
最
後
に
、「
右
之
刻
限
相
組
之
通
り
無
怠
慢
町
端
隅
々

火
元
用
心
万
端
心
ヲ
付
相
廻
り
可
申
候
事
」（
図
4
）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、 

町
廻
り
の
一
番
の
目
的
は
「
火
元
用
心
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
天
保
二
年
の

「
定
式
」（
図
1
）
に
も
「
第
一
火
之
元
用
心
大
切
ニ
相
守
り
可
申
事
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
祭
礼
中
の
火
の
用
心
に
は
特
別
の
注
意
が
払
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

図
5
は
、
古
川
祭
に
関
す
る
最
も
古
い
証
文
で
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
の
も

の
で
あ
る
。
祭
礼
を
例
年
の
通
り
実
施
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
へ

の
お
礼
を
述
べ
た
後
、
火
の
用
心
を
堅
く
守
り
、
喧
嘩
口
論
や
博
奕
諸
勝
負
一
切
さ

せ
ぬ
よ
う
祭
礼
中
は
油
断
な
く
見
廻
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
こ
の
頃
か
ら
祭

礼
中
の
町
廻
り
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
組
頭
に
よ
る
組
織
的
な
町
廻
り

が
い
つ
ご
ろ
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
元
禄
八
年
（
一
六
九

五
）
に
行
わ
れ
て
い
た
町
廻
り
が
、
百
三
十
六
年
後
の
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に

は
見
事
に
組
織
化
さ
れ
、
さ
ら
に
四
十
一
年
後
の
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
も 

強
化
さ
れ
た
形
で
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
川
祭
の
有
様
は
、
江
戸
時
代
後
期
に

は
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
、
大
き
く
変
わ
る
こ
と
な
く
明
治
時
代
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
と

考
え
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。 

    

                         

図5 元禄8年「差上ケ申証文之事」（個人蔵） 

差
上
ケ
申
証
文
之
事 

一
古
川
郷
上
北
村
杉
本
明
神
祭
礼
先
規
之
通
り
八
月
十
六
日
よ
り
同
十 

八
日
迄
、
当
年
祭
礼
仕
度
旨
奉
願
候
処
に
其
通
被
仰
付
難
有
奉
存
候
。 

然
上
者
火
用
心
堅
仕
、
其
外
喧
嘩
口
論
無
之
様
に
仕
、
勿
論
博
奕
諸 

勝
負
一
切
為
致
申
間
敷
候
。
尤
拙
者
共
儀
、
祭
礼
之
中
見
廻
り
無
油 

断
申
仕
候
。
為
其
証
文
差
上
ケ
申
候
。
仍
如
件
。 

祢
宜 

九
兵
衛 

肝
煎 

弥
七
郎 

元
禄
八
乙
亥
八
月
三
日 

 
 
 
 
 
 

組
頭 

次
右
衛
門 

 
 

伊
奈
半
十
郎
様 

 
 
 
 
  

御
役
人
衆
中 
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（
三
）「
屋
台
引 

町
順 

夕 

 

同 

順 

八
番
」 

 

祭
礼
中
、
各
屋
台
は
列
を
な
し
て
町
場
を
巡
行
し
、
名
主
や
組
頭
な
ど
の
家
の
前

で
芸
（
か
ら
く
り
や
子
供
歌
舞
伎
な
ど
）
を
行
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
天
保
二
年
（
一

八
三
一
）
よ
り
五
十
年
近
く
前
の
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
の
記
録
に
も
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
近
江
の
俳
僧
林
篁
が
書
き
残
し
た
紀
行
文
『
飛
騨
美
屋
計
』
で
あ
る
。 

         

ま
た
、
屋
台
が
町
場
を
巡
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
巡
行
の
町
順
や
屋
台
順
な
ど
が

細
か
く
取
り
決
め
ら
れ
た
。
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
の
「
定
式
」
は
そ
の
初
期
形

態
を
残
す
も
の
で
、
や
が
て
町
場
の
祭
り
を
運
営
す
る
主
事
に
よ
っ
て
「
御
神
事
屋

台
儀
式
」
な
ど
が
作
ら
れ
、
各
屋
台
組
の
組
頭
や
当
番
な
ど
が
調
印
す
る
体
制
が
で

き
あ
が
る
。 

 

今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
る
「
御
神
事
屋
台
儀
式
」
で
最
も
古
い
も
の
は
弘
化
二
年

（
一
八
四
五
）
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
屋
台
巡
行
の
町
順
と
と
も
に
組

頭
前
で
芸
を
行
う
こ
と
や
屋
台
順
も
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
資
料
か
ら
判
断
し
て
、
天
保
二
年
「
定
式
」
に
あ
る
「
屋
台
引
町
順 

 

夕
」
は
、
弐
之
町
三
丁
目
組
頭
の
前
を
屋
台
が
通
る
の
は
（
八
月
六
日
）
夕
方
で
、

そ
こ
で
屋
台
の
芸
が
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

ま
た
、「
同 

順 

八
番
」
は
、
弐
之
町
弐
丁
目
と
三
丁
目
が
共
同
で
所
有
す
る
金

亀
台
の
屋
台
順
が
八
番
目
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
屋
台

が
何
台
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
に
す
で
に
九
台
の

屋
台
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
そ
れ
と
同
じ
か
そ
れ
以
上
の
屋
台
が
あ
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。 

 

（
四
）「
祭
礼
当
日
途
中
に
て
雨
降
候
時
ハ
、
勝
手
次
第
ニ
合
羽
相
用
ひ
可
申
事
。 

日
暮
候
ハ
バ
、
是
又
勝
手
ニ
提
灯
と
も
し
可
申
事
」 

こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
勝
手
次
第
ニ
」「
勝
手
ニ
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
祭
礼

中
に
雨
が
降
っ
て
き
た
ら
屋
台
組
の
判
断
で
合
羽
を
用
い
て
も
良
い
、
日
が
暮
れ
た

ら
屋
台
組
の
判
断
で
提
灯
を
灯
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
二
つ
は
特
例
で
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
こ
の
年
の
町
場
の
祭
を
取
り
仕
切
る

屋
台
行
司
（
後
の
主
事
）
の
指
示
に
従
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。「
定
式
」
の
最
後

の
方
に
「
此
ほ
か
屋
台
行
司
よ
り
触
出
シ
候
義
ハ
、
何
事
ニ
よ
ら
ず
急
度
相
守
り
可

申
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
、
祭
を
支
障
な
く
運
営
す
る
た
め
に
屋

台
行
司
に
は
強
大
な
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。 

 

（
五
）「
附
り
起
太
鼓
夜
八
ツ
時
前
ハ
堅
無
用
ニ
候
事
。
并
板
た
ゝ
き
、
悪
あ
く 

れ
堅
停
止
ニ
候
事
」 

起
し
太
鼓
に
関
す
る
初
出
資
料
で
あ
る
。
前
述
の
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）『
飛

騨
美
屋
計
』
に
は
屋
台
が
九
台
あ
っ
て
芸
を
す
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
起
し

太
鼓
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。
大
野
政
雄
氏
は
「
起
し
太
鼓
は
廻
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
だ
特
筆
さ
れ
る
ほ
ど
著
し
い
祭
事
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
（
大
野
政
雄
「
古
川
祭
の
起
し
太
鼓
」『
北
飛
ニ
ュ
ー
ス
』

昭
和
五
十
三
年
四
月
十
五
日
）。 

古
川
祭
は
八
月
六
日
な
り
。
引
き
山
九
ツ
あ
り
。
是
も
や
た
い
と
い 

ふ
。
此
祭
ハ
杉
本
明
神
の
氏
子
也
。
御
本
地
天
照
太
神
と
い
ふ
。
祭 

の
日
深
見
亭
の
前
に
て
引
き
山
の
芸
な
ど
あ
り
。
又
深
見
よ
り
御
輿 

に
そ
な
へ
物
あ
り
。
神
主
両
人
つ
き
来
り
て
、
い
ろ
い
ろ
の
式
あ 

り
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（『
古
川
町
史 
史
料
編
三
』
793
号
） 
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し
か
し
、
そ
れ
か
ら
約
五
十
年
後
の
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
の
「
定
式
」
に
、

わ
ざ
わ
ざ
「
附
り
」
と
し
て
起
し
太
鼓
を
規
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
な

行
事
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

規
制
の
一
つ
目
は
「
夜
八
ツ
時
前
ハ
堅
無
用
ニ
候
事
」
で
あ
る
。
夜
八
ツ
時
（
午

前
二
時
頃
）
よ
り
前
は
起
し
太
鼓
を
禁
止
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
れ
よ
り
早
い
時

間
か
ら
起
し
太
鼓
が
独
自
に
行
動
す
る
と
い
う
実
態
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

規
制
の
二
つ
目
は
「
板
た
ゝ
き
、
悪
あ
く
れ
堅
停
止
ニ
候
事
」
で
あ
る
。
起
し

太
鼓
だ
け
で
な
く
、
板
を
た
た
い
た
り
、
悪
ふ
ざ
け
（
悪
あ
く
れ
）
を
し
た
り
す
る

行
為
が
目
に
余
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
来
、
起
し
太
鼓
は
祭
礼
当
日
氏

子
を
眠
り
か
ら
覚
ま
し
、
祭
の
開
始
を
告
げ
る
合
図
と
し
て
た
た
か
れ
た
。
重
要
な

祭
礼
行
事
の
一
つ
で
、
御
神
輿
や
屋
台
の
動
き
と
連
動
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、
起
し
太
鼓
の
勝
手
な
振
る
舞
い
が
多
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
規
制
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
も
問
題
が
相
次
い
だ
よ
う
で
あ
る
。 

 

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
の
「
御
祭
礼
屋
台
儀
式
」
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
起
太
鼓

之
義
、
行
司
屋
台
之
外
よ
り
決
而
出
申
間
敷
候
事
」
と
書
い
た
紙
を
表
紙
の
裏
に
貼

り
付
け
て
い
る
（『
郷
土
文
化 

古
川
祭
』
昭
和
二
十
八
年
）。
行
司
屋
台
（
後
の
主

事
）
以
外
は
起
し
太
鼓
を
出
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
意
味
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
屋

台
組
の
太
鼓
が
勝
手
に
行
動
し
て
い
た
と
い
う
実
態
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

明
治
時
代
に
な
っ
て
も
こ
う
し
た
規
制
が
た
び
た
び
行
わ
れ
る
。
明
治
七
年
（
一

八
七
四
）
の
「
御
祭
礼
屋
台
規
式
」
に
は
「
起
シ
太
鼓
ハ
年
行
司
組
ヨ
リ
外
丁
ハ
決

而
出
シ
申
間
敷
候
。
勿
論
市
中
一
通
り
廻
り
候
ハ
バ
、
夜
明
ニ
相
成
位
ニ
出
し
、
猥

之
儀
無
之
様
可
致
事
」
と
し
て
起
し
太
鼓
の
規
制
を
行
っ
て
い
る
。
本
来
は
年
行
司

組
（
後
の
主
事
組
）
だ
け
が
起
し
太
鼓
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
そ
れ
以
外
の

組
か
ら
も
起
し
太
鼓
が
出
て
統
制
が
取
れ
な
く
な
っ
て
い
る
実
態
が
浮
か
び
あ
が

る
。
し
か
も
、
起
し
太
鼓
は
原
則
と
し
て
夜
明
け
前
に
は
引
き
上
げ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
が
、
そ
れ
を
無
視
し
て
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
す
と
い
う
実
態
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
起
し
太
鼓
が
祭
を
構
成
す
る
主
要
な
行
事
と
し
て
形
を
整
え
る
ま
で
に
は
こ
う

し
た
規
制
が
た
び
た
び
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

（
六
）「
町
会
所
」 

 

「
町
会
所
」
は
、
今
の
と
こ
ろ
こ
の
「
定
式
」
が
初
出
資
料
で
あ
る
（『
飛
騨
古

川 

歴
史
を
み
つ
め
て
』）。 

「
与
頭
中
打
寄
示
談
之
上
相
定
候
」
と
あ
る
の
で
、
祭
の
運
営
主
体
と
な
っ
て
い 

る
与
頭
（
組
頭
）
が
集
ま
っ
て
相
談
し
、「
定
式
」
を
ま
と
め
た
場
所
が
「
町
会
所
」 

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
町
会
所
は
町
場
の
組
頭
中
の
拠
点
と
し
て
明
治
初
期
ま

で
続
く
が
、
そ
の
場
所
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
最
近
に
な
っ
て
『
中
村
家
・
上
原
家
文
書
』（
飛
騨
市
蔵
）
の
中
に

次
ペ
ー
ジ
の
よ
う
な
絵
図
（
図
6
）
が
あ
り
、「
町
会
所
」
は
弐
之
町
に
あ
っ
た
可

能
性
が
出
て
き
た
。 

 

し
か
し
、「
町
会
所
」
と
書
か
れ
た
地
所
は
、
奥
行
は
12
間
5
尺
5
寸
（
約
23

メ
ー
ト
ル
）
も
あ
る
が
、
表
口
が
三
尺
（
約
90
セ
ン
チ
）、
裏
口
が
四
尺
（
約
120
セ

ン
チ
）
し
か
な
い
。
建
物
を
建
て
る
に
は
あ
ま
り
に
も
狭
い
。
し
か
も
、
左
三
か
所

の
地
所
に
は
表
口
の
と
こ
ろ
に
「
家
〇
間
〇
尺
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
て
家
が
建
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、「
町
会
所
」
と
記
さ
れ
た
地
所
に
は
家
の
存
在
を
示
す

記
述
が
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
は
「
町
会
所
」
が
所
有
す
る
土
地
で
あ
っ
て
、
建
物

は
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 
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「
町
会
所
」
の
存
在
と
場
所
を
示
す
資
料
が
ほ
か
に
も
あ
る
。
古
川
祭
の
御
神
輿

を
先
導
す
る
屋
台
の
進
行
ル
ー
ト
の
中
に
「
町
会
所
」
と
い
う
場
所
が
出
て
く
る
の

で
あ
る
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
「
御
祭
礼
屋
台
規
式
」
に
は
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。 

「（
屋
台
は
）
弐
之
町
を
引
上
り
大
区
長
殿
前
相
済
し
、
次
に
町
会
所
ニ
而
副
長 

半
頭
等
役
前
相
済
し
、
祠
官
殿
前
相
済
し
候
ハ
バ
弐
之
町
上
り
・
・
・
」 

 

ま
ず
、「
大
区
長
」
は
、
筑
摩
県
第
二
十
九
大
区
の
大
区
長
後
藤
重
泰
の
こ
と
で
、

自
宅
は
弐
之
町
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
祠
官
」
と
は
河
合
斉
一
郎
の
こ
と
と
思
わ
れ

る
。
河
合
氏
も
弐
之
町
の
住
人
で
あ
っ
た
。
屋
台
進
行
ル
ー
ト
で
は
町
会
所
は
後
藤

大
区
長
宅
と
河
合
祠
官
宅
の
間
に
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
弐
之
町
に
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
う
が
、
場
所
が
特
定
で
き
な
い
。
図
6
の
絵
図
に
あ
る

「
町
会
所
」
の
場
所
と
も
微
妙
に
違
う
感
じ
が
す
る
。 

 

町
会
所
に
つ
い
て
は
『
飛
騨
古
川 

歴
史
を
み
つ
め
て
』
が
詳
し
い
が
、
場
所
に

つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
町
会
所
は
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
古
川
町
が
誕
生

す
る
ま
で
存
続
し
て
い
た
が
、
以
後
は
「
会
議
所
」
と
名
称
が
変
更
に
な
り
、
明
治

十
年
（
一
八
七
七
）
か
ら
は
「
市
中
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
組
頭
が
集
う

拠
点
で
あ
る
点
は
変
わ
り
な
い
が
、
組
頭
は
や
が
て
組
長
、
区
長
へ
と
名
称
が
変
わ

っ
て
い
く
。 

 

（
七
）「
二
ノ
三
丁
目
」 

「
二
ノ
三
丁
目
」
と
は
弐
之
町
三
丁
目
の
こ
と
で
、
天
保
二
年
の
与
頭
（
組
頭
）

は
善
兵
衛
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
、
古
川
祭
を
構
成
す
る
古
川
の
町
内
は
十
二
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
組
頭
が
い
た
。 

・
壱
之
町
（
壱
丁
目
、
弐
丁
目
、
三
丁
目
、
四
丁
目
） 

・
弐
之
町
（
壱
丁
目
、
弐
丁
目
、
三
丁
目
、
四
丁
目
） 

・
三
之
町
（
壱
丁
目
、
弐
丁
目
） 

・
殿
町 

・
向
町 

い
つ
か
ら
「
〇
丁
目
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
古
く

は
寛
政
八
年
に
「
二
ノ
壱
」「
二
ノ
二
」「
弐
ノ
三
」「
二
ノ
四
」
の
町
名
が
見
え
る

（『
古
川
町
史 

史
料
編
一
』
202
号
）。
ま
た
、
明
治
二
年
に
も
「
弐
ノ
町
壱
丁
目
」

「
弐
ノ
弐
丁
目
」「
弐
ノ
三
丁
目
」「
弐
ノ
四
丁
目
」
と
あ
る
（『
古
川
町
史 

史
料

編
一
』
171
号
）。 

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
「
弐
丁
目
」
と
「
三
丁
目
」
が
合
併
し
て
「
弐
之
町

 

町
会
所 

 

（
個
人
宅
） 

（
個
人
宅
） 

 

（
個
人
宅
） 

図6 弐之町の絵図（『中村家・上原家文書』 飛騨市蔵）） 

「町会所」と書かれた地所は、表口「地三尺」、裏口「地

四尺」、奥行「地拾弐間弐尺五寸」と書かれている。 
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中
組
」
と
な
る
ま
で
弐
之
町
三
丁
目
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
て
き
た
。 

ち
な
み
に
、
古
川
祭
の
屋
台
は
こ
の
町
内
ご
と
に
一
台
ず
つ
所
有
さ
れ
て
い
る
が
、 

壱
之
町
弐
丁
目
と
三
丁
目
、
弐
之
町
弐
丁
目
と
三
丁
目
は
そ
れ
ぞ
れ
合
同
で
一
台
の

屋
台
を
所
有
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
屋
台
は
全
部
で
十
台
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

最
初
に
こ
の
「
定
式
」
を
見
た
時
、
残
念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
意
味
が
分
か
ら
な
か

っ
た
が
、
古
川
祭
の
調
査
が
少
し
ず
つ
深
ま
る
に
つ
れ
て
、
内
容
が
見
え
て
く
る
よ

う
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
『
氏
神
御
祭
典
定
式
萬
格

記
』
に
出
会
っ
て
か
ら
は
一
気
に
理
解
が
進
ん
だ
気
が
す
る
。
天
保
二
年
の
内
容
が

明
治
五
年
に
も
そ
の
ま
ま
通
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
は
明
治
五
年
は
天
保
二
年
か
ら

四
十
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
。
そ
の
間
、
祭
り
の
実
相
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
変
化
が

な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
と
い
う
よ
り
、
古
川
祭
の
仕
組
み
は
も
う
天
保
二
年
に
は

か
な
り
確
立
さ
れ
て
い
た
と
考
え
た
方
が
良
い
か
も
知
れ
な
い
。 

           

                         



 

80 

 

古
川
祭
史
編
集
委
員
会
の
経
緯 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
好 

清
超 

 

は
じ
め
に 

 

飛
騨
市
で
は
、
古
川
祭
が
二
〇
一
六
年
度
に
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ

れ
た
こ
と
を
契
機
に
二
〇
一
七
年
度
よ
り
古
川
祭
の
変
遷
を
調
査
し
、
記
録
に
残
す

作
業
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
転
換
期
は
二
〇
二
一
年
で
あ
る
。
当
該
年
度
よ
り
打
ち

合
わ
せ
会
議
、
次
年
度
よ
り
古
川
祭
史
編
集
委
員
会
を
月
一
回
程
度
実
施
し
、
各
台

組
等
の
協
力
員
を
通
じ
て
借
用
し
た
史
資
料
の
調
査
を
確
実
に
進
め
、
そ
の
蓄
積
を

各
台
組
へ
の
資
料
調
査
報
告
会
や
市
民
講
演
会
で
公
開
し
て
き
た
。
本
事
業
の
主
体

は
飛
騨
市
教
育
委
員
会
事
務
局
で
あ
り
、
調
査
主
体
は
古
川
祭
史
編
集
委
員
会
（
以

下
、
委
員
会
と
い
う
。）
で
あ
る
（
資
料
一
）。 

本
稿
で
は
、
現
在
の
方
向
性
に
定
ま
っ
た
二
〇
二
一
年
か
ら
二
〇
二
三
年
一
二
月

ま
で
の
事
業
と
検
討
事
項
の
経
緯
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
。 

 

一
．
事
業
に
至
る
経
緯 

 

古
川
祭
の
起
し
太
鼓
・
屋
台
行
事
は
、
飛
騨
市
古
川
町
に
所
在
す
る
気
多
若
宮
神

社
の
祭
礼
に
関
わ
る
行
事
で
あ
る
。
毎
年
四
月
一
九
・
二
〇
日
に
執
行
さ
れ
る
。
一

九
七
一
年
九
月
、「
古
川
祭
」
と
し
て
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
の
民

俗
文
化
財
に
選
択
さ
れ
、
一
九
八
〇
年
一
月
二
八
日
に
国
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
た
。
保
護
団
体
は
、
古
川
祭
保
存
会
で
あ
る
。 

文
化
財
と
し
て
の
特
徴
は
、
一
九
・
二
〇
日
の
両
日
に
わ
た
り
神
輿
の
渡
御
に
合

わ
せ
て
一
二
台
組
の
氏
子
が
行
列
し
、
九
台
の
屋
台
が
曳
き
そ
ろ
え
ら
れ
る
「
屋
台

行
事
」、
ま
た
一
九
日
の
夜
間
に
太
鼓
を
打
ち
な
が
ら
町
内
を
練
り
歩
く
「
起
し
太

鼓
」
で
あ
る
。
江
戸
時
代
後
期
に
発
達
し
た
祭
屋
台
の
形
態
を
よ
く
備
え
、
こ
の
種

の
祭
礼
行
事
の
代
表
的
な
事
例
の
一
つ
と
し
て
、
国
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
保
護
の
経
緯
を
持
ち
、
町
内
の
氏
子
等
に
お
い
て
は
、
今
も
昔
も
変

わ
ら
ず
一
年
の
中
心
に
お
か
れ
る
行
事
で
あ
る
。
こ
の
祭
礼
行
事
が
二
〇
一
六
年
に

は
「
山
・
鉾
・
屋
台
行
事
」
の
一
つ
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
代
表
一
覧
表

に
記
載
さ
れ
た
。
飛
騨
市
で
は
こ
の
動
き
に
連
動
し
、
無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
の

現
在
ま
で
の
変
遷
を
記
録
し
た
「
古
川
祭
史
」
の
編
纂
を
行
う
方
針
が
固
ま
り
、
事

務
局
を
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
振
興
課
と
し
た
。
そ
の
後
、
担
当
職
員
に
中
齋
洋

平
と
田
端
徳
弘
（
二
〇
二
二
年
度
～
）
を
採
用
し
た
。
ま
た
、
二
〇
二
〇
年
の
『
飛

騨
市
総
合
政
策
指
針
』
で
は
「
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
登
録
さ
れ
た
古
川
祭
の
史

実
調
査
・
研
究
を
推
進
」
す
る
と
し
た 

（https://www.city.hida.gifu.jp/uploaded/attachment/9857.pdf

）。 

 

二
．
事
業
の
経
過 

（
一
）
古
川
祭
研
究
事
業
に
か
か
る
打
ち
合
わ
せ
会
議 

二
〇
二
一
年
三
月
よ
り
二
〇
二
二
年
三
月
ま
で
、
委
員
会
の
候
補
メ
ン
バ
ー
に
出

席
い
た
だ
き
九
回
の
打
ち
合
わ
せ
会
議
を
行
っ
た
。 

 

第
一
回
（
三
月
一
五
日
） 

二
〇
一
七
年
に
古
川
祭
研
究
事
業
に
つ
い
て
打
合
せ

を
行
っ
て
か
ら
現
在
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
説
明
し
、『（
仮
称
）
古
川
祭
史
』
の
刊

行
に
向
け
、
委
員
会
を
設
立
し
て
進
め
た
い
と
説
明
し
た
。
出
席
者
か
ら
は
、
こ
れ

ま
で
の
事
業
の
進
め
方
に
つ
い
て
改
め
る
よ
う
意
見
が
あ
り
、
舵
取
り
役
を
担
う
人

物
を
委
員
長
と
し
て
決
定
す
べ
き
と
意
見
が
あ
っ
た
。 

 
 

第
二
回
（
四
月
七
日
） 

古
川
祭
史
の
編
集
方
針
に
つ
い
て
審
議
し
た
（
資 

料
二
）。
今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て
福
井
重
治
氏
・
本
永
義
博
氏
に
事
前
に
相
談 
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資料 1 古川祭史研究事業の体制 
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『古川祭史』の概要 

 

事業年度：2021準備、2022～23調査、2024執筆・刊行 

 

●『古川祭史』発刊の目的 

 江戸時代にほぼ現在の形が出来上がり、今日まで続けられている古川祭。古川の方々の生活変化に合

わせ、徐々に形態を変容させながら守り伝えられてきた。また、全国的には「（前略）江戸時代後期に発

達した祭屋台の形態をよく備えており、（中略）この種の祭礼行事の代表的な事例の一つ（後略）」とい

う価値も有し、国重要無形民俗文化財に指定され、ユネスコ無形文化遺産を構成する祭りの一つと評価

されている。 

以上のような背景を踏まえ、具体的な史資料を明示しながら、今日の形態に至った由来と内容を適切

に把握できる記録を作成する。それにより、現在の市民と情報を共有することに加え、未来の市民とも

内容を共有することができる。 

大きな目的としては、 

１）大野政雄氏の文献を補強していくイメージで進め、記録を共有。 

２）各台組、町内（個人）、神社などで保存管理されている史料の把握。 

３）古川祭の現状に至る変遷を把握する。 

●調査の方針と体制（案） 

①古川祭の研究史の整理→明らかになっていること、積み残しの把握。 

②歴史的証言（聞き取り調査）及び屋台蔵所蔵史料の把握調査。 

現在の祭の動きを認識して、平成元年以降の変遷を把握。 

その過程で、台組に協力体制を求め、事業趣旨を周知し、浸透させたい。 

  →図 1調査体制のとおり。今年度のうちに事業周知を目指す。 

③気多若宮神社の歴史 

④近世・近代・現代の古川祭についての史資料の整理 

→平成元年と比較する形で令和５年の姿を記録する。平成元年以降の変化を知る。 

⑤起し太鼓行事の変遷 

⑥屋台行事の変遷  

⑦祭礼行事の記録 

→これまで神輿など祭礼行事全体に関する記録が抜けている。 

40ヶ所で祝詞をあげるのは他の同規模の祭礼では見られない。 

   金森時代から領主の厚い庇護を受けている。棟札や絵馬も調査対象とする。 

⑧史料の把握 

●資料集の作成 

神社や各台組等で収蔵されてきた史料一覧表を作成し、写真撮影を行う。 

収集した史料を基にした史料の分類。 

古写真の収集。 

 →『平成元年の古川祭』で撮影した写真。飛騨市役所の広報担当が所蔵する写真。『懐かしの古川』で

収集した写真。新たに写真を撮影する。市中文書の所在を出来る限り確認したい。 

●執筆要項（細かいところの考え方を今後委員会で相談） 

章、節、項の順で。 

版の大きさ→Ａ４で良い？ 

 横組みで良い？ 資料集は縦書きで良い？ 

 現代仮名遣いによる口語体、常用漢字の使用（固有名詞はこの限りではない） 

句読点「、」「。」 

算用数字の使用 

資料 2 『（仮称）古川祭史』の概要と編集方針 
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し
て
会
議
に
諮
る
ス
タ
イ
ル
を
と
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

第
三
回
（
八
月
一
八
日
） 

市
長
よ
り
改
め
て
方
針
の
説
明
を
行
っ
た
。
そ
こ
で

は
「
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
登
録
（
を
契
機
と
し
て
）（
中
略
）
研
究
事
業
を
し

っ
か
り
や
り
た
い
。
そ
れ
か
ら
古
川
祭
を
世
の
中
の
皆
さ
ん
に
紹
介
す
る
」
事
業
の

一
環
と
し
て
、
飛
騨
古
川
ま
つ
り
会
館
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
・
街
中
の
電
線
地
中
化
と

合
わ
せ
た
三
本
柱
の
一
つ
と
し
て
古
川
祭
史
研
究
事
業
を
位
置
付
け
て
い
る
旨
を

述
べ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
具
体
的
に
は
、
古
川
祭
を
変
化
の
歴
史
と
捉
え
、「
過
去
の

変
化
を
き
ち
ん
と
歴
史
と
し
て
資
料
と
し
て
ま
と
め
上
げ
る
」
こ
と
を
行
い
た
い
と

述
べ
ら
れ
た
。
出
席
者
全
員
、
事
業
の
趣
旨
に
つ
い
て
賛
同
を
得
た
。
ま
た
、
体
制

に
つ
い
て
審
議
さ
れ
、
福
井
氏
・
本
永
氏
に
陣
頭
指
揮
を
依
頼
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

第
四
回
（
九
月
一
〇
日
） 

今
回
の
会
議
よ
り
、
審
議
は
福
井
氏
に
よ
り
進
行
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
会
議
で
は
調
査
の
方
針
と
内
容
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
、
台
組

所
蔵
資
料
以
外
に
個
人
所
有
の
資
料
に
つ
い
て
も
調
査
で
き
る
よ
う
、
広
く
協
力
が

得
ら
れ
る
よ
う
な
体
制
が
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
、『
平
成
元
年
の
古
川
祭
』
で
使
用

し
た
写
真
な
ど
も
所
在
を
確
認
す
る
よ
う
意
見
が
あ
っ
た
。 

 

第
五
回
（
一
〇
月
一
五
日
） 

前
回
に
引
き
続
き
調
査
の
方
針
と
体
制
に
つ
い
て

協
議
さ
れ
た
。
ま
た
、
各
台
組
に
資
料
調
査
を
行
う
た
め
に
、
総
代
と
区
長
へ
の
説

明
会
を
実
施
す
る
こ
と
、
ま
た
借
用
資
料
に
つ
い
て
は
全
て
写
真
撮
影
を
行
い
、
一

覧
表
を
作
成
す
る
方
針
が
示
さ
れ
た
。 

 

第
六
回
（
一
一
月
一
五
日
） 

資
料
調
査
協
力
依
頼
は
一
月
に
行
う
こ
と
と
す
る
。

各
台
組
に
は
協
力
員
の
他
に
写
真
係
を
求
め
る
こ
と
、
撮
影
計
画
を
た
て
る
こ
と
と

な
っ
た
。 

 

第
七
回
（
一
二
月
二
〇
日
） 

総
代
や
区
長
へ
の
説
明
会
を
一
月
二
四
日
に
行
う

こ
と
と
な
っ
た
。
写
真
撮
影
は
、
台
組
・
神
社
へ
依
頼
し
、
区
長
に
は
資
料
調
査
の

協
力
を
依
頼
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

第
八
回
（
二
月
一
八
日
） 

古
川
祭
史
作
成
に
か
か
る
説
明
会
の
結
果
を
報
告
し

た
。
新
年
度
か
ら
本
格
的
に
委
員
会
と
し
て
活
動
す
る
に
あ
た
り
、
設
置
要
綱
に
つ

い
て
意
見
交
換
し
た
。 

 

第
九
回
（
三
月
二
二
日
） 

古
川
祭
史
編
集
委
員
会
設
置
要
綱
の
確
認
を
行
っ
た
。

現
状
で
は
委
員
会
は
六
人
構
成
で
あ
る
が
、
今
後
増
員
に
つ
い
て
検
討
で
き
る
よ
う
、

そ
の
都
度
依
頼
し
て
い
く
よ
う
に
す
る
。
福
井
氏
よ
り
、
書
籍
の
内
容
・
構
成
等
に

つ
い
て
案
が
示
さ
れ
た
。 

 

（
二
）
古
川
祭
史
編
集
委
員
会 

 

正
式
に
古
川
祭
史
編
集
委
員
会
を
発
足
さ
せ
た
（
資
料
三
・
四
）。
以
降
、
二
〇 

二
三
年
一
二
月
ま
で
に
第
一
八
回
の
委
員
会
を
開
催
し
て
い
る
。 

・
二
〇
二
二
年
度 

第
一
回
（
五
月
十
一
日
） 

委
嘱
状
の
交
付
。
委
員
長
に
福
井
氏
、
副
委
員
長
に

本
永
氏
を
選
出
し
た
。
デ
ー
タ
の
保
存
に
つ
い
て
、
通
常
作
業
用
に
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス

ク
と
長
期
保
存
用
に
ブ
ル
ー
レ
イ
デ
ィ
ス
ク
へ
の
保
存
を
事
務
局
案
で
提
案
し
、
今

後
も
検
討
課
題
が
あ
る
と
認
識
し
な
が
ら
今
の
体
制
で
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
（
資

料
五
）。
ま
た
、
祭
史
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
、
各
委
員
が
所
属
す
る
台
組
に
関
す
る

資
料
を
作
成
し
、
次
回
に
全
体
を
統
一
す
る
議
論
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に
、

各
台
組
か
ら
協
力
員
を
選
出
し
て
も
ら
い
、
調
査
写
真
の
撮
影
等
の
協
力
を
依
頼
す

る
こ
と
と
し
、
五
月
三
〇
日
に
協
力
員
説
明
会
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 
第
二
回
（
六
月
二
十
八
日
） 

三
年
か
け
て
通
史
、
別
立
て
で
令
和
五
年
の
古
川

祭
、
資
料
編
を
作
成
と
い
う
方
針
を
確
認
。
撮
影
対
象
を
、『
平
成
元
年
の
古
川
祭
』

に
掲
載
し
て
い
な
い
片
付
け
の
事
務
や
夜
祭
、
付
け
太
鼓
縛
り
等
も
入
れ
る
こ
と
と

し
、
撮
影
計
画
を
確
認
し
た
。 
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飛驒市古川祭史編集委員会設置要綱 
 

 

（設置） 

第１条 古川祭の一連の祭事や歴史、由来を調査研究し、古川祭史を執筆、刊行するため、飛

驒市古川祭史編集委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、古川祭に関する次に掲げる事務を所掌する。 

⑴ 古川祭の現状の調査、研究 

⑵ 古川町内に残る古文書等の調査 

⑶ 古川祭史の執筆、刊行 

⑷ 前各号に定めるもののほか、古川祭の調査研究に必要となる事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 10人以内で組織し、市長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長、副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

４ 副委員長は、委員の中から委員長が指名するものとする。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第６条 会議は、委員長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、委員長が特に認め

る場合は、この限りでない。 

（謝礼等） 

第７条 委員の謝礼及び費用弁償は、飛驒市意見聴取等のための各種委員会等委員の謝礼及

び費用弁償の支給に関する基準（令和２年飛驒市訓令第 20号）の定めるところによる。 

（事務局） 

第８条 委員会の事務局は、教育委員会事務局文化振興課に置く。 

（補則） 

第９条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長 

が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

資料 3 飛騨市古川祭史編集委員会設置要綱 



 

85 

 

 
 

駒 侑記扶    飛騨市古川町   市内有識者 

直井 隆次    飛騨市古川町   市内有識者 

福井 重治    高山市      有識者       委員長 

茂住 修史    飛騨市古川町   市内有識者 

本永 義博    飛騨市古川町   有識者       副委員長 

森下 純雄    飛騨市古川町   市内有識者 

資料 4 飛騨市古川祭史編集委員会名簿 

古川祭史事業に関する調査データの保存について 

 

①通常業務のデータ保存 

普段の業務は、歴史文化調査室のハードディスクに保存していく。 

このハードディスクへの保存は一時利用という考え方。 

（想定されるデータ） 

 ・史料写真データ 

 ・古写真スキャンデータ等 

※資料写真の撮影は、文字だけでなく上野端まで移るように意識する。 

②データの複製 

 ハードディスク内のデータで、資料写真等の画像データは整理された段階で複製を作成。 

 画像データを整理した段階で、長期大量データ保存が可能な M-DISCへ。 

M-DISCへの複製も、正副２枚を作成。この作業は教育委員会事務局で行う。 

１枚は歴史文化調査室、もう１枚は教育委員会事務局で保管。 

この段階で、資料写真等の画像データは、歴史文化調査室のハードディスク、歴史文化調 

査室の M-DISC、教育委員会事務局の M-DISCの３つに複製がある状態。 

③データの利用と保存 

歴史文化調査室の業務で資料写真等の画像データを使用する場合は、ハードディスクのデ 

ータを使用する。 

M-DISCは通常の PCで読み込み可能。委員の皆さんでデータ確認が必要な場合など、歴史 

文化調査室の M-DISCそのものをやり取りする。 

教育委員会事務局の M-DISCは、保存用とする。 

資料 5 古川祭史編集事業におけるデータ保存について 
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第
三
回
（
八
月
三
日
） 

各
台
組
の
協
力
員
へ
の
依
頼
内
容
の
確
認
。
本
の
構
成

を
説
明
し
な
が
ら
撮
影
ポ
イ
ン
ト
を
説
明
す
る
こ
と
と
す
る
。
今
後
、
資
料
を
借
用

し
た
台
組
へ
の
説
明
会
と
、
市
民
を
対
象
と
し
た
調
査
報
告
会
、
協
力
員
へ
の
説
明

会
開
催
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

 

第
四
回
（
九
月
六
日
） 

借
用
資
料
の
返
却
の
際
に
台
組
へ
報
告
会
を
行
う
。
報

告
会
で
は
事
務
局
よ
り
借
用
資
料
の
点
数
等
の
事
実
報
告
、
委
員
長
・
副
委
員
長
か

ら
資
料
か
ら
判
明
し
た
こ
と
の
報
告
、
最
後
に
最
も
大
切
な
こ
と
と
し
て
意
見
交
流

を
実
施
し
、
実
態
を
聞
く
こ
と
と
し
た
。
時
期
は
、
す
で
に
借
用
し
て
い
る
金
亀
台

は
十
月
、
龍
笛
台
は
十
一
月
に
開
催
し
、
あ
と
は
二
ヶ
月
に
一
回
程
度
の
ペ
ー
ス
で

行
う
こ
と
と
決
定
し
た
。
ま
た
、
市
民
向
け
の
講
演
会
は
一
月
に
開
催
し
、
半
年
に

一
回
程
度
の
ペ
ー
ス
で
成
果
を
公
表
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。 

 

第
五
回
（
一
〇
月
三
日
） 

龍
笛
台
組
へ
の
調
査
報
告
会
の
内
容
を
審
議
。
各
台

組
へ
降
雪
前
に
連
絡
を
取
り
、
資
料
借
用
の
段
取
り
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
気
多
若

宮
神
社
の
文
書
を
大
量
に
借
用
し
、
時
間
を
要
す
る
こ
と
を
報
告
し
た
。 

 

第
六
回
（
一
一
月
四
日
） 

一
〇
月
一
三
日
に
実
施
し
た
金
亀
台
組
報
告
会
の
振

り
返
り
を
行
い
、
龍
笛
台
組
報
告
会
の
報
告
内
容
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
協
力
員
説

明
会
を
一
二
月
に
行
う
こ
と
と
し
、
協
力
員
に
よ
る
撮
影
写
真
の
著
作
権
に
つ
い
て

は
、
教
育
委
員
会
に
譲
渡
し
て
も
ら
う
方
向
で
調
整
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 

第
七
回
（
一
二
月
一
日
） 

一
一
月
七
日
に
実
施
し
た
龍
笛
台
組
の
報
告
会
の
振

り
返
り
を
行
っ
た
。
協
力
員
説
明
会
の
報
告
内
容
に
つ
い
て
、
協
力
員
撮
影
の
写
真

を
「
令
和
五
年
の
古
川
祭
」
と
「
古
川
祭
史
」
に
使
用
す
る
こ
と
、
著
作
権
譲
渡
書

の
内
容
を
審
議
し
た
。
ま
た
、
市
民
講
演
会
を
一
月
中
旬
か
二
月
上
旬
に
古
川
町
公

民
館
か
飛
騨
市
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
で
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。
事
務
局
か
ら
の
状

況
報
告
と
し
て
、
市
中
文
書
と
二
三
区
有
文
書
の
調
査
状
況
を
報
告
し
た
。 

 

第
八
回
（
一
月
一
一
日
） 

一
二
月
一
三
日
に
実
施
し
た
協
力
員
説
明
会
の
振
り

返
り
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
各
台
組
へ
の
協
力
に
つ
い
て
前
向
き
に
受
け
取
っ
て

い
た
だ
い
た
が
、
起
し
太
鼓
主
事
と
し
て
も
依
頼
す
る
必
要
が
語
ら
れ
、
玄
武
組
宛

に
も
改
め
て
依
頼
す
る
こ
と
と
し
た
。
事
務
局
か
ら
の
状
況
報
告
と
し
て
、
麒
麟
台

組
文
書
の
調
査
状
況
を
報
告
し
た
。 

 

第
九
回
（
二
月
一
〇
日
） 

二
月
一
日
に
実
施
し
た
市
民
報
告
会
の
振
り
返
り
を

行
っ
た
。
女
性
や
若
年
層
が
多
い
こ
と
が
評
価
さ
れ
、
一
方
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
も

と
に
回
覧
を
も
う
少
し
早
く
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
宮
本
組
（
二
三
区
）
へ
の

報
告
会
は
二
月
二
四
日
と
し
、
福
井
委
員
長
が
江
戸
時
代
の
史
料
に
つ
い
て
、
本
永

副
委
員
長
が
宮
本
祭
と
走
り
太
鼓
に
つ
い
て
話
す
こ
と
と
な
っ
た
。
令
和
五
年
の
古

川
祭
が
一
部
縮
小
さ
れ
る
と
判
明
し
し
た
た
め
、
祭
史
の
中
で
特
集
す
る
こ
と
と
し
、

そ
の
後
に
普
通
に
行
わ
れ
た
時
に
改
め
て
作
成
す
る
方
針
と
な
っ
た
。
事
務
局
か
ら

の
状
況
報
告
と
し
て
、
三
番
叟
台
組
の
資
料
は
な
く
一
五
区
資
料
を
借
用
す
る
こ
と

を
報
告
し
た
。 

 

第
一
〇
回
（
三
月
二
日
） 

二
月
二
四
日
に
実
施
し
た
二
三
区
報
告
会
の
振
り
返

り
を
行
っ
た
。
三
番
叟
台
組
へ
の
報
告
会
は
三
月
九
日
と
し
、
福
井
委
員
長
が
屋
台

の
順
番
に
つ
い
て
、
本
永
副
委
員
長
が
幟
旗
と
秋
葉
様
に
つ
い
て
話
す
こ
と
と
な
り
、

台
車
と
か
ら
く
り
人
形
と
屋
台
の
台
輪
に
つ
い
て
意
見
を
聞
く
こ
と
と
な
っ
た
。
令

和
五
年
の
古
川
祭
は
通
常
通
り
の
開
催
と
は
な
ら
な
い
方
向
性
だ
が
、
古
川
祭
史
に

掲
載
す
る
た
め
に
写
真
撮
影
は
依
頼
す
る
こ
と
と
し
た
。
写
真
専
門
で
お
願
い
す
る

方
の
た
め
に
、
撮
影
ポ
イ
ン
ト
一
一
項
目
を
決
定
し
、
併
せ
て
起
し
太
鼓
の
打
ち
出

し
も
撮
影
し
て
も
ら
う
こ
と
と
な
っ
た
。
事
務
局
か
ら
の
状
況
報
告
と
し
て
、
麒
麟

台
組
文
書
の
整
理
は
三
割
が
終
了
し
、
気
多
若
宮
神
社
文
書
は
五
月
に
報
告
会
を
開

催
で
き
る
よ
う
進
め
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
た
。 

・
二
〇
二
三
年
度
（
～
一
一
月
） 

 

第
一
一
回
（
四
月
六
日
） 

三
月
九
日
に
実
施
し
た
三
番
叟
台
組
報
告
会
の
振
り
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返
り
で
、
一
五
世
帯
中
一
四
世
帯
に
出
席
い
た
だ
い
た
上
、
報
告
会
後
に
新
た
に
資

料
提
供
を
受
け
る
繋
が
り
が
で
き
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
令
和
五
年
の
古
川
祭
の
撮

影
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
、
例
年
と
の
変
更
点
を
確
認
し
た
。 

 

第
一
二
回
（
五
月
一
一
日
） 

令
和
五
年
の
古
川
祭
の
振
り
返
り
に
て
、
協
力
員
・

写
真
係
の
お
か
げ
で
、
古
川
祭
全
容
を
把
握
で
き
た
こ
と
を
確
認
し
た
。 

 

第
一
三
回
（
六
月
二
日
） 

五
月
一
八
日
に
実
施
し
た
気
多
若
宮
神
社
資
料
調
査

報
告
会
の
振
り
返
り
を
行
っ
た
。
ま
た
、
麒
麟
台
組
資
料
調
査
報
告
会
と
市
民
講
演

会
の
内
容
を
確
認
し
、
第
三
回
に
つ
い
て
は
委
員
長
と
副
委
員
長
以
外
の
委
員
の
講

演
を
打
診
し
た
。 

 

第
一
四
回
（
七
月
三
日
） 

六
月
九
日
に
実
施
し
た
麒
麟
台
組
資
料
調
査
報
告
会

の
振
り
返
り
か
ら
、
平
成
に
入
っ
て
か
ら
の
資
料
調
査
が
不
足
し
て
い
る
と
指
摘
を

受
け
た
。
六
月
二
九
日
に
実
施
し
た
第
二
回
市
民
講
演
会
の
振
り
返
り
に
て
、
満
足

度
四
．
五
点
（
五
点
満
点
中
）
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。『（
仮
称
）
古
川
祭
史
』

の
内
容
に
つ
い
て
、
祭
り
の
変
遷
と
特
集
記
事
の
構
成
で
編
ま
れ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。 

 

第
一
五
回
（
九
月
六
日
） 

七
月
二
九
日
に
実
施
し
た
三
光
台
組
資
料
調
査
報
告

会
で
の
振
り
返
り
で
、
全
世
帯
が
出
席
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
八
月
三
〇
日
に

実
施
し
た
鳳
凰
台
組
資
料
調
査
報
告
会
で
の
振
り
返
り
で
、
高
校
三
年
生
が
積
極
的

に
意
見
す
る
頼
も
し
い
姿
勢
を
確
認
し
た
。 

 

第
一
六
回
（
一
〇
月
一
一
日
） 

『（
仮
称
）
古
川
祭
史
』
の
内
容
及
び
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
に
つ
い
て
相
談
し
、
委
員
会
を
令
和
七
年
度
ま
で
、
刊
行
を
令
和
八
年
度
で

な
い
と
間
に
合
わ
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
会
議
後
に
委
員
会
で
市
長
面
談
を
行
い
、

新
し
い
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
確
認
し
た
（
資
料
六
）。
令
和
五
年
の
古
川
祭
の
写
真
は

合
計
七
〇
〇
〇
枚
を
リ
ス
ト
化
し
、
い
つ
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た

こ
と
を
報
告
し
た
。
ま
た
、
第
三
回
市
民
講
演
会
を
一
月
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
、

そ
の
前
の
一
二
月
に
協
力
員
報
告
会
を
行
う
こ
と
を
確
認
し
た
。 

 

第
一
七
回
（
一
一
月
一
日
） 

古
川
祭
の
写
真
撮
影
で
不
足
分
を
把
握
す
る
作
業

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
協
力
員
へ
の
説
明
会
は
、
事
実
整
理
を
し
た
田

端
と
、
ま
と
め
た
本
永
か
ら
行
う
こ
と
、
ま
た
協
力
員
か
ら
も
一
言
ず
つ
意
見
を
頂

戴
し
た
い
こ
と
を
確
認
し
た
。 

 

第
一
八
回
（
一
一
月
二
八
日
） 

一
一
月
一
四
日
に
実
施
し
た
白
虎
台
組
資
料
調

査
報
告
会
で
の
振
り
返
り
で
、
欠
席
し
た
家
に
も
報
告
会
資
料
を
配
布
し
た
こ
と
に

よ
り
、
報
告
会
終
了
後
に
も
ご
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
令
和
五
年
の
例

祭
が
コ
ロ
ナ
禍
で
変
則
的
に
な
っ
た
た
め
平
成
元
年
と
単
純
比
較
で
き
な
く
な
っ

た
状
況
を
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
、
令
和
六
年
度
の
歴
史
文
化
調
査
室
報
に
「
令
和

五
年
の
古
川
祭
」
を
ま
と
め
る
こ
と
、
市
民
講
演
会
で
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
三
回
市
民
講
演
会
で
は
、
委
員
会
か
ら
の
説
明
の
ほ
か
、
起
し
太
鼓
主
事
と
屋
台

主
事
に
も
発
表
を
依
頼
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
福
井
委
員
長
よ
り
、『（
仮
称
）
古
川

祭
史
』
の
構
成
案
が
提
示
さ
れ
た
。 
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三
．
調
査
の
方
法 

以
上
の
よ
う
に
検
討
を
行
う
土
台
を
整
備
し
、
そ
の
後
に
調
査
方
法
も
検
討
し
つ

つ
進
め
た
。 

（
一
）
記
録
の
作
成 

 

古
川
祭
の
変
遷
を
整
理
す
る
た
め
、
各
台
組
・
気
多
若
宮
神
社
・
氏
子
所
有
等
の

関
連
文
書
を
借
用
し
、
全
点
写
真
撮
影
を
行
っ
て
一
覧
表
を
作
成
し
た
。
ま
た
文
書

類
に
は
祭
関
係
以
外
の
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、
全
て
調
査
対
象
と
し
た
。
資
料
借
用

に
あ
た
り
、
台
組
総
代
及
び
協
力
員
に
対
応
い
た
だ
い
た
。 

（
二
）
台
組
報
告
会
で
の
意
見
交
流 

 

資
料
を
借
用
し
た
台
組
等
に
は
調
査
内
容
を
報
告
す
る
資
料
調
査
報
告
会
を
実

施
し
た
。
そ
の
中
で
は
、
調
査
を
通
じ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
不
明
点
を
地
元
の
方
に

聞
き
取
り
を
す
る
交
流
の
時
間
を
持
っ
た
。
ま
た
、
報
告
会
後
に
新
た
に
資
料
を
提

供
す
る
台
組
や
個
人
の
方
も
い
た
。 

（
三
）
市
外
で
の
関
連
調
査 

 

古
川
祭
の
関
連
資
料
調
査
及
び
記
録
作
成
の
た
め
、
市
外
で
も
調
査
を
行
っ
た
。

具
体
的
に
は
、「
高
山
山
王
祭
礼
行
列
絵
巻
」
等
の
飛
騨
高
山
ま
ち
の
博
物
館
所
蔵

資
料
の
撮
影
、
田
中
鉄
工
所
で
の
屋
台
車
輪
輪
締
め
の
見
学
、
井
波
彫
刻
協
同
組
合

で
の
聞
き
取
り
な
ど
で
あ
る
。 

（
四
）
令
和
五
年
の
古
川
祭
の
写
真
撮
影 

 

同
時
並
行
で
実
施
さ
れ
る
祭
礼
を
満
遍
な
く
撮
影
す
る
た
め
、
協
力
員
及
び
撮
影

班
に
よ
る
写
真
撮
影
を
実
施
し
た
。『
平
成
元
年
の
古
川
祭
』（
古
川
町
教
育
委
員
会

一
九
九
一
）
の
内
容
と
比
較
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
同
書
か
ら
読
み
取
れ
る
祭
礼
の

流
れ
を
事
前
に
網
羅
し
て
、
撮
影
場
面
を
指
定
し
た
。
結
果
、
七
〇
〇
〇
枚
あ
ま
り

の
写
真
が
集
ま
り
、
祭
礼
の
全
体
像
を
お
お
む
ね
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
お
、

構
成
世
帯
が
少
な
い
台
組
に
お
い
て
は
、
事
務
局
で
撮
影
班
を
構
成
し
て
対
応
し
た
。 

（
五
）
撮
影
機
材 

 

資
料
や
祭
礼
の
記
録
は
同
時
並
行
で
行
わ
れ
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
は
複
数

台
が
必
要
と
な
る
。
十
分
な
機
材
が
準
備
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
委
員
会
や
協
力
員

等
に
対
し
て
は
個
人
所
有
の
カ
メ
ラ
機
材
を
使
用
い
た
だ
い
た
。
そ
の
た
め
画
素
数

等
の
統
一
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
デ
ー
タ
は
Ｕ
Ｓ
Ｂ
を
準
備
し
、
提
出
い
た
だ
く
こ

と
と
し
た
。
な
お
、
祭
礼
の
撮
影
協
力
に
対
し
て
、
各
台
組
等
に
謝
礼
を
準
備
し
て

対
応
し
た
。 

 

四
．
検
討
事
項
の
経
過 

台
組
資
料
等
を
も
と
に
毎
会
議
後
に
意
見
交
換
を
行
っ
た
。
ま
た
、
各
台
組
報
告

会
で
も
、
氏
子
の
方
々
と
意
見
交
流
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
テ
ー
マ
の
内
容

を
概
述
す
る
（
敬
称
略
）。 

（
一
）
二
〇
二
一
年
度 

・
一
一
月
一
五
日 

福
井
「
元
禄
八
年
の
杉
本
明
神
祭
礼
の
資
料
に
つ
い
て
」、「
弘

化
三
年
の
屋
台
儀
式
資
料
に
つ
い
て
」 

・
一
二
月
二
〇
日 

中
齋
「
金
亀
台
組
所
蔵
文
書
」、
本
永
「
八
月
五
日
向
町
御
神

事
に
つ
い
て
」「
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
と
推
定
さ
れ
る
「
定
式
」」 

・
一
月
二
四
日 

古
川
祭
史
作
成
に
か
か
る
説
明
会
を
開
催
。
区
長
に
は
区
民
へ
の

周
知
協
力
を
依
頼
し
た
。
台
組
総
代
に
は
祭
資
料
の
有
無
や
撮
影
、
連
絡
調
整
に
ご

協
力
い
た
だ
く
協
力
員
を
台
組
と
委
員
会
と
で
決
定
し
た
い
旨
を
依
頼
し
た
。 

・
二
月
一
八
日 

中
齋
「
起
し
太
鼓
主
事
太
鼓
の
借
用
に
つ
い
て-

金
亀
台
組
の
場

合-
」、
本
永
「
大
旗
（
幟
）・
額
提
灯
・
大
提
灯
に
つ
い
て
」 

・
三
月
二
二
日 

本
永
「
災
害
と
古
川
祭
」「
金
亀
台
お
よ
び
三
光
台
の
人
形
に
つ

い
て
」 

（
二
）
二
〇
二
二
年
度 
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・
五
月
一
一
日 

本
永
「
令
和
四
年
の
古
川
祭
に
つ
い
て
」 

・
六
月
二
八
日 

福
井
「
祭
と
は
」、
直
井
「
闘
鶏
楽
設
立
の
経
緯
」、
森
下
「
三
光

台
組
」 

・
八
月
三
日 
福
井
「
近
江
の
僧
林
篁
が
見
た
古
川
の
里
と
祭
」「
幕
末
・
明
治
の

古
川
祭
屋
台
」、
茂
住
「
清
曜
台
の
古
写
真
」「
気
多
若
宮
神
社
本
殿
下
の
古
墳
に
つ

い
て
」 

・
九
月
六
日 

福
井
「
江
戸
時
代
の
神
事
屋
台
儀
式
」、
本
永
「
屋
台
曳
き
に
つ
い

て
」「
神
楽
台
組
の
「
曳
組
」
に
つ
い
て
」「
鳳
凰
台
の
車
輪
（
明
治
二
四
年
廃
台
）」

「
古
川
祭
屋
台
の
車
輪
に
つ
い
て
」、
田
端
「
神
社
費
の
徴
収
に
つ
い
て
」 

・
一
〇
月
三
日 

福
井
「
屋
台
の
再
建
」「
起
し
太
鼓
の
は
じ
ま
り
」、
本
永
「
金
亀

台
組
の
戸
数
と
祭
当
番
人
数
」「
神
輿
行
列
」「
車
輪
外
周
の
金
輪
に
つ
い
て
」 

・
一
〇
月
一
三
日 

金
亀
台
組
資
料
調
査
報
告
会 
一
〇
名
参
加
。 

・
一
一
月
四
日 

福
井
「
氏
子
と
そ
の
く
ら
し
」「
付
け
太
鼓
の
源
流
」「
付
太
鼓
禁

止
か
ら
容
認
へ
」、
本
永
「
龍
笛
台
の
新
築
と
修
繕
」「
弐
之
町
中
組
（
金
亀
台
組
）

の
変
遷
」「
白
虎
台
組
の
子
供
歌
舞
伎
」 

・
一
一
月
一
七
日 

龍
笛
台
組
資
料
調
査
報
告
会 

二
〇
名
参
加
。 

・
一
二
月
一
日 

福
井
「
氏
子
と
そ
の
く
ら
し
２
」「
奉
行
の
祭
礼
取
締
り
」、
本
永

「
明
治
一
九
年
龍
笛
台
新
築
（
熊
崎
家
文
書
よ
り
）」「
金
亀
台
組
の
彫
刻
」「
青
龍

台
組
の
木
偶
」 

・
一
月
一
一
日 

福
井
「
増
島
城
と
杉
本
社
」、
本
永
「
御
祭
礼
中
町
廻
り
時
刻
」

「
祭
礼
規
則
書
」 

・
二
月
一
日 

古
川
祭
史
市
民
講
演
会 

福
井
「
江
戸
時
代
の
杉
本
大
明
神
祭
礼
」、

本
永
「
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
の
祭
礼
の
よ
う
す
」、
八
〇
名
参
加
。 

・
二
月
一
〇
日 

福
井
「
増
島
城
下
の
杉
本
社
」「
古
い
祭
礼
記
録
」「
祭
の
ご
っ
つ

ぉ
」「
上
北
村
の
祭
礼
記
録
」、
本
永
「
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
の
祭
礼
の
よ
う
す
」

「
屋
台
先
芝
居
・
人
形
踊
り
」「
田
中
鉄
工
所
に
お
け
る
「
輪
締
め
」
見
学
の
報
告
」 

・
二
月
二
四
日 

二
三
区
資
料
調
査
報
告
会 

一
九
名
参
加
。 

・
三
月
二
日 

福
井
「
屋
台
の
売
買
」「
一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
年
、
鬮
取
の
は

じ
ま
り
」、
本
永
「
上
北
組
釜
ノ
上
は
ど
こ
か
？
御
神
輿
行
列
の
通
り
道
」 

（
三
）
二
〇
二
三
年
度 

・
四
月
六
日 

福
井
「
現
存
す
る
古
い
屋
台
と
人
形
」、
本
永
「
三
番
叟
台
組
調
査

報
告
会
で
話
題
に
な
っ
た
こ
と
」「
三
番
叟
台
組
の
追
加
資
料
」「
祭
を
支
え
る
提
灯
」、

田
端
「
令
和
五
年
度
気
多
若
宮
神
社
祈
念
祭
・
抽
籤
祭
」「
清
曜
台
組
調
印
式
案
内

状
配
布
の
取
材
」 

・
五
月
一
一
日 

福
井
「
杉
本
社
か
ら
気
多
若
宮
神
社
に
」「
社
殿
の
整
備
」「
明
治

の
県
社
昇
格
運
動
」、
中
齋
「
麒
麟
台
組
所
蔵
文
書
」、
田
端
「
気
多
若
宮
神
社
所
蔵

文
書
」 

・
五
月
一
八
日 

気
多
若
宮
神
社
資
料
調
査
報
告
会 

二
〇
名
参
加
。 

・
六
月
二
日 

福
井
「
高
山
か
ら
来
た
屋
台
」、
本
永
「
屋
台
の
設
計
図
」「
祭
の
履

物
（
白
緒
草
履
・
下
駄
・
足
袋
）
と
令
和
五
年
の
古
川
祭
に
お
け
る
履
物
」 

・
六
月
九
日 

麒
麟
台
組
資
料
調
査
報
告
会 

三
〇
名
参
加
。 

・
六
月
二
九
日 

第
二
回
市
民
講
演
会 

福
井
「
杉
本
社
か
ら
気
多
若
宮
神
社
に
」、

本
永
「
神
様
を
迎
え
る-

神
輿
の
巡
幸
と
当
番
会
所
・
塩
の
道-

」、
七
〇
名
参
加
。 

・
七
月
二
九
日 

三
光
台
組
資
料
調
査
報
告
会 

一
五
名
参
加
。 

・
八
月
三
〇
日 

鳳
凰
台
組
資
料
調
査
報
告
会 

一
三
名
参
加
。 

・
九
月
六
日 

福
井
「
一
七
三
四
（
享
保
一
九
）
年
、
杉
本
宮
祭
礼
場
で
の
刃
傷
沙

汰
」、
茂
住
「
古
川
祭
屋
台
の
創
建
に
つ
い
て
」、
田
端
「
気
多
若
宮
神
社
所
蔵
絵
馬
・

額
に
つ
い
て
」 

・
一
〇
月
一
一
日 

福
井
「
大
祭
の
は
じ
ま
り
」、
本
永
「
太
鼓
取
り
と
付
け
太
鼓
」

「
古
写
真
か
ら
読
み
取
れ
る
起
し
太
鼓
の
変
遷
」「
起
し
太
鼓
の
神
紋
」「
旧
麒
麟
台
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「
龍
の
刺
繡
幕
」
に
つ
い
て
」、
駒
「
増
島
の
郷 

古
川
祭
起
し
太
鼓
集
録
」、
直
井

「
古
川
祭
史 

闘
鶏
楽
に
関
す
る
掲
載
項
目
」、
中
齋
「
気
多
若
宮
神
社
例
祭
細
則
」、

田
端
「
白
虎
台
組
所
蔵
文
書
」 

・
一
一
月
一
日 

福
井
「
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
の
屋
台
沿
革
調
査
」「
白
虎
台

の
記
録
」、
本
永
「
白
虎
台
の
製
作
年
代
に
つ
い
て
」「
古
川
祭
屋
台
の
井
波
彫
刻
」

「
龍
笛
台
の
下
段
彫
刻
に
つ
い
て
」、
中
齋
「
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
九
月
一

〇
日
「
御
届
所
」（
神
楽
台
組
所
蔵
）」「
例
祭
規
則
、
例
祭
細
則
よ
り
み
る
起
し
太

鼓
」 

・
一
一
月
一
四
日 

白
虎
台
組
資
料
調
査
報
告
会 

二
〇
名
参
加
。 

・
一
一
月
二
八
日 

本
永
「
白
虎
台
組
の
台
紋
（
根
笹
と
笹
竜
胆
）」「
白
虎
台
組
屋

台
の
天
井
絵
」「
白
虎
台
組
猩
々
緋
幕
の
オ
ラ
ン
ダ
文
字
」 

・
一
二
月
七
日 

令
和
五
年
古
川
祭
写
真
撮
影
等
調
査
報
告
会 

二
一
名
参
加
。 

 

お
わ
り
に 

 

本
稿
で
は
、
二
〇
二
一
年
度
以
降
の
委
員
会
が
立
ち
上
が
っ
て
か
ら
二
〇
二
三
年

一
二
月
現
在
ま
で
の
事
業
と
調
査
の
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
の
特
徴
は
、
委
員

会
と
事
務
局
の
立
ち
位
置
と
体
制
か
ら
議
論
し
、
確
認
し
つ
つ
事
業
を
進
め
は
じ
め

た
こ
と
と
言
え
る
。 

そ
の
上
で
、
協
力
員
を
通
じ
て
資
料
を
借
用
し
、
借
用
資
料
は
一
点
ず
つ
写
真
を

撮
影
し
、
二
〇
二
三
年
四
月
の
例
祭
で
は
各
台
組
で
撮
影
が
満
遍
な
く
行
わ
れ
た
。

し
か
し
、
今
回
は
こ
の
よ
う
な
調
査
手
法
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
ま
た
、
二
〇
一
七
～
二
〇
年
度
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
今
後
別
稿
に
て
詳
述
し
た
い
。 
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